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平成２３年第１回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期３月２日（水）～３月１６日（水）    （会期１５日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ３月 ２日 水 本会議（開会） ・理事者提案説明・即決議案採決 

 ３月 ３日 木 本 会 議 
・一般質問 ・質疑 

・即決議案採決及び委員会付託 

 ３月 ４日 金 常任委員会  

 ３月 ５日 土 休   会  

 ３月 ６日 日 休   会  

 ３月 ７日 月 常任委員会  

 ３月 ８日 火 常任委員会  

 ３月 ９日 水 常任委員会  

 ３月１０日 木 常任委員会  

 ３月１１日 金 休   会  

 ３月１２日 土 休   会  

 ３月１３日 日 休   会  

 ３月１４日 月 休   会  

 ３月１５日 火 休   会  

 ３月１６日 水 本会議（閉会） 
・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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          平成２３年第１回西予市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２３年３月２日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成２３年３月２日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成２３年３月２日 

          午後 ３時３４分 

１．出 席 議 員        

    １番    欠  員   

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番  二 宮   元 

１．欠 席 議 員 

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．会議録署名議員 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  九 鬼 則 夫 

   会 計 管 理 者  上 甲 悦 子 

   総務企画部長  宇都宮 又 重 

    

産業建設部長  藤 中   彰 

   生活福祉部長  上 甲 憲 章 

   教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

   明浜総合支所長  上 田 甚 正 

   野村総合支所長  河 野 数 義 

   城川総合支所長  山 崎 秀 敏 

   三瓶総合支所長  三 好 幸 二 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  河 野 敏 雅 

   財 政 課 長  宗   正 弘 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  岩 本 明 定 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

     

      議  事  日  程 

 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （３番 兵頭 学、４番 明智祥勝） 

 ２ 会期の決定 

  （３月２日～３月１６日 １５日間） 

 ３ 議案第 ６号 三瓶中学校特別教室棟耐震

補強工事変更請負契約につ

いて 

 ４ 議案第 ７号 西予市木質ペレット製造施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第 ８号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 

   議案第 ９号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１０号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１１号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第１２号 西予市住民生活に光をそそ

ぐ基金条例制定について 



－2－ 

   議案第１３号 西予市森林公園条例制定に

ついて 

   議案第１４号 西予市公告式条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市支所及び出張所設置

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１７号 西予市文化財保護条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１８号 西予市公共下水道事業受益

者負担金徴収条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市簡易水道及び愛媛県

条例水道の設置に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２０号 新たに生じた土地の確認に

ついて 

   議案第２１号 字の区域を変更することに

ついて 

   議案第２２号 平成２２年度西予市一般会

計補正予算（第６号） 

   議案第２３号 平成２２年度西予市授産場

特別会計補正予算（第３

号） 

   議案第２４号 平成２２年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第２号） 

   議案第２５号 平成２２年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第２６号 平成２２年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第２７号 平成２２年度西予市老人保

健特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第２８号 平成２２年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第４

号） 

   議案第２９号 平成２２年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第３０号 平成２２年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第３１号 平成２２年度西予市上水道

事業会計補正予算（第４

号） 

   議案第３２号 平成２２年度西予市病院事

業会計補正予算（第５号） 

   議案第３３号 平成２２年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

   議案第３４号 平成２３年度西予市一般会

計予算 

   議案第３５号 平成２３年度西予市授産場

特別会計予算 

   議案第３６号 平成２３年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第３７号 平成２３年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第３８号 平成２３年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第３９号 平成２３年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第４０号 平成２３年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第４１号 平成２３年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第４２号 平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第４３号 平成２３年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第４４号 平成２３年度西予市上水道

事業会計予算 

   議案第４５号 平成２３年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第４６号 平成２３年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

 ５ 厚生常任委員会副委員長の互選 

追加 議案第４７号 西予市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 
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   議案第４８号 西予市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

制定について 

 

本日の会議に付した事件 

  

１ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 議案第 ６号 三瓶中学校特別教室棟耐震

補強工事変更請負契約につ

いて 

 ４ 議案第 ７号 西予市木質ペレット製造施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第 ８号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 

   議案第 ９号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１０号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１１号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第１２号 西予市住民生活に光をそそ

ぐ基金条例制定について 

   議案第１３号 西予市森林公園条例制定に

ついて 

   議案第１４号 西予市公告式条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市支所及び出張所設置

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１７号 西予市文化財保護条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１８号 西予市公共下水道事業受益

者負担金徴収条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市簡易水道及び愛媛県

条例水道の設置に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２０号 新たに生じた土地の確認に

ついて 

   議案第２１号 字の区域を変更することに

ついて 

   議案第２２号 平成２２年度西予市一般会

計補正予算（第６号） 

   議案第２３号 平成２２年度西予市授産場

特別会計補正予算（第３

号） 

   議案第２４号 平成２２年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第２号） 

   議案第２５号 平成２２年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第２６号 平成２２年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第２７号 平成２２年度西予市老人保

健特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第２８号 平成２２年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第４

号） 

   議案第２９号 平成２２年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第３０号 平成２２年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第３１号 平成２２年度西予市上水道

事業会計補正予算（第４

号） 

   議案第３２号 平成２２年度西予市病院事

業会計補正予算（第５号） 

   議案第３３号 平成２２年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

   議案第３４号 平成２３年度西予市一般会

計予算 

   議案第３５号 平成２３年度西予市授産場

特別会計予算 

   議案第３６号 平成２３年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計
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予算 

   議案第３７号 平成２３年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第３８号 平成２３年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第３９号 平成２３年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第４０号 平成２３年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第４１号 平成２３年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第４２号 平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第４３号 平成２３年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第４４号 平成２３年度西予市上水道

事業会計予算 

   議案第４５号 平成２３年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第４６号 平成２３年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

 ５ 厚生常任委員会副委員長の互選 

追加 議案第４７号 西予市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第４８号 西予市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

制定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  開会 午前１０時００分 

○議長 ただいまの出席議員は２２名でありま

す。これより平成２３年第１回西予市議会定例会

を開会いたします。 

 三好市長より今定例会招集のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 平成２３年第１回西予市議会定例会

の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 厳しかった寒さも幾分和らぎ、日に日に春めい

てまいりました。例年この時期になりますと桜の

開花日が話題になってまいりますが、民間気象予

報会社の発表では、四国地方は２月は平年より気

温が高目で３月は平年並みの予想から、開花は平

年並みかやや早くなるようでございます。満開の

桜は日本の春を代表する風景ですが、いつものこ

とながら桜に関連したイベントの主催者をやきも

きさせる悩ましい季節到来でもございます。 

 悩ましいといえば、遅々として政策、議論が進

まない国政の混乱は、国民にとりましては大変悩

ましく、不幸な事態であろうかと思っておりま

す。各種報道のとおり、今通常国会では当初予算

及び予算関連法案の成立が極めて不透明な状況で

あることはご承知のとおりでございます。菅総理

は、１月の所信表明で危機的な財政状況から２０

０９年に掲げたマニフェストについて、実現した

ものもあるが、公表から２年を区切りに国民の声

を聞き検証すると、この夏に見直すことを表明さ

れるとともに、社会保障制度がこのままでは財政

的に底枯れするとの認識をベースに、野党を巻き

込んだ税と社会保障の一体改革に関する議論を呼

びかけておられます。既に厚生労働省に年金医療

などの社会保障の改革の具体案を４月末までにま

とめるよう指示されており、この案をベースに６

月までに政府の税と社会保障の一体改革案をまと

めて２段構えの方向を明らかにしておられます

が、その改革案の与・野党協議を開始されるのか

否か、全く先が見えてきません。国民生活の安定

や、せっかく薄日が差してきた日本経済の再生の

ためにも、国会での真摯な政策、議論を強く求め

るものでございます。 

 さて、話題を西予市に転じますけれども、建設

中の新庁舎を覆っておりましたブルーシートが取
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り外され、淡いベージュ色の外壁とともに、私が

想像していた以上に存在感のある美しい外観があ

らわれてまいりました。工事も順調に進んでおり

ますので、４月４日には計画どおりすべての建物

本体の建築工程が終了し、ネットワークシステム

等の整備を得て５月の連休明けの供用を待つだけ

となる見込みでございます。 

 一方、こうした中でありますが、５月中にはい

よいよ保健センターの改修工事が始まります。議

会の関係では、改修工事に先立って既存備品など

の移動が必要でございますので、本定例会がこの

議場で開催される最後の議会になろうかと思いま

す。合併後７年間、幾度となく西予市市政の進む

べき方向性や課題等が強く議論されてまいりまし

た本会議場でございますが、旧宇和町時代から通

算すれば２１年間の議場としての役割を終え、本

年９月末には新たな大ホールとして生まれ変わる

こととなります。したがいまして、本定例会はあ

る意味区切りの議会ということでございます。ど

うか議員各位の記憶に残る、すばらしい議会とな

ることを願ってやみません。 

 さて、今回の定例会でございますが、事前に通

告ございました４人の皆様から一般質問をお受け

するとともに、条例制定２件、同改正６件、指定

管理者の指定５件、補正予算１２件、２３年度予

算１３件など計４１件に上る多くの議案を上程い

たし、ご審議をお願い申し上げるものでございま

す。 

 議案等の提案理由につきましては、上程の際に

ご説明申し上げますので、何とぞ慎重にご審議を

いただき、ご承認、ご決定賜りますようお願い申

し上げ、簡単でございますけれども、招集のごあ

いさつとさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

○議長 去る１月３１日、兵頭竜君から一身上の

都合により議員を辞職したい旨の願いがありまし

た。地方自治法第１２６条の規定により、これを

許可しましたのでご報告をいたします。 

 次に、前定例会以降における諸般の報告及び監

査委員から提出された例月出納検査報告書は、お

手元に配付のとおりでありますので、お目通しを

願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しておるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に３番兵頭学君、４番明

智祥勝君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から３月１６日までの１５

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、本日か

ら３月１６日までの１５日間と決定いたしまし

た。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第６号「三瓶中学

校特別教室棟耐震補強工事変更請負契約につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 議案第６号「三瓶中学校特別教

室棟耐震補強工事変更請負契約について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 本工事につきましては、平成２２年第３回定例

会において議決いただき、請負金額１億５，４３

５万円で堀田建設株式会社代表取締役菊池泰行氏

と契約を締結し、現在施工中であります。 

 このたび補強箇所のはつり解体作業時における

近隣住宅への騒音低減のため、仮設養生シートを

防音シートに変更、並びに補強構造体と既存躯体

との取合い部シール施工量の変更等が必要となっ

たため、１１７万４，０００円を増額し、請負金

額１億５，５５２万４，０００円とする工事変更

請負仮契約を締結しましたので、議会の議決を求

めるものであります。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６号は、会議規則第３７条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第６号は原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第６号「三

瓶中学校特別教室棟耐震補強工事変更請負契約に

ついて」は原案のとおり決定いたしました。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第７号「西予市木

質ペレット製造施設の指定管理者の指定につい

て」から議案第４６号「平成２３年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計予算」についてまでの

４０件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第７号「西予市木質ペ

レット製造施設の指定管理者の指定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市木質ペレット製造施設は、西予市バイオ

マスタウン構想に基づき森林整備の間伐に伴い発

生する林地残材や製材端材等の未利用資源を活用

し、地産地消のエネルギーとしての木質ペレット

及びおが粉の製造並びに販売を行い、林産物の付

加価値を高め、地域産業の活性化を図ることを目

的として、平成２３年４月の施設稼働に向け現在

整備中であります。 

 本施設の管理運営につきましては、指定管理者

制度により行うこととしており、稼働までに十分

な準備を整え、質の高いサービスの提供とコスト

の低減に努めるとともに、積極的、効率的な施設

の運営を図るため、去る１月７日から２月７日ま

での期間、指定管理者の公募を実施したところで

あります。公募の結果、２件の申請があり、西予

市産業建設部指定管理者審査委員会でのヒアリン

グと協議を経て、株式会社エフシーを指定管理者

の候補者として選定いたしましたので、その指定

について議会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、株式会社エフシー

は城川町下相に事務所を置き、地域の実情に詳し

いこと、また同社は木材加工作業主任者や大型特

殊免許等資格を持った社員を有しているととも

に、木材の知識も豊富で原木の取り扱いにもなれ

ていることから、工場の適切な稼働に問題なく従

事できること、さらに平成２２年度から木材搬出

用林業機械の大型化を進め、バックホー７トン２

台を導入し、平成２３年度も大型グラップルつき

フォワーダ３．８トン積み１台を購入予定で、今

後の安定供給に対応ができることなど、施設の効

用を最大限発揮でき、管理を安定して行う人的及

び物的能力を有しており、また加工できる見込み

があるなど総合的に判断したものであります。 

 続きまして、議案第８号「西予市獣肉処理加工

施設の指定管理者の指定について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

 西予市獣肉処理加工施設は、西予市内で捕獲し

た有害鳥獣を地域資源として活用し、イノシシ及

びニホンシカの解体処理作業並びに生肉加工を行

い、鳥獣害防止並びに獣肉の特産品化により地域

の活性化に寄与することを目的として、平成２３

年４月の施設稼働に向け現在整備中であります。 

 本施設の管理運営につきましては、指定管理者

制度により行うこととしており、木質ペレット製

造施設とあわせて指定管理者の公募を実施したと

ころであります。公募の結果、１件の申請があ

り、西予市産業建設部指定管理者審査委員会での

ヒアリングと協議を経て、株式会社エフ・ビー・

シーを指定管理者の候補者として選定いたしまし

たので、その指定について議会の議決を求めるも

のであります。 

 その選定理由といたしましては、同社はイノシ

シの解体加工に関する知識が豊富であり、施設が

所在している野村町内に事務所を有し、施設の稼

働に問題なく従事できること、また昨年７月から

移動職員販売車によるイノシシ肉の加工品を販売

を行っており、生肉や加工品販売についてもノウ

ハウを持っていること、以上のことから人的、物
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的能力を有している同社が、本施設の効用を最大

限に発揮でき、将来において安定的な経営が見込

まれるとして総合的に判断したものであります。 

 続きまして、議案第９号「西予市明浜農産物集

出荷施設の指定管理者の指定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 西予市明浜農産物集出荷施設は、西予市明浜地

域における有機農業による農産物を産地直送によ

り消費者へ届け、消費者のニーズに対応し、顔の

見える販売体制を確立し、地域産品の多様な利活

用を図るとともに、交流を主体的に地域農業の活

性化を促進することを目的に、農林水産省補助に

より平成６年３月に整備された施設であります。

今回、本施設の指定管理者として公募を行った結

果、１社から申請書の提出が上がり、西予市産業

建設部指定管理者審査委員会での審査の結果、農

事組合法人無茶々園を指定管理者の候補者として

選定いたしましたので、その指定について議会の

議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、まず無茶々園が平

成１８年度から平成２２年度まで指定管理者とし

て５カ年の堅実な実績があること、さらに無茶々

園は地域振興及び地域の発展を図ることを経営の

基本理念ととらえており、公の施設としての効用

が最大限発揮できることなど、農事組合法人無

茶々園が施設の効率的、効果的な管理運営を実現

できる人的、物的能力を有し、指定管理者として

の能力を十分有していると判断したものでありま

す。 

 続きまして、議案第１０号「西予市城川高品質

堆肥センターの指定管理者の指定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、平成９年度に地域農業基盤確立農業

構造改善事業で建設されたもので、家畜のふん尿

等を受け入れ、畜産堆肥の製造、販売を行うこと

により、地域の環境保全はもとより耕畜農家の連

帯を強め、農業経営の安定化に寄与することを目

的して設置されているものです。今回、指定期間

の満了に伴う時期指定管理者の候補者として、現

在の管理者である東宇和農業協同組合を非公募に

より選定いたしましたので、その指定について議

会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、本施設の設置以来

１３年にわたって堆肥センターの管理運営を行っ

てきたことから、堆肥生産に関するノウハウが蓄

積されていること。また、生産資材等の物販業務

を有しており、流通コストの低減と西予市ブラン

ドの堆肥供給が図られること、さらに同組合が本

市における農業振興事業の核となる組織であり、

耕蓄連携による農業振興対策の対応が行われるこ

となど、東宇和農業協同組合が公共の役割に広く

寄与する組織であり、施設の効率化やコスト低減

の面でもその能力を十分有しており、この施設の

管理を引き続き行わせることが適当と判断したも

のであります。 

 続きまして、議案第１１号「西予市乙亥の里の

指定管理者の指定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 本施設は、地域の歴史、文化の継承を図るとと

もに、地域商業活性化に資する施設として、中心

市街地活性化事業により平成１７年４月に整備さ

れた施設であります。平成１７年４月から平成２

１年３月までの４カ年間、旧野村町商工会、現西

予市商工会が指定管理者となっておりましたが、

その後平成２１年４月から野村町商業協同組合が

指定管理者として施設の管理運営を行っておりま

す。今回、指定期間の満了に伴う次期指定管理者

の候補者として、西予市産業建設部指定管理者審

査委員会での審査を経まして、現在の管理者であ

る野村町商業協同組合を非公募により選定いたし

ましたので、その指定について議会の議決を求め

るものであります。 

 その理由といたしましては、野村町商業協同組

合は、事業者として西予市商工会と密接な関係に

あり、また中心市街地活性化計画策定にも携わっ

ており、商業活性化の核となる乙亥の里施設を有

効かつ積極的に活用することで、地域商業の発展

に大いに寄与できるとの意欲を示しております。

また、会員を通じた回数券の販売拡大や、集客Ｐ

Ｒに努めるとともに、経費削減、人的教育の徹底

等により、経営の改善が図られているところであ

り、本施設の効果を最大限発揮するとともに、効

率的運営、コスト低減等を図る上で引き続き施設

管理を行わせることが適当と判断したものであり

ます。 

 以上、５つの施設に係る指定管理者候補の概要

及び事業計画につきましては、別添の参考資料を

ご参照いただきたいと存じます。 

 以上、５議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようよろしくお願いいたします。 
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○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 議案第１２号「西予市住

民生活に光をそそぐ基金条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 近年、子供を育てる環境は少子・高齢化や核家

族等社会環境の変化により年々厳しさを増してお

り、幼い子供が保護者等から虐待を受け死亡する

といった痛ましい事件も多発しております。本市

におきましては、児童虐待に限らずさまざまな困

難を有する子供や、子育てに悩む保護者からの相

談に対し、家庭相談員１名で対応いたしておりま

すが、相談件数は平成２０年度が延べ４９件、平

成２１年度が延べ１５６件と急増している状況に

ございます。 

 また、病気や経済的理由以外に心理的、情緒

的、身体的あるいは社会的要因等によりまして、

年間３０日以上学校を欠席した不登校児童・生徒

数は、現在小学校２名、中学校が８名となってお

ります。不登校児童・生徒の対応といたしまして

は、スクールカウンセラー及び非常勤講師等を配

置いたしておりますが、精神的なケアや学習指導

など、個々の状況に合わせたきめ細かなかかわり

がさらに必要となってまいります。 

 今回、国の平成２２年度補正予算において、住

民生活に光をそそぐ交付金が創設され、本交付金

の対象事業として児童虐待防止、不登校対策が掲

げられており、基金を造成することで平成２４年

度までの複数年度で活用することが可能とされて

おります。これを受けまして、家庭相談員１名の

増員及び不登校対策支援員１名の雇用等に要する

経費に係る財源として、当交付金を受けて基金を

設置し、その効果的な運営を図るため、地方自治

法第２４１条の規定に基づき本条例を制定するも

のでございます。よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第１３号「西予市森林

公園条例制定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 西予市三瓶町に設置されている有太刀生活環境

保全林、通称あらパークは、愛媛県による生活環

境保全林整備事業として森林地域の保健機能及び

地産機能等の公益的機能の発揮を図ることを目的

に、平成１３年から整備がなされ、平成１５年に

旧三瓶町が同施設の譲渡を受けております。本市

においては、同施設を地域住民の保健休養及び都

市と農漁村との広域的な交流の拠点として位置づ

け維持管理を行っておりますが、今回本施設の管

理及び利用者の行為を明確にし、森林公園として

の位置づけを適正なものとするため、本条例を制

定するものであります。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 議案第１４号「西予市公

告式条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 当市の条例に基づく公告掲示場は、合併前の各

町の定めていた掲示場をそのまま踏襲いたしてお

り、現在２４カ所に設置しております。この設置

箇所数につきまして、県内各市町の状況を見ます

と、ほとんどの市町が１０カ所未満で、本庁の

み、または本庁と支所のみの設置となっており、

これらと比べると当市の掲示場は突出して多い状

態にあります。このため、候補分または告示分を

掲示する日のずれや、告示の効力と関係のない地

域でも掲示を要するため、事務上の支障や無駄が

生じております。 

 また、公告を要する事案の住民への周知方法に

ついては、広報あるいはホームページを活用する

ほうが効果的であり、掲示場への掲示は必須であ

りながら自主的に形式的なものになっているのも

事実でございます。 

 今回、こうした状況を踏まえ、本庁支所方式へ

の移行に伴う業務の効率化とあわせ、公布告示手

続の確実性、迅速性の向上を図るため、公告掲示

場を本庁及び各支所の５カ所とするものでござい

ます。 

 続きまして、議案第１５号「西予市支所及び出

張所設置条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、昭和２８年に建設され、老朽化

の激しい現在の三瓶総合支所を三瓶保健福祉総合

センター内へ移転することに伴い、三瓶支所の位

置を変更するものでございます。 

 なお、支所移転後の供用開始につきましては、
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本庁の新庁舎における情報通信基盤システムの安

定稼働の動作稼働を経て、支所における同システ

ムの移転が完了する５月２３日とさせていただく

ものでございます。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第１６号「西予市特別

会計条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、老人保健特別会計の廃止に伴う

ものであります。西予市老人保健特別会計につき

ましては、平成２０年４月から後期高齢者医療制

度が始まったことから、健康保険法等の一部を改

正する法律において、本会計の精算期間として３

年間の経過措置が設けられておりましたけれど

も、平成２３年３月末で設置期間が終了すること

から廃止するものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 議案第１７号「西予市文化財保

護条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、市の区域内に所在する文化財を保護

し、かつその活用を図り、市民の文化的向上に資

するとともに、我が国文化の進歩に貢献すること

を目的として定めております。 

 今回の改正は、同条例に定義する文化財のう

ち、無形文化財及び無形民俗文化財の指定、並び

に当該無形文化財の保持者または保持団体につい

ての取り扱いが明確ではないことから、所要の整

備を行うものであります。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第１８号「西予市公共

下水道受益者負担金徴収条例の一部を改正する条

例制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の改正は、負担金減額の特例について定義

を明確にするとともに、賦課対象区域の決定時期

及び徴収方法の特例について定めるものでありま

す。公共下水道事業では、原則１つの敷地に対し

て公共ますを１カ所設置することとしております

が、建築物の立地状況等により公共ますを増設す

ることが想定されます。このため、増設した公共

ますに対して負担金額を減額できることとしてお

りますが、減額の定義が明確でないことから所要

の整備を行うものであります。 

 また、賦課対象区域の決定時期を毎年度当初に

限定していたものを、賦課する必要が生じた際に

迅速な対応ができるようにするとともに、受益者

の負担軽減のため新たに分割納付が選択できるよ

う、所要の改正を行うものであります。よろしく

ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 議案第１９号「西予市簡易

水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 今回の改正は、野村町高丸簡易水道の取水施設

の老朽化及び給水区域内の人口減少や高齢化によ

り、施設の維持管理に支障を来すことが危惧され

ることから、平成２４年度より野村上水道への事

業統合を実施することに伴い、高丸簡易水道を廃

止しようとするものであります。よろしくご審議

の上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 議案第２０号「新たに生

じた土地の確認について」、議案第２１号「字の

区域を変更することについて」関連がございます

ので一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市三瓶町地内における公有水面埋立免許を

得て施工した漁港工事及び道路改良工事につい

て、愛媛県知事による工事竣工認可が告示されま

したので、当該工事による埋め立てに伴い新たに

生じた土地１２カ所の確認について、地方自治法
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第９条の５第１項の規定に基づいて議会の議決を

求めるものでございます。 

 また、今回新たに生じた土地を近接する字の区

域に編入するため、地方自治法第２６０条第１項

の規定に基づき、字の区域を変更することについ

て議会の議決を求めるものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 「平成２２年度西予市一般会計補正

予算（第６号）」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

 今回の補正につきましては、事業費の確定及び

見込みによる増減額、工事請負費の入札減少金な

どが主なものであります。このほか、老人保健特

別会計繰出金、住宅新築資金等貸付事業特別会計

繰出金、高山診療所勘定ほか２診療所勘定への繰

出金及び野村病院事業会計への繰出金を計上して

おります。 

 また、将来への備えや今後見込まれる事業等の

財源確保のため、減債基金、西予市地域振興基

金、災害対策金基金、新市立病院建設基金、学校

施設整備基金及び過疎地域自立促進特別基金の積

立金を計上しております。さらに、国の補正予算

において創設された地域活性化交付金のうち、こ

れまで住民生活にとって大事な分野でありなが

ら、光が十分当たってこなかった分野に対する地

方の取り組みを支援する住民生活に光をそそぐ交

付金の追加内示を受け、新たに設置する西予市住

民生活に光をそそぐ基金の積立金を計上しており

ます。 

 歳入につきましては、決定額及び決定見込み額

を計上しておりますが、歳出でも説明申しました

地域活性化住民生活に光をそそぐ交付金１，３４

３万２，０００円を計上しております。 

 また、寄附金におきましては、ふるさと納税寄

附金７４万５，０００円を計上しておりますが、

これは平成２０年度から始まった制度でございま

す。平成２２年度は２０名の方から１７４万５，

０００円の寄附をいただきました。寄附申し込み

の際には、どのようなことに対して使ってほしい

かということをお聞きしておりますが、２０名の

方のうち３名の方からご希望がありましたので、

このご希望を尊重して使わせていただきました。

また、使途の指定がなかったご寄附につきまして

は、誇れる地域づくり事業等に充当させていただ

きました。 

 なお、寄附をいただいた方には、個別にこれら

の報告をするとともに、同制度のさらなる周知を

図ってまいりたいと考えております。 

 以上によりまして、本予算の補正額は歳入歳出

予算それぞれ４億９，１４９万８，０００円を増

額し、歳入歳出予算の総額を２８６億８，４３８

万８，０００円と定めるものであります。 

 また、庁舎建設事業における４つの継続事業に

ついて、継続費補正を行っております。庁舎建設

事業、これ本体工事につきましてでありますが、

事業実績により総額と年割り額の変更、庁舎建設

工事、これは外構工事でありますけど、及び宇和

保健センター改修事業費につきましては、平成２

２年度の支払い見込みによる年割り額の変更、宇

和保健センター改修工事管理委託事業において

は、事業実績による総額と年割り額の変更を行う

ものであります。 

 さらに、土地開発公社に対する債務補償、平成

２２年度の短期借入金でございますけども、の債

務負担金、債務負担行為補正を行っております

が、これは県営経営体育成基盤整備事業、山田地

区の事業に関連して、市道石城地区１４９号線、

及び市道石城地区２０９号線の道路改良事業に伴

う道路用地１万５１平米への先行取得が必要とな

ったために、限度額の変更を行うものです。 

 以上、説明してまいりましたけれども、詳細に

つきましては担当課長に説明させますので、よろ

しくご審議を賜り、ご決定をくださいますようお

願い申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時４５分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１０時

５８分） 

 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 それでは、議案第２２号「平成２

２年度西予市一般会計補正予算（第６号）」の補

足説明を予算書に沿って説明させていただきま

す。 

 今回の補正予算は、事業費の確定による調整が
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主なものでございます。 

 まず、歳出につきまして説明をいたします。 

 予算書２７ページをお開き願います。 

 １２目ＣＡＴＶ整備事業２億６，９８４万１，

０００円の減額でございますが、これは平成１９

年度より国庫補助事業により進めておりましたＣ

ＡＴＶ整備事業幹線部分が本年度で完了し、事業

費の最終調整を行うものであります。需用費、委

託料等、事務費につきましては、実績見込みによ

る減額、工事請負費につきましては実績及び入札

に伴う減額であります。なお、平成２３年度には

市単独事業による残りの引き込み工事の負担を行

うことにしております。 

 本事業における平成２２年度までの総事業費の

見込みは３５億７，１８１万２，０００円で、財

源内訳としましては国の交付金１０億４，０５２

万５，０００円、過疎対策事業債２１億３，２４

０万円、その他の特定財源２億６４０万３，００

０円、一般財源１億９，２４８万４，０００円と

なっております。 

 ２８ページをお開き願います。 

 １８目庁舎建設事業４，０４６万６，０００円

の減額でございますが、継続費の設定を行ってい

る本事業における本年度の事業費の確定によるも

ので、今回継続費の変更もあわせて行っておりま

す。 

 ３２ページをお開き願います。 

 ３目１９節生活交通バス路線維持確保対策事業

費補助金１３９万３，０００円でありますが、乗

客数の減により宇和島自動車株式会社に対する市

補助金の追加が必要になったものであります。こ

れにより、本年度の補助金見込み額が４，９９１

万円となっております。 

 ３５ページをお開き願います。 

 １項３目１９節軽費老人ホーム管理運営事業費

補助金２９５万円でありますが、これはケアハウ

スれんげ及びケアハウスはまゆうにおける実績見

込みによる運営費補助金を増額するものでありま

す。 

 ３６ページをお開き願います。 

 ７目２８節繰出金３９５万５，０００円であり

ますが、これは償還金の未納に対する住宅新築資

金等貸付事業特別会計への繰出金でございます。 

 ４９ページをお開き願います。 

 １項９目１３節施設管理運営委託料４４７万

１，０００円でありますが、明浜ふるさと創生館

における給水井戸の塩水化による上水道使用料増

に係る管理委託料３７０万円及び野村青汁工場に

おける公共下水道への接続に係る管理委託料７７

万１，０００円であります。 

 ２項２目有害鳥獣捕獲対策事業３１６万８，０

００円でありますが、捕獲実績により増額するも

ので、イノシシにおいては当初５７３頭分の予算

額に対し３４４頭増の９１７頭の捕獲実績となっ

ております。 

 ５４ページをお開き願います。 

 ３目市道蔭ノ地杉の瀬線改良事業４，１００万

円及び市道安尾線改良事業８００万円であります

が、平成２２年度の道整備交付金事業として追加

内示見込みであることから、今回予算計上するも

のであります。 

 ６３ページをお開き願います。 

 ７項１目総合型地域スポーツクラブ育成支援事

業１７６万８，０００円でありますが、平成２２

年度の野村町総合型地域スポーツクラブ設立に際

し、野村町体育館内に活動を拠点とする事務所を

開設するための工事費及び備品整備に係る経費を

計上するものであります。 

 ６５ページをお開き願います。 

 １目２５節積立金１２億１，２１２万９，００

０円でありますが、これは主に基金及び基金利子

の積み立てを計上しております。減債基金３億

円、第三セクター等に指定管理委託を行っておる

施設の改修、修繕、備品更新など、地域振興及び

活性化を図ることを目的として、合併特例債の活

用以外で独自に積み立てる西予市地域振興基金２

億円、災害対策基金５，０００万円、新市立病院

建設基金３億６万２，０００円、学校施設整備基

金３億円、過疎対策事業債を活用し医師の確保等

ソフト事業に充てる過疎地域自立促進特別基金

５，０００万円、地域活性化住民生活に光をそそ

ぐ交付金を受けて、家庭相談員及び不登校対策支

援員の雇用に活用する住民生活に光をそそぐ基金

１，１９８万９，０００円の積み立てを行ってお

ります。 

 次に、歳入でございますが、１１ページをお開

き願います。 

 １項市民税につきましては、個人市民税におい

て個人所得の低迷による減額、法人市民税につい

て企業収益の持ち直しによる増額をしておりま
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す。 

 ２項固定資産税につきましては、実績により増

額をしております。 

 １２ページをお開き願います。 

 ８款１項１目地方特例交付金５，０５０万円で

ありますが、交付金確定によるものであり、児童

手当及び子ども手当特例交付金が増額となってお

ります。 

 ９款１項１目地方交付税１２億４，７２２万

１，０００円でありますが、これは普通交付税の

確定によるもので、雇用対策、地域資源活用臨時

特例費の創設や円高、デフレ対応のための緊急総

合対策により平成２２年度の補正予算において地

方交付税が増額されたことによることから、対前

年度比８億８，４５５万７，０００円増の１１９

億４，７２２万１，０００円となっております。 

 ２０ページをお開き願います。 

 １７款２項１目財政調整基金繰入金であります

が５億４，１１８万４，０００円の繰り戻しを行

っております。また、今回の入札減や事業費の確

定などによりまして、国県支出金の増減、あるい

は市債の増減措置を図っております。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第２３号「平成２２年

度西予市授産場特別会計補正予算（第３号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、人件費の調整、作業員賃金の調

整、授産場製品販売増に伴う事業収入及び光熱水

費、加工用原材料費の調整、事業収入の増、利用

者増による保護施設事務費繰入金の増に伴う一般

会計繰入金の調整で、歳入歳出それぞれ５８万

７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

１，８７７万７，０００円とするものでありま

す。 

 歳出につきましては、人件費の調整として、施

設授産場費の一般職給を１万９，０００円、職員

手当等を１６万８，０００円、職員共済組合負担

金を４，０００円それぞれ減額いたしておりま

す。また、事業費の臨時雇い賃金を７０万円減額

し、光熱水費５万１，０００円、加工用原材料費

を２５万３，０００円増額いたしております。 

 歳入では、事業収入の手袋売却収入を７１万

３，０００円増額、並びに施設利用者の増加によ

る保護施設事務費繰入金を１７万９，０００円増

額したことに伴い、一般会計繰入金を１４７万

９，０００円減額いたしております。 

 続きまして、議案第２４号「平成２２年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

２号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、貸付金返済の滞納により、歳入

歳出それぞれ１９９万４，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１，００６万９，０００円と

するものであります。 

 歳出につきましては、住宅新築資金並びに改良

資金に借り入れている公債費の元金１９９万４，

０００円を増額いたしております。 

 歳入につきましては、貸付金返済の滞納による

償還金の貸付金元利収入を１８８万１，０００

円、件補助金８万円を減額し、一般会計からの繰

入金を３９５万５，０００円増額いたしました。 

 続きまして、議案第２５号「平成２２年度西予

市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳出では各項目実績見込みに伴

う不用額の減額、保険給付費の調整、共同事業拠

出金確定に伴う調整、直営診療所繰出金の増額、

歳入では実績見込みによる国民健康保険税、繰入

金の調整及び国庫県支出金、療養給付費交付金並

びに共同事業交付金の確定に伴う調整が主なもの

であります。 

 ４ページをお開きください。 

 歳出では、総務費を２５９万２，０００円、保

険給付費を４２０万円、共同事業拠出金を４，３

２８万４，０００円、保健事業費を１，５２２万

６，０００円それぞれ減額し、諸支出金を２，９

０２万８，０００円増額、予備費を１，０００万

円減額いたしました。 

 ３ページの歳入では、国民健康保険税を２，０

５０万円、使用料及び手数料を１５万４，０００

円、国庫支出金を７，６３６万１，０００円、県

支出金を３０８万５，０００円それぞれ減額し、

療養給付費等交付金を１億２０万５，０００円増

額し、共同事業交付金を２，０３７万円、繰入金

を１，６９９万２，０００円、諸収入を９０１万
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７，０００円それぞれ減額いたしました。 

 これによりまして、議決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ４，６２７万４，０００

円を減額し、事業勘定予算の歳入歳出予算総額を

５７億４，５１７万２，０００円と定めるもので

あります。 

 次に、診療施設勘定予算についてですが、今回

の補正の主な内容は、歳出では総務費と医業費の

精査による調整、歳入では外来収入の精査による

減額とそれに伴う一般会計繰入金、事業勘定繰入

金の増額であります。 

 それでは、診療所別にご説明をいたします。 

 ２２ページをお開きください。 

 俵津診療所の歳出では、総務費を７万３，００

０円、医業費を９９万５，０００円それぞれ減額

をいたしました。 

 ２１ページの歳入では、診療収入を３５万６，

０００円、使用料及び手数料を１万８，０００

円、繰入金を１８１万３，０００円それぞれ減額

し、諸収入を１１１万９，０００円増額、歳入歳

出予算の総額を６，７３３万２，０００円といた

しました。 

 次に、３２ページをお開きください。 

 狩江診療所の歳出では、総務費を１００万３，

０００円減額し、医業費を２万６，０００円増額

いたしました。 

 ３１ページの歳入では、診療収入を３５１万

円、使用料及び手数料を１０万６，０００円それ

ぞれ減額し、繰入金を１６０万１，０００円、諸

収入を１０３万８，０００円それぞれ増額し、歳

入歳出予算の総額を６，６０２万８，０００円と

いたしました。 

 次に、４０ページをお開きください。 

 高山診療所の歳出では、総務費を２７２万７，

０００円減額し、医業費を３万３，０００円増額

いたしました。 

 ３３ページの歳入では、診療収入を８３２万

９，０００円、使用料及び手数料を３万２，００

０円それぞれ減額し、繰入金を５１８万８，００

０円、諸収入を４７万９，０００円それぞれ増額

し、歳入歳出予算の総額を１億１０万５，０００

円といたしました。 

 次に、５０ページをお開きください。 

 田之浜診療所の歳出では、総務費を３５万５，

０００円、医業費を３８万円それぞれ増額いたし

ました。 

 ４９ページの歳入では、診療収入を４８万円、

使用料及び手数料を７，０００円、諸収入を２４

万８，０００円それぞれ増額し、歳入歳出予算の

総額を１，７４５万５，０００円といたしまし

た。 

 次に、５５ページをお開きください。 

 惣川診療所の歳入では、他会計繰入金を６４万

５，０００円減額し、事業勘定繰入金を同額増額

いたしましたので、歳入歳出の予算の総額は変わ

りません。 

 次に、５４ページ、土居診療所の歳出では、総

務費を２２０万２，０００円減額し、医業費を８

７１万２，０００円増額いたしました。 

 ６１ページの歳入では、繰入金を６５１万円増

額し、歳入歳出予算の総額を１億２，７４２万

６，０００円といたしました。 

 次に、６８ページをお開きください。 

 二及診療所の歳出では、総務費を７５万９，０

００円減額し、医業費を２２８万１，０００円増

額し、基金積立金を１１８万７，０００円、予備

費を５８万円それぞれ減額いたしました。 

 ６７ページの歳入では、診療収入を６８万５，

０００円減額し、使用料及び手数料を１１万円、

諸収入を３３万円それぞれ増額し、歳入歳出予算

の総額を７，８００万７，０００円といたしまし

た。 

 次に、７６ページをお開きください。 

 周木診療所の歳出では、総務費を１万４，００

０円、医業費を５６万８，０００円、基金積立金

を３１万９，０００円それぞれ増額し、予備費を

１３１万円減額いたしました。 

 ７５ページの歳入では、診療収入を４６万円減

額、諸収入を５万１，０００円増額し、歳入歳出

予算の総額を４，８２５万９，０００円といたし

ました。 

 続きまして、議案第２６号「平成２２年度西予

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、総務費においては不

用額の見込まれるものの減額と、後期高齢者医療

広域連合納付金においては保険料軽減措置の継続

等による保険料、保険基盤安定負担金、広域連合

共通経費の事務負担金がそれぞれ減額となったこ

と、保健事業費については健診受診結果に伴う不
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用額の減額で、歳入歳出それぞれ５，０２０万円

減額し、歳入歳出の総額を５億５，３２２万円と

定めるものであります。 

 歳出につきましては、総務費を６２５万円減額

いたしました。内訳は、総務管理費が６０５万

円、徴収費が２０万円の減額となります。 

 次に、後期高齢者医療広域連合納付金を４，０

９５万円減額し、保健事業費については後期高齢

者健康診査負担金を３００万円減額いたしまし

た。 

 歳入につきましては、保険料徴収見込み額減少

等により、後期高齢者医療保険料を２，５３７万

３，０００円減額、また繰入金については２，１

８２万７，０００円をそれぞれ減額いたしまし

た。内訳といたしましては、事務費繰入金１，１

１８万８，０００円、保険基盤安定繰入金１，０

６３万９，０００円をそれぞれ減額をいたしまし

た。また、諸収入においては、広域連合受託事業

収入を３００万円減額いたしております。 

 続きまして、議案第２７号「平成２２年度西予

市老人保健特別会計補正予算（第２号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、平成２０年３月診療

分までの老人保健診療報酬請求による老人医療給

付費及び支給費において、実績見込みによる減額

と、老人医療給付費等の実績に伴う超過返還金の

予算計上を行うもので、これに伴い一般会計から

の繰入金を計上し、歳入歳出それぞれ４０万２，

０００円増額し、歳入歳出の総額を５０５万２，

０００円と定めるものであります。 

 歳出につきましては、医療諸費では実績見込み

による医療給付費４万円、医療費支給費２万円の

減額、償還金については医療費実績に伴う県負担

金償還金３９万７，０００円を増額、一般会計繰

出金６万５，０００円を増額いたしました。 

 次に、歳入につきましては、繰入金において県

費負担金償還金に対する繰入金として、事務費等

繰入金を３９万７，０００円増額いたしておりま

す。 

 また、雑入においては、第三者納付金を５，０

００円増額するものであります。 

 続きまして、議案第２８号「平成２２年度西予

市介護保険特別会計補正予算（第４号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、年度末精算に当たり

歳入歳出ともに調整を行うものであります。 

 それでは、補正予算の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ４７２万８，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を４８億

６，６２９万５，０００円とするものでありま

す。内訳といたしまして、歳出では総務費の介護

認定審査会費で報酬を１０万８，０００円、事務

的経費を８０万円増額し、総務管理費では人件費

等を５０７万１，０００円、事務的経費を２４万

７，０００円、賦課徴収費で事務的経費を３３万

６，０００円減額いたしました。 

 次に、保険給付費の介護サービス等諸費で４，

４００万７，０００円、高額介護サービス等費３

０６万５，０００円増額し、介護予防サービス等

諸費２，３５８万８，０００円、高額療養合算介

護サービス等費１，０００万円、特定入所者介護

サービス等費５４９万円減額いたしました。 

 次に、地域支援事業費では、介護予防事業費を

４９６万８，０００円、包括的支援事業任意事業

費を３０３万５，０００円減額いたしました。次

に、基金積立金として介護給付費準備基金の利子

分を積み立てる予算措置として２万７，０００円

増額をいたしました。 

 歳入では、保険料を８３２万５，０００円減額

し、各事業費に応じた負担金や交付金等を見込ん

で分担金及び負担金を７２万１，０００円減額

し、国庫支出金の国庫補助金を１，２４６万８，

０００円増額し、国庫負担金を８６０万円減額い

たしました。県支出金では、県負担金を９６３万

９，０００円、県補助金を１１１万９，０００円

減額いたしました。次に、支払基金交付金を２，

６０５万７，０００円、繰入金の一般会計繰入金

を３７２万１，０００円減額し、介護給付費準備

基金利子分として財産収入を２万７，０００円増

額いたしました。また、財源不足を補うため、基

金繰入金を４，０９５万９，０００円増額し、繰

り入れることにいたしました。 

 以上、６議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第２９号「平成２２年

度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）」について提案理由のご説明を申し上げま
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す。 

 今回の補正は、事業費の年度末精算に当たり、

不用額等の調整を行うもので、歳入歳出予算から

それぞれ６０８万円を減額し、歳入歳出予算を８

億９，９０５万２，０００円と定めるものであり

ます。 

 歳出につきましては、事業費の精査に伴い不用

額を減額するもので、施設管理費で賃金及び補助

金の接続奨励金等２６５万６，０００円、施設整

備費の推進事業費で報償費及び負担金等３８万

３，０００円、施設整備費で職員手当等の人件費

と不用額３０４万１，０００円をそれぞれ減額す

るものであります。 

 歳入につきましては、有収水量の増加に伴い、

施設使用料７３８万円を増額し、一般会計繰入金

７０２万２，０００円、諸収入６２３万８，００

０円、市債２０万円をそれぞれ減額いたしており

ます。また、今年度中に平成２３年度の西予市浄

化センター維持管理業務の契約を行うため債務負

担行為を設定いたしております。よろしくご審議

の上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 議案第３０号「平成２２年

度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第４

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正の主なものは、経常経費の実績見込

みによる減額で、歳入歳出からそれぞれ３，４５

０万９，０００円を減額し、歳入歳出の予算総額

を２億６，４３７万８，０００円と定めるもので

あります。 

 ８ページをお願いします。 

 まず、歳出の総務管理費では、維持管理費であ

る需用費、役務費、委託料を実績見込みにより合

わせて１，７３３万２，０００円減額し、また公

課費についても４０万円減額いたしております。

備品購入費５２万３，０００円の増額は、漏水探

知機が故障したため新たに購入するためのもので

あり、負担金の増額３０１万７，０００円につい

ては、野村町の高丸簡易水道を野村上水道に統合

するための負担金等によるものであります。ま

た、施設の老朽化対策の財源とするため、積立金

２２０万円を増額いたしております。 

 ９ページの施設整備費におきましては、野村、

城川地区において実績見込みにより２，２５１万

７，０００円を減額するものであります。 

 次に、６ページの歳入につきましては、実績見

込みにより宇和三瓶地区の給水収入を合わせて１

１６万２，０００円増額し、そのほか分担金等を

実績見込みにより減額するものであり、合わせて

３，５６７万１，０００円を減額するものであり

ます。 

 次に、議案第３１号「平成２２年度西予市上水

道事業会計補正予算（第４号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 第２条の収益的収入及び支出につきましては、

決算見込みによりまして補正するものでありま

す。 

 収入では、給水収益であります水道料金８４４

万円を増額し、また野村上水道におきまして高丸

簡易水道を統合することによります上水道への加

入金５４万円を増額し、総額を６億２，８９２万

９，０００円といたしております。 

 支出におきましては、営業費用１，４１９万

８，０００円を減額し、総額を５億９，８８０万

２，０００円といたしております。 

 第３条の資本的収入につきましては、先ほどご

説明しました高丸簡易水道によります工事負担金

３１２万円を増額し、総額を４，８８３万１，０

００円といたしております。 

 資本的支出につきましては、明浜上水道におき

まして一般会計からの借入金の償還金８００万円

を増額し、総額を３億７，６０８万６，０００円

といたしております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額を補てんする財源につきましては、第３

条本文括弧書きのとおり改めております。 

 次に、議案第３２号「平成２２年度西予市病院

事業会計補正予算（第５号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、患者数の増減など営

業実績による決算見込みにより補正を行うもので

あります。 

 第２条の収益的収入及び支出では、収入で医業

収益４，０３１万４，０００円の減額と、医業外

収益５３７万９，０００円の増額で、総額を２９

億８，８４７万２，０００円とし、支出では医業
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費用８，１００万４，０００円の減額により、総

額を２９億７，９７８万８，０００円とするもの

であります。 

 第３条の資本的収入及び支出では、収入で１５

４万６，０００円の減額、支出でも１７５万円の

減額補正を予定しております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額は、過年度分損益勘定留保資金で補てんを

するものとしております。 

 第４条では、議会の議決を経なければ流用でき

ない経費として、職員給与費を７，２４９万５，

０００円減額し、第５条では一般会計からの補助

金を実績により６５４万６，０００円増額予定し

ております。 

 それでは、病院ごとの内訳についてご説明をい

たします。 

 １５ページをお願いします。 

 １５ページの宇和病院事業におきましては、入

院患者が増加をいたしまして、医師、看護師が不

足する状態ではありますが、大変職員には苦労を

かけておりますけれども、収入で医業収益４，２

６８万６，０００円、医業外収益１４２万４，０

００円をそれぞれ増額し、支出で医業費用の給与

費等ほか１９５万９，０００円を減額いたしてお

ります。これにより、当初予算で３，７３８万

５，０００円の収入不足予算、いわゆる赤字予算

を予定しておりましたが、今回の補正により約８

６０万円の黒字決算を見込むものであります。 

 次に、２７ページの野村病院事業におきまして

は、収入で医業収益を８，３００万円減額し、医

業外収益を２７８万６，０００円増額、支出では

人件費ほかを７，９０４万５，０００円減額いた

しております。これは、当初予算の収益的収入及

び支出をともに減額するもので、収支同額程度の

決算を見込むものであります。 

 以上です。 

 次に、議案第３３号「平成２２年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、実績見込みによる施設事業費と

空調機修理工事に伴う資本的支出を補正するもの

であります。 

 第２条、収益的収入及び支出につきましては、

収入におきまして施設運営事業外収益を２８万

５，０００円増額し、１，５９６万５，０００円

とし、支出では給与費の増減等の施設運営事業費

用を２８万５，０００円増額し、４億１，７４５

万８，０００円とするものであります。 

 第３条の資本的収入及び支出でございますが、

支出の建設改良費を６１万８，０００円増額し、

９１万８，０００円とするものであります。 

 なお、資本的支出に対する財源につきまして

は、全額過年度分損益勘定留保資金で補っており

ます。 

 第４条では、議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費である職員給与費を９万６，

０００円増額し、３億２，５２７万７，０００円

といたしております。 

 詳細につきましては、５ページ、６ページの事

項別明細をごらんください。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時４４分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後０時５

９分） 

 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 先ほど提案を申し上げまし

た中で、訂正とおわびがございますのでよろしく

お願いしたらと思います。 

 まず、議案第２４号の「平成２２年度西予市住

宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算」の中

で、歳入歳出予算の総額を「１，００６万９，０

００円」と申しましたけれども「１，０４３万

９，０００円」に訂正をさせていただきます。 

 もう一点、おわびでございますが、国保会計、

その中の診療所勘定予算の中で高山診療所と土居

診療所のページ数を間違っておりました。大変混

乱をさせました。おわびをいたします。 

 以上でございます。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 先ほど提案説明をいたしま

した中の１カ所訂正をさせていただきます。 

 議案第３２号の病院事業会計補正予算の中で、

野村病院事業におきまして医業外収益「２７８万

６，０００円」という説明をいたしましたが、医
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業外収益「３９５万５，０００円」に訂正をさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 平成２３年度予算並びに諸議案のご

審議をお願いするに当たり、今後の市政運営の所

信並びに予算編成の概要を申し上げます。 

 平成２２年を振り返りますと、自然も人為も不

安定な年でありました。春先からの低温や、その

後の長雨が梅雨明けから一変して猛暑となり、西

予市でも観測史上最高気温となる３８度を記録す

るなど、地球規模の気候変動を感じさせられた年

でありました。 

 一方、４月に宮崎県で発生した口蹄疫は、予想

をはるかに超える甚大な被害をもたらしました。

本県でも行政、生産者ともに感染予防の対応に追

われましたが、８月末になりようやく事態は鎮静

化し、不安は幾分和らいだと思っておりました

が、昨年１０月からことしにかけて宮崎県を初め

各地に鳥インフルエンザの発生が確認されたこと

から、その影響により西予市内の養鶏場が家畜伝

染病予防法に基づく疫学関連農場に指定されまし

たが、感染はなかったちうことで安堵をしている

ところでありますが、安全で安心できる生活を守

る徹底した危機管理体制が求められております。 

 国際政治経済においては、米国一極化を脱して

多極化の時代を迎えておりますが、国内政治経済

は２００８年のリーマン・ショックによる金融危

機を何とか克服できたものの、バブル崩壊後の１

９９０年代から続く長期停滞が失われた２０年と

言われるように、その間の名目経済成長率は年平

均でわずか約０．５％、一方、公的な借金は３．

３倍に膨れ上がり、先進国では最悪な状況になる

など、いまだ連鎖的悪環境から脱することができ

ずにいます。 

 また、急激な円高、株安、世界経済の減速によ

り、景気の先行き懸念が消費者心理に影響を落と

し、いわゆるデフレ状況に陥り、日本経済が活力

を失っている中で、政治がそれにこたえるだけの

指導力を発揮できないもどかしさを国民の多くが

感じつつあります。 

 日本経済の国際的な地位の低下は、尖閣諸島問

題に見られるように、安全保障の問題とも複雑に

絡み、グローバル化した社会の中で厳しい対応を

迫られ、さらには人口の減少と高齢化が進展し、

医療、介護、年金など、いわゆる社会保障問題も

顕在化し、将来の大きな課題ともなっておりま

す。 

 こうした閉塞感の漂う厳しい時代であります

が、私は夢がなくなるということは非常に寂しい

ことで、常に夢の領域を持ち続けることが大事で

あると思っております。 

 そもそも日本人が将来への夢を失ってしまった

大きなきっかけは、今から２０年前のバブルの崩

壊が大きな原因であると言われています。特に、

若者世代において、この長期停滞の中で努力して

もそんなに豊かになることがないといった、あき

らめの気持ちが強くなっているのではないかと将

来への不安を感じるところであります。 

 さて、私が市長に就任してから、早いもので８

年目となり、市政２期目の実質最終年を迎えよう

としております。これまで、市政運営におきまし

ては、夢をいかに現実のものとするか、その挑戦

の日々でもありました。 

 振り返ってみますと、就任当時は合併の混乱に

加え、いわゆる国の三位一体改革による影響で、

地方交付税や国県補助金の大幅削減により、予想

以上の極めて厳しい財政運営を強いられた中で、

人件費の削減や補助金のカットなど、多くの痛み

を伴う行財政改革を進めながらグローバルに考

え、ローカルに実践するという基本理念のもと

に、西予市づくりの基礎を築くべく、建設計画に

盛り込まれました緊急性の高い主要事業を皆様の

ご賛同、ご協力を得て実施してまいりました。 

 合併後４年間の第１ステージでは、旧町時代か

らの懸案事業や住民生活に直結する社会資本整備

事業の大部分を終わることができ、夢を少しずつ

形にすることができたのではないかと思っており

ます。 

 次の第２ステージにおきましては、平成１８年

に策定しました新しいまちづくりの方向性を示す

総合計画、夢創造せいよ２１を基本として、「自

然・文化」「交流・活力」「協働・自立」をまち

づくりのキーワードに、本市ならではの地域特

性、資源を結び合わせた交流と活力あふれるまち

づくりを進めることによって、子供も高齢者も、

住む人も訪れる人も、自然も文化も産業も、夢の

持てるまちづくりをつくりたいと考え、新たな行

政課題に取り組んでまいりました。 
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 また、その具体的実現に向けて、市政２期目の

当初に取り入れました政策提言――マニフェスト

２００８でございますが――に、６つの西予市づ

くりと２８の政策として取りまとめ、最重点事業

として推進してきたところでございます。 

 昨年、その進捗状況につきまして行政内部での

検証を行うとともに、市民の皆様からの評価もい

ただきましたが、事業は順調に推移しているもの

の、さらなる工夫や努力を要する政策も多くある

ことを再認識したところであります。 

 今後におきましても、市民が喜び、輝き、納得

いただくため、停滞することなく、一歩一歩前を

見詰めて市政を進めていきたいという思いを強く

しているところでございます。 

 それでは、市政２期目の総仕上げの年に当た

り、西予市の未来図、いわゆる夢を描き、マニフ

ェストを実現するために取り組む５つのテーマ、

挑戦でございますが、ついて述べさせていただき

ます。 

 １つ目は、本庁支所方式への移行と西予市版地

域主権であります。これにつきましては、さきの

第１回臨時会の招集あいさつの中でも触れさせて

いただきましたとおり、行政改革等による組織の

スリム化、効率化と職員数の削減を進める中で、

本年４月の本庁舎完成にあわせ、行政組織機構の

再編を行い、従来の総合支所方式の行政運営から

本庁支所方式へ移行します。これにより、国の進

める地域主権や複雑化、専門化する地域課題に対

応できる体制と機能の集約を図るとともに、支所

において窓口機能を維持充実することなど、身近

な市役所となるよう住民サービスの向上と、職員

一人一人の資質、能力向上を図ってまいります。 

 一方、西予市版地域主権でありますが、地域主

権の概念を取り入れ、行政から地域コミュニティ

ーにある程度の予算と権限を移譲することによっ

て、地域住民みずからで考え、意欲的に取り組ん

でいただき、地域の自立と責任能力を高め、小さ

な自治、いわゆる根本である住民自治づくりを進

めてまいります。現在、その中心となるせいよ地

域づくり交付金事業に対する地域の皆様からのご

意見、要望等の取りまとめと、趣旨の周知を図っ

ているところであります。 

 この２つのことは、非常に大きな挑戦でありま

す。権限の集中と分権を同時並行的に行うもの

で、住民の皆さんにある意味ご負担をおかけする

ことになろうかと考えますが、地域の中で話し合

い、知恵を出し、汗を出すそのかかわりを通じて

地域の維持、活力向上や地域文化の伝承、創造に

つなげてもらいたいと考えております。 

 ２つ目が、市民の健康と高度情報の融合であり

ます。一昨年から昨年にかけまして、野村総合支

所を中心に、国が推進するユビキタスタウン構想

に基づく地域保健医療システム構築事業、いわゆ

るリライアブル・タウン基盤構築事業でございま

すが、取り組んでまいりました。これは、光ファ

イバー等高度情報技術を活用して健康管理を目指

すもので、地域の住民の方、野村保健福祉課、野

村病院、愛媛大学とを光ファイバーでつないで情

報を共有し、健康管理を進めて近未来型の健康管

理方式であります。将来、ＣＡＴＶ等を利用し

て、このシステムを西予市のほかの地域にも広げ

ていくことも可能ではないかと考えております。 

 また、この取り組みの中で親しみやすい健康運

動として進めているのが、ノルディックスキーの

ポールを利用したウオーキングであります。多く

の方がノルディックスポーツの効果や楽しさをご

理解いただき、愛媛におけるメッカとして、朝霧

湖畔を中心にこのウオーキングをどんどん広げて

いきたいと思っております。 

 また、新市立病院につきましては、既に基本構

想ができ上がったところでございますが、今後こ

の基本構想に基づいて地域医療の中核を担う病院

として整備を進めてまいります。その中の新たな

取り組みとしまして、新病院の中に消防救急隊を

常駐させ、緊急時における迅速、的確な対応を図

りたいと考えております。現在のところ、全国的

にも二つ、三つのところで考えられているだけの

ようでありますが、全国の先端をいくような地域

医療、僻地医療体制を目指していかなければなら

ないと思っております。 

 ３つ目が、ジオパークの構想であります。ジオ

パークのジオというのは、大地・地球という意味

であります。ジオパークとは、地球にかかわる地

層、岩石、地形、火山などの自然遺産を含む自然

豊かな公園を言い、これらの遺産を保護し、研究

に活用するとともに、自然と人間とのかかわりを

理解する場所として整備し、教育の場として、ま

た新たな観光資源として地域の持続的発展に生か

すものであります。 

 西予市には、日本列島で最も古いとされる地層
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や岩石が分布する黒瀬川構造帯を初め、四国カル

スト、宇和海リアス式海岸などの自然遺産、さら

には古代の遺跡、古墳、国の重要伝統的建造物群

保存地区に選定された町並み、棚田などの文化遺

産が豊富に存在しております。私たちが見なれた

身近にある風景が、実は学術的にも大変貴重なも

のであることを再認識しているところでございま

す。 

 こうした固有の地質遺産を中心として、自然遺

産、文化遺産を観光や教育、地域活動等と有機的

に結びつけ、知名度を高め、地域資源の付加価値

をつけ地域の宝として町の活性化に最大限生かす

ことが、行政・住民協働の誇りある愛着のあるま

ちづくりにつながるものと考えているところであ

ります。 

 現在、日本のジオパークとしては洞爺湖有珠

山、山陰海岸、室戸など１４地域が認定されてい

るのみであり、認定へのハードルは高いかと思わ

れますが、全国に誇れるジオパークとして認定へ

の希望、いわゆる夢を抱いて調査研究、挑戦を進

めていきたいと考えております。 

 ４つ目は、６年後の平成２９年に開催される愛

媛国体に向けての活動であります。西予市では、

相撲と成年女子ソフトボールの２種目が開催予定

地とされていることから、その体制づくりのため

に平成２３年度から教育委員会、文化体育振興課

内に準備室を設けて対応していきたいと考えてお

ります。 

 また、国体開催に向けた関係施設の整備だけで

なく、国体出場選手を地域からどのように育てて

いくのか、国体選手団の受け入れをどうするか

等々、ソフト・ハード両面にわたっていろいろな

問題が出てくると思いますが、周到に準備を整え

るとともに国体への関心を高め、これを契機とし

て地域の活性化につなげていきたいと考えており

ます。 

 ５つ目は、持続可能な財政構造の構築でござい

ます。国の来年度予算編成において、地方交付税

は１７兆４，０００億円、対前年比５，０００億

円、２．８％増とされている一方で、地方の財源

不足を補う臨時財政対策債は６兆２，０００億

円、対前年度比１兆５，０００億円の減となって

おります。臨時財政対策債を含めた総額では、約

１兆円減少する見込みとなっています。地方交付

税が歳入の５割近くを占める本市にとりまして

は、その影響が懸念されています。 

 また、昨年度の国勢調査における西予市の人口

は４万２，０９９人で、５年前の前回調査と比べ

て２，８４９人、６．３％の減少となった結果、

地方交付税の算定の基礎数値が減少し、試算では

約３億円程度の地方交付税が減少する見込みとな

り、苦慮しているところであります。 

 さらに、現在の制度では、合併後１０年を経過

して、その合併算定がえの段階的終了により、財

政支援が完全になくなる平成３２年度には、平成

２６年度と比較して地方交付税が約２２億円も減

少する見込みであります。国の危機的とも言える

財政状況や不透明な政治経済状況下において、自

主財源が乏しく財政力の脆弱な本市にとりまして

は、今後極めて厳しい財政運営を迫られることに

なります。 

 これまでは、第２次行政改革大綱や行政評価シ

ステムにより、すべての会計の事務事業の徹底し

た見直しに努めてきたところでありますが、改革

の進行管理やシステムの厳格運用と中・長期財政

計画に基づく効率的財政運営により、さらなる財

源の選択と集中を図り、人件費、物件費等の経常

経費の削減や、市債の慎重な発行により公債費の

抑制に努め、将来において継続できる財政構造へ

転換していくことが急務であると考えておりま

す。 

 以上が重点的に取り組む５つの施策でありま

す。 

 さて、本年４月には平成１９年度から取り組ん

でまいりました新庁舎が完成し、５月連休明けに

本格的業務を開始いたしますし、ＣＡＴＶ整備事

業の工事も終了し、デジタル放送対応と光ファイ

バーの活用により、高度情報社会への対応が本格

化いたします。 

 また、バイオマスタウン構想で推進している木

質ペレット事業の稼働、イノシシ等を中間処理す

る施設も事業を開始いたします。ことしは、かね

てから進めてまいりました事業がいよいよ稼働、

運用される年となり、その有効活用により所期の

目的達成を期待するものであります。 

 一方、新たな段階に入る事業としまして、新市

立病院建設において実施設計と用地造成に着手い

たします。さらに、三瓶町内各小学校の統合にあ

わせて、地域の皆様のご意見を結集しまして、三

瓶小学校の建設を進めてまいります。 



－20－ 

 そのほかにも、少子・高齢化対策や限界集落対

策、福祉の充実、環境対策、産業と雇用対策な

ど、喫緊の課題が山積しておりますが、早急かつ

適切に対応し、活力があり安全で安心して暮らせ

るまちづくりを推進していく所存であります。 

 以上、私の所信を述べさせていただきました

が、市民や議会の皆様のご意見、アイデア等をい

ただきながら事業を展開してまいりますので、ご

理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 それでは次に、平成２３年度予算案の概要につ

いてご説明をいたします。 

 平成２３年度の予算は、誇れる愛着の持てる西

予市づくりを基本理念とするマニフェスト２００

８の政策提言を踏まえながら、地域経済状況や市

の財政状況を直視した上で持続可能な財政構造を

構築する手法を取り入れ、次の３つの基本方針の

もとで予算編成をいたしております。 

 その１つ目として、厳しい財政状況に対応する

ための改革へ踏み込んでいく予算、２点目として

西予市総合計画を確実に推進する予算、３点目と

して地域経済状況、雇用状況に迅速、的確に対応

する予算であります。 

 これにより、平成２３年度各会計予算額は、一

般会計２４５億２，０００万円、特別会計１４０

億７，０６４万４，０００円、公営企業会計４９

億５，１２５万２，０００円、全会計では４３５

億４，１８９万６，０００円となり、一般会計で

は前年度比５．６％、１４億６，５００万円の減

額となっております。 

 以下、一般会計予算案の新規事業と主な事業に

ついて、款項の区分を基準とした目的別分類の施

策ごとに説明をいたします。 

 初めに、議会費でございますが、議会活動を広

く市民に周知するための議会だよりの経費や、し

尿処理場問題等、新市立病院建設、議会改革の各

特別委員会に係る経費を計上しております。総額

で２億６，５９５万１，０００円としておりま

す。 

 次に、総務費でございますが、情報化の推進で

は本年７月で終了するアナログテレビ放送から地

上デジタル化への対応や、高度情報サービス提供

のため、最終段階となっているＣＡＴＶ整備事業

に係る経費として、引き込みメッセンジャーワイ

ヤー設置工事負担金及び事業完成後の光伝送路維

持管理事業費等を計上しております。さらに、事

務の効率化とサービス向上を図るため、電算シス

テム開発導入事業費、ネットワーク管理運営事業

費を計上しております。 

 男女共同参画では、男女共同参画推進体制の充

実と広報啓発活動を推進するため、男女共同参画

啓発事業費を計上しております。 

 コミュニティーでは、西予市版地域主権として

小学校区を基本とする地域に権限と財源を譲渡

し、地域みずからで地域づくりに取り組むせいよ

地域づくり交付金事業、財団法人自治総合センタ

ーのコミュニティーセンター助成金を受け、自治

活動の拠点となる集会所の整備を行うコミュニテ

ィーセンター整備事業費、誇れる地域づくり事業

費、地域環境・地域特産物・地域活動を再認識、

再発見し、特色ある地域づくりを支援するため、

西予地域づくり自慢事業費を計上しております。 

 さらに、過疎化、高齢化の進展に伴う限界集落

対策として、生き活き集落づくり事業により集落

応援隊の設置や、集落づくり事業補助等を行う限

界集落対策事業費を計上しております。 

 行財政では、平成１９年度から２３年度までの

継続事業で、整備を推進しております庁舎建設事

業費を計上しております。本年度は、現庁舎の解

体工事、新庁舎の外構工事、保健センターの改修

工事を行います。また、本庁支所方式への移行に

伴う三瓶総合支所移転事業費、野村総合支所改修

事業費、行財政の効率化を進めるための行政評価

推進事業費、人事評価促進事業費、国道３７８号

線改築工事に関連して、土地開発公社が先行取得

した垣生漁港公用地の買い戻し及び新病院建設予

定地周辺用地取得に係る市有財産維持管理事業費

を計上しております。 

 さらに、４月からの組織機構改革により設置す

る監理用地課に係る監理用地庶務事業費を計上し

ております。 

 道路、交通網整備では、平成２３年度から平成

２７年度までを計画期間とする西予市地域公共交

通総合連携計画に基づき、地域住民にとって便利

で快適な移動交通手段を確保する新たな生活交通

システムの確立に向けた地域公共交通活性化再生

総合事業費を計上しております。総額で３２億

５，２９２万１，０００円としております。 

 次に、民生費でございますが、地域福祉では交

通弱者に対して交通の便を確保し、福祉サービス
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の向上を図るため、野村・城川生活福祉バスの運

行に係る事業費を計上しております。 

 また、災害に強い地域づくりを進めるため、要

援護者支援システム管理運営事業費を計上してお

ります。 

 高齢者福祉では、進展する高齢化に対応し、養

護老人ホーム、軽費老人ホーム等の老人福祉施設

のサービス向上、基盤強化を目指すべく管理運営

事業費を計上しております。 

 障害者福祉では、障害者自立支援法に基づき、

障害者の社会参加を促進し、安心して生活できる

まちづくりを推進するための障害者自立支援給付

事業費、医療費給付事業費、障害者が安心して生

活できる環境づくりとして、オストメイト対応ト

イレ設備緊急整備事業費、特別支援学校または特

別支援学級に通学している児童・生徒を対象に、

障害者支援施設においてタイムケア事業を実施

し、専門的な支援による健全育成と障害児を持つ

保護者の就労支援等を図るための放課後等対策事

業費を計上しております。 

 人権対策では、人権意識の高揚、啓発に努める

ための隣保館等での人権同和教育講座事業費、生

活環境の改善と周辺地域との交流を図るための地

方改善対策施設整備事業費を計上しております。 

 子育て支援では、保育所の機能充実や多様化す

る子育てニーズに対応するため、病児・病後児保

育事業費や子育て支援センター事業費、保護者が

労働等により昼間家庭にいない児童に対して、子

供の安全で健やかな居場所の確保と勉強やスポー

ツ、文化活動等の充実を図るための放課後児童健

全育成事業費、遊具等の整備により豊かな子育て

環境をつくるための地域子育て創生事業費を計上

しております。 

 また、安心して子供を産み育てることのできる

環境整備の一環として、就学前までの通院費用を

無料化するための乳幼児医療費助成事業費等を計

上しております。 

 さらに、次世代の社会を担う子供一人一人の育

ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了ま

での児童・生徒を対象として、３歳未満児につい

ては月額２万円、それ以外については月額１万

３，０００円を支給する、新たな子ども手当制度

に要する経費を計上しております。総額で６３億

１，１４１万３，０００円としております。 

 次に、衛生費でございますが、保健、医療で

は、健康診断の実施、栄養指導等による生活習慣

病の予防、疾病の早期発見、早期治療を推進する

健康増進事業費や、がん検診等事業費、平成２２

年度から新たに取り組んでいる子宮頸がん、Ｈｉ

ｂ、小児肺炎球菌、インフルエンザ等の予防接種

事業費、リライアブルタウン構想の一環として住

民の健康づくりのための運動として推進するノル

ディックウオーク推進事業費、温泉巡回バス事業

費等を計上しております。 

 地域内の基幹病院である宇和病院、野村病院の

維持充実を図るための繰出金とともに、新市立病

院建設における実施設計費等建設推進に係る繰出

金を計上しております。 

 廃棄物処理、墓地、火葬場では、環境保全とご

みの減量化、再資源化等により循環型社会の構築

を図るためのごみ分別収集、処理経費、焼却施

設、し尿処理施設の維持管理経費を計上しており

ます。 

 また、老朽化している西部衛生センターと東部

衛生センターを集約して、新しい処理施設を整備

するための調査研究を進めてきたところでありま

すが、汚泥再生処理センター――これは燐回収方

式の汚泥再生処理センターでありますが――とバ

イオマスを総合的に利用するメタン発酵システム

との比較検討をしてまいりましたが、最終的には

汚泥処理施設として整備を行う方向で検討し、そ

の推進事業費を計上しております。 

 さらに、ツルやコウノトリ等自然と人との共生

により、豊かな生態系の維持と農村空間の構築を

目指す田園ロマンの里づくり推進事業費を計上し

ております。総額で１９億６，００３万８，００

０円としております。 

 次に、労働費でございますが、金融経済情勢の

悪化に伴い、非正規労働者の解雇、雇いどめ等を

中心とした雇用状況の悪化に対応して、平成２０

年度国の第２次補正予算で創設された緊急雇用創

出事業により、昨年度に引き続き観光交流支援、

文化の里観光支援、公共土木施設維持管理、学校

施設環境整備、畜産生産基盤維持管理、林道維持

管理、緊急雇用推進、観光達人育成、図書館郷土

資料整理、介護雇用プログラム、自然資源活用型

集落営農活性化等に従事する臨時職員、これは１

年未満の雇用でございますけれども６６名を直接

雇用または委託する経費を計上しております。同

じくふるさと雇用再生特別交付金事業により第三
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セクター等へ委託し、チーズ等特産品開発に従事

する臨時職員、これは原則１年以上の雇用でござ

いますが１名を雇用する経費を計上しておりま

す。 

 また、現下の厳しい地域経済、雇用失業情勢に

かんがみ、地方交付税算定の中に昨年度雇用対策

地域資源活用臨時特例費にかわり地域活性化雇用

等対策費が創設されたことに対応して、地域経済

の活性化や雇用の維持、創出に努めるため雇用創

造推進事業費、水産業振興雇用支援対策事業費を

計上しております。 

 さらに、勤労者に対する福利厚生資金融資制度

により、生活の安定を図るため勤労者福利厚生資

金融資事業費を計上しております。総額で１億

５，２０９万４，０００円としております。 

 次に、農林水産業費でございますが、農業の振

興では地域農業を総合的に管理、調整、支援する

体制整備のための農村環境保全向上活動支援事業

費、中山間地域等直接支払制度事業費、圃場整備

等の生産基盤の整備充実を図る中山間地域総合整

備事業費、粗飼料生産組織育成事業費、小規模園

芸施設支援事業費等を計上しております。また、

平成２２年度に整備した野生獣肉処理加工施設を

指定管理者に委託するための野生獣肉処理加工施

設維持管理事業費を計上しております。 

 さらに、過疎高齢化が進行する地域において、

地域の資源を有効活用して地域農業の振興及び活

性化を図るためワサビ田生産基盤整備事業費を計

上しております。 

 林業の振興では、国・県を含めた総合的な施策

に基づき、自然環境を守る貴重な資源としての森

林整備、保全を図るための森林整備地域活動支援

事業費、林道中通川西線ほか２路線の開設事業

費、間伐材出荷促進対策事業費、地域材の利用拡

大を進めるための市産材木造住宅建設促進事業費

を計上しております。 

 また、バイオマスタウン構想に基づくバイオマ

スペレット生産施設において製造されたペレット

の有効活用を図るため、農業用ハウスにおけるペ

レットたき温風暖房機の整備やペレットストーブ

の購入補助を行うバイオマスペレット生産利活用

事業費を計上しております。 

 水産業の振興では、漁業環境の整備保全と地域

漁業の振興を図るため、有太刀漁港整備交付金事

業費、田之浜漁港越波防止対策事業費、国道３７

８号線俵津バイパス改良工事負担金等の漁港施設

整備費を計上しております。総額で２５億２，２

０５万８，０００円としております。 

 次に、商工費でございますが、商業の振興では

中小企業に対する経営資金融資制度を設けて、中

小企業の育成振興を図るため預託金事業費及びそ

れに関連した中小企業振興資金利子補給事業費、

商工業振興資金利子補給事業費を計上しておりま

す。 

 工業の振興では、優良企業の誘致を促進し、若

者の市外流出を抑制し、地元定着を進めるため企

業誘致奨励金事業費を計上しております。 

 消費生活では、悪徳商法による被害が増加して

いる中で、関係機関との連携により情報提供、被

害者相談、苦情等に対応するため、県が設置する

消費者行政活性化基金を活用して設置した消費生

活相談員に加え、住民生活に光をそそぐ交付金に

より新たに２名の相談員を設置する消費生活事業

費を計上しております。 

 観光の振興では、観光レクリエーション施設の

維持充実のための維持管理事業費、宇和れんげ祭

りの事業費等、各種イベント助成事業費を計上し

ております。 

 また、日本ジオパークとしての認定を目指して

調査研究を始めるジオパーク調査研究事業費を計

上しております。 

 雇用、勤労者対策では、起業講座や特産品開発

に係る支援、相談、情報提供等により新たな雇用

の創出を図るため、地域内発型産業創出事業費、

農林水産物加工品開発事業費、市産品販売促進支

援事業費、グリーン・ブルーツーリズム支援事業

費を計上しております。総額で４億８３６万５，

０００円としております。 

 次に、土木費でございますが、道路交通網整備

では広域的な地域間の連携強化、安全性等の向上

に向けた県営道路事業負担金事業費、道路新設改

良事業として明浜町では市道大早津東水源地線、

宇和では市道石城地区１０１号線改良ほか７路

線、野村町では市道馬地惣財久線改良ほか８路

線、城川町では市道片平泉川線改良ほか５路線、

三瓶町では市道和泉１号線改良ほか３路線の基幹

道路の整備費を計上しております。 

 また、平成１９年度に橋梁長寿命化計画策定が

義務づけられたことに伴い、橋梁長寿命化修繕計

画策定事業費、明間架橋かえ事業ほか１カ所の橋
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梁整備費を計上しております。 

 環境景観保全では、地域に合った手法を活用し

て総合的な排水対策を進め、水質の浄化と環境保

全に努めるため下水路維持管理事業費、すてきな

集落整備事業費を計上しております。 

 住宅宅地の整備では、若者から高齢者まで暮ら

しやすい定住環境と安全・安心な定住環境づくり

のため、平成２１年度から平成２５年度までを計

画期間とする地域住宅計画を策定し、地域住宅交

付金事業により、公営住宅の整備、地上デジタル

化への対応、耐震診断、改修等を行うこととして

おり、平成２３年度は市営住宅緑ケ丘団地の改修

事業費等を計上しております。 

 また、急傾斜地等がけ崩れ危険箇所５カ所のが

け崩れ防災対策事業費を計上しております。 

 さらに、四国横断自動車道整備工事において、

宇和町下川地区の白水観音水が枯渇したことによ

り影響を受けたトウフア、これは炭酸塩の堆積物

でございますけれども、これを保全する白水観音

水トウフア保全管理事業費を計上しております。

総額で１７億１３８万円としております。 

 次に、消防費におきましては、消防・防災・救

急では、災害救急に速やかに対応できる体制の整

備を図り、住民の生命・財産を守り、安心して暮

らせるまちづくりを築くため、機能別消防団員制

度の導入等による消防団組織の維持充実を図ると

ともに、小型ポンプ５台の更新、耐震性貯水槽５

基の整備に係る事業費を計上しております。ま

た、西予消防署野村支署における老朽化によるポ

ンプ自動車更新に係る経費を計上しております。 

 さらに、三瓶町において、災害発生時の住民へ

の緊急情報提供手段として、同報系防災行政無線

を受信することができる防災行政ラジオを戸別受

信機の貸与をされていない地域の世帯に貸与する

ための防災行政無線・情報システム整備事業費を

計上しております。総額で９億７，９４０万４，

０００円としております。 

 次に、教育費でございますが、学校教育では安

全で安心して学べる教育環境の整備を図るため、

小学校施設耐震化事業費、三瓶小学校校舎新築事

業費を計上するとともに、西予市小学校再編計画

に基づき望ましい教育環境の実現を図るため、学

校再編推進事業費を計上しております。 

 また、障害等のある児童・生徒一人一人の豊か

な学校生活を支援するため、小・中学校生活支援

員設置事業費を計上し、さらに国際化や学習指導

要領改訂への対応として、語学指導外国青年（Ａ

ＬＴ）の招致事業費を計上しております。 

 生涯学習では、生涯を通じた教育機会の充実を

図るため、公民館講座事業費や公民館維持管理事

業費を計上するとともに、学童保育、子供の居場

所づくりについて協議検討を行う放課後子どもプ

ラン事業費を計上しております。 

 芸術・文化、文化財では、卯之町の町並み保存

地区の重要伝統的建造物群保存地区選定を受け、

町並みの保全と活用に取り組む重要伝統的建造物

群保存地区推進事業費、文化施設の整備を図るた

め町並み建造物修理・修景補助事業費、埋蔵文化

財発掘調査事業費、古代ロマンの里推進事業費、

第１７回目を迎える全国かまぼこ板の絵展覧会事

業費を計上しております。また、開明・開智学校

姉妹館交流青少年派遣事業費を計上しておりま

す。 

 スポーツ活動では、スポーツ立市構想に基づく

スポーツ立市振興計画により、スポーツ団体、ク

ラブ及び指導者の育成を推進するためのスポーツ

立市振興計画管理事業費、市内に３団体組織され

ている総合型地域スポーツクラブの運営を支援す

る総合スポーツクラブ補助事業費等を計上してお

ります。もう間もなく３団体になることを含めて

の３団体であります。 

 また、愛媛国体に向けて準備室を設置し、大会

運営の調査研究や選手の育成を図るための愛媛国

体相撲強化支援事業費、愛媛国体総務庶務事業

費、愛媛国体競技種目支援事業費を計上しており

ます。総額で２９億９，３５７万１，０００円と

しております。 

 以上、歳出予算の目的別の概要でございました

が、続きまして歳入につきましてご説明をいたし

ます。 

 まず、市税につきましては、経済、雇用情勢の

悪化に伴う個人所得の減少により個人市民税を

５，２０５万２，０００円の減とし、企業収益の

回復により法人市民税を３，７４０万６，０００

円の増とするとともに、固定資産税を住宅建設に

よる影響額等を考慮して２，２５７万８，０００

円の増として、市税総額では１，８１８万８，０

００円、前年度比では０．６％の減額となってお

ります。 

 地方譲与税につきましては、自動車重量譲与税
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につきまして時限的な減免措置による減収等を考

慮し、１，８７９万４，０００円、前年度比で

６％マイナスの減額としております。 

 利子割交付金、配当割交付金、地方消費税交付

金、自動車取得税交付金につきましては、平成２

１年度決算額及び地方財政計画における基準財政

収入額の増減率等をもとに見積額を計上しており

ます。 

 地方特例交付金につきましては、平成２１年度

決算額及び地方財政計画における収入見込み額を

もとに３，３６１万５，０００円。前年度比でご

ざいますが７９．２％の増額としております。 

 地方交付税につきましては、地域主権改革に伴

った財源の充実を図るため、地方財政計画で対前

年度比２．８％の増となっていることを考慮し

て、３億円、比較で２．６％の増額としておりま

す。 

 国庫支出金及び県支出金につきましては、子ど

も手当の支給額の上積み、学校施設整備事業等の

実施等によって８，１０２万７，０００円、２．

２％の増額となっております。 

 繰入金については、財政調整基金の繰入額減に

より３億１，６２８万円、同前年で２７．４％減

の減額としております。 

 市債につきましては、庁舎建設事業、ＣＡＴＶ

整備事業の大型事業の事業費減額により１３億

６，２３０万円、前年度比で３２％の減額としま

した。また、合併特例債、過疎債並びに辺地債等

の財政上有利な起債を活用して、必要額を計上し

ております。 

 また、三瓶小学校校舎新築事業につきまして、

継続費の設定を行っております。 

 以上、説明させていただきましたけども、詳細

につきましては担当課長から説明をさせますの

で、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいます

ようお願い申し上げ、私の市政運営に対する一端

と平成２３年度予算の概要について申し上げたも

のでございます。どうもありがとうございまし

た。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後１

時４９分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時０

０分） 

 宗財政課長。 

○宗財政課長 それでは、予算書に沿いまして補

足説明をさせていただきます。 

 新規事業並びに主な事業につきましてご説明を

申し上げます。 

 まず、歳出につきまして説明をさせていただき

ます。 

 ５０ページをお開き願います。 

 ２款１項２目市勢要覧作成事業３７８万円であ

りますが、これは平成１７年度に作成し５年が経

過をしました市勢要覧につきまして、最新情報へ

の更新に係る経費であります。 

 ５３ページをお開き願います。 

 野村総合支所改修事業６０８万８，０００円で

ありますが、本庁支所方式への移行に伴い、事務

の効率化と経費の節減を図るための１階部分の内

装工事、階段間仕切り工事等に係る経費でござい

ます。 

 ６０ページをお開き願います。 

 １２目情報推進事業費が前年度比較１５億１７

５万２，０００円の減額となっておりますが、こ

の主な理由は平成１９年度から取り組んでまいり

ましたＣＡＴＶ整備事業における幹線工事が終了

したことによるものでございます。平成２３年度

におきましては、引き込みのためのメッセンジャ

ーワイヤー設置工事費負担金、地域情報化推進補

助金、ＣＡＴＶ加入支援補助金を計上しておりま

す。 

 また、平成２３年度より光ケーブルを添架して

おります電柱の支障移転、修繕用光ケーブル購入

など、光ケーブル網の維持管理を行うための光伝

送路維持管理事業費を計上しております。これに

つきましては、ＩＲＵ長期継続契約により西予Ｃ

ＡＴＶ株式会社より使用料を徴収し充当しており

ます。 

 ６３ページをお開き願います。 

 ２款１項１８目庁舎建設事業６億１，９９２万

３，０００円でありますが、これは平成１９年度

からの継続事業の最終年度となり、新庁舎ネット

ワークシステム改修、新庁舎の外構工事、保健セ

ンター改修工事、本庁舎解体工事、図書館改修工

事に係る経費を計上するものであります。 

 ６４ページをお開き願います。 

 ２款１項２２目監理用地費５，３４２万３，０

００円でありますが、これは４月からの本庁支所

方式に伴う組織機構の改編により、総務企画部内
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に従来の用地登記関係を担当する用地課から、入

札、契約もあわせて担当する監理用地課を設置す

ることに伴う経費を計上するものであります。 

 ７９ページをお開き願います。 

 ２款８項１目コミュニティーセンター整備事業

２，１３４万７，０００円でありますが、野村町

椎の木集会所の新築工事に係る経費であります。 

 同じく、せいよ地域づくり交付金事業７，９５

８万５，０００円でありますが、自分たちの地域

は自分たちの手でを基本理念とし、自主、自立の

地域づくりを推進するため交付金制度を創設し、

地域に予算と権限を委譲する新たな取り組みに係

る経費を計上するものであります。交付金は、小

学校区を基本として、市内２７地域へ均等割、人

口割、面積割により配分し、自由な発想での地域

づくりを支援してまいります。 

 なお、財源の一部は地域振興基金を充当してお

ります。 

 ８１ページをお開き願います。 

 地域公共交通活性化再生総合事業２，１６６万

１，０００円でありますが、西予市地域公共交通

活性化協議会が惣川地区で行う小型バス運行実証

実験に必要な車両購入、同協議会の事務費、バス

停の整備５カ所、時刻表の作成等の事業費の補助

を行うものであります。 

 ８４ページをお開き願います。 

 ９目限界集落対策費２，１７４万４，０００円

でありますが、これは限界集落対策のための集落

支援に係る経費及び集落づくり計画に基づき行わ

れる協働活動に対して補助を行うもので、高山、

惣川、窪野、川津南、遊子川の５地区に対する生

き活き集落づくり事業補助金を予定しておりま

す。 

 ９３ページをお開き願います。 

 ４目オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業

１００万円でありますが、野村中央公民館に障害

者用トイレをストマ（人工肛門）装着者が利用で

きるオストメイト対応トイレに改修するものであ

ります。これにより、宇和保健センター、城川総

合支所、三瓶保健福祉センター、宇和文化会館、

野村中央公民館、市内５カ所に設置することにな

ります。 

 ９９ページをお開き願います。 

 ８目１５節工事請負費４，９００万円でありま

すが、これは地方改善対策施設整備事業で、野村

町市道奈良野名場連線道路改良に係る工事費であ

ります。平成１４年度から事業を開始し、平成２

３年度事業完了予定でございます。改良の総延長

は１，０７５メートル、総事業費は４億９，００

０万円となる見込みでございます。 

 １００ページをお開き願います。 

 ２項１目地域子育て創生事業２，３１１万４，

０００円でありますが、健全で安全な遊び場の提

供及び安心して子育てができる環境づくりを目的

として、三瓶町の８区ちびっこ広場、明浜町の狩

浜児童公園、宇和児童館に遊具の整備及び岩木、

三瓶、野村、宇和町東、田之筋、宇和の各保育所

の芝生化に係る経費を計上するものであります。 

 財源は子育て支援緊急対策事業費県補助金を充

当しております。 

 １０２ページをお開き願います。 

 ２０節児童生活扶助費６億５，２９０万円であ

りますが、これは子ども手当であります。３歳未

満の子供１人の手当月額を拡充し、平成２３年３

月分までは１万３，０００円、平成２３年４月分

からは２万円を支給し、３歳以上中学校修了前ま

での子供１人の手当月額は変更なく１万３，００

０円を支給することになっております。支給対象

者は３，８９０名、そのうち３歳未満児は６５８

名を見込んでおります。 

 １１２ページをお開き願います。 

 ２目予防接種事業１億６，７４２万７，０００

円でありますが、伝染のおそれのある疾病の発生

を予防するため実施する予防接種に係る経費で、

平成２２年度から実施することとした子宮頸がん

に加え、平成２３年度からＨｉｂ、小児用肺炎球

菌の予防接種を新たに行うことにしております。 

 同じく、ノルディックウオーク推進事業２８１

万９，０００円でありますが、リライアブル・タ

ウン基盤構築事業の中で親しみやすい健康運動と

して推進しているノルディックウオークの普及の

ため、ポールの購入、大会の開催等に係る経費を

計上しております。 

 １２５ページをお開き願います。 

 ５項１目宇和病院事業会計繰出事業１億３，３

９７万５，０００円でありますが、このうち５，

２５３万６，０００円につきましては、新市立病

院建設に係る推進事務費及び基本設計委託料等の

繰出金でございます。 

 ３目緊急雇用創出事業費１億２，７８５万３，
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０００円でありますが、これは国の平成２０年度

第２次補正予算関連事業であります。この緊急雇

用として１年未満の雇用となりますが、６６名の

直接雇用を予定しております。そのうち、新たな

事業としまして、地球温暖化対策の屋根緑化パネ

ル等での利用が見込まれる砂ゴケの試験栽培を行

う自然資源活用型集落営農活性化事業で２名の雇

用を行うこととしております。 

 １２７ページをお開き願います。 

 地域活性化雇用等対策費１，５５５万９，００

０円でありますが、これは地方交付税に地域活性

化雇用等対策費が算入されたことに対応し、地域

経済の活性化や雇用の維持、創出につながる事業

として別枠事業として計上しているものでござい

ます。 

 １３２ページをお開き願います。 

 小規模園芸施設支援事業３００万円であります

が、平成２２年度にモデル事業として取り組みを

始めました高齢農家、零細農家の安定出荷を図る

ため、農産物出荷者組合が行う簡易パイプハウス

施設に対し補助を行うものであります。６０棟を

想定をしております。 

 次に、ワサビ田生産基盤整備事業１，０８７万

９，０００円でありますが、高齢化の著しい集落

におきまして環境を生かして地域農業の振興及び

活性化を図るため、ワサビ栽培に必要な生産基盤

整備に対し補助を行うもので、惣川地区におきま

して約９００平米の施設整備を計画しておるもの

でございます。 

 同じく、獣肉利活用促進事業１４１万円であり

ますが、獣肉処理加工施設の運営開始に当たり、

獣肉の利用促進を図るため、主食用獣肉の購入、

獣肉保存用冷凍庫の購入に係る経費を計上するも

のでございます。 

 １３９ページをお開き願います。 

 施設設備管理委託料１６１万３，０００円であ

りますが、平成２２年度に完成する獣肉処理加工

施設の運営委託料を計上しているものでございま

す。 

 １４３ページをお開き願います。 

 ２目１５節工事請負費、国保分１億６，７５０

万円でありますが、この主なものは野村町の林道

中通川西線開設、西栗木線開設及び城川町の下遊

子南平線開設に係る工事費でございます。 

 同目バイオマスペレット生産利活用促進事業

３，８４３万６，０００円でありますが、木質ペ

レット製造施設の指定管理委託料、家庭用ペレッ

トストーブ２０台の購入補助金、農業ハウス用木

質ペレットだき温風暖房機整備事業に係る経費を

計上するものであります。 

 １４９ページをお開き願います。 

 八幡浜漁業協同組合冷凍冷蔵施設補助金１，０

２６万７，０００円でありますが、八幡浜地方卸

売市場の平成２４年度の完成にあわせて、八幡浜

漁業協同組合が行う冷凍冷蔵施設整備事業費の２

割を西予市、八幡浜市、伊方町が水揚げ高に応じ

て平成２３年度及び平成２４年度の２カ年間補助

を行うものでございます。 

 １５１ページをお開き願います。 

 １５節工事請負費１億６，１００万円でありま

すが、これは三瓶町有太刀漁港整備工事、田之浜

漁港越波防止対策工事、狩浜漁港網干護岸高潮対

策工事に係る経費でございます。 

 １５３ページをお開き願います。 

 ２目消費生活事業５４５万円でありますが、消

費生活に関するトラブルの未然防止と苦情相談、

情報提供を行うため、消費者行政活性化基金を活

用して西予市、大洲市、内子町の３市町協働で消

費生活相談員１名及び市単独で２名の消費生活相

談員を雇用する経費を計上するものでございま

す。 

 １５５ページをお開き願います。 

 ４目ジオパーク調査研究事業１３０万円であり

ますが、日本最古の地層が分布する黒瀬川構造帯

を中心として、自然遺産、文化遺産を観光や教

育、地域活動等と有機的に結びつけたジオツーリ

ズム構想及び日本ジオパーク認定についての調査

研究、地質資料の作成等に係る経費を計上するも

のでございます。 

 １６２ページをお開き願います。 

 １５節工事請負費４，９６０万円であります

が、これは野村町の旭地区、城川町の杉之瀬地

区、菊之谷地区、宇和町の山田地区、下川地区、

計５カ所のがけ崩れ防災対策事業を行うものでご

ざいます。 

 また、明浜町の県営下谷急傾斜地崩壊対策事業

に伴うモノレール及びスプリンクラー敷設がえ工

事も計上しております。 

 １６５ページをお開き願います。 

 ３目道路新設改良費５億８，１２７万８，００
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０円の主なものは、明浜町では大早津東水源地線

開設、宇和町では石城地区２１０、１５７号線、

１級路線３号線、石城地区１４９号線、石城地区

２０９号線、１級路線８号線、２級路線１２号

線、石城地区１０１号線、旧町地区２２３号線の

改良工事、野村町では荷刺大西鎌田西線、渓筋田

之筋線、馬地惣財久線、中筋大洲線、深山線、四

郎谷蔭付下旭線の改良工事、本町中村線舗装、石

久保権現地線新設、のり面防災工事、城川町では

片平泉川線、成下組線、三滝城線、桂１号線、今

田線、平岩柳沢線の改良工事を行うものです。三

瓶町では和泉１号線、蔵貫８号線、津布理４５号

線、杉山１号線の改良工事を行うものでありま

す。 

 １７１ページをお開き願います。 

 ６項１目工事請負費２，８７７万５，０００円

でありますが、これは国の地域住宅交付金を受け

てえ公営住宅の改修等を行うもので、野村町緑ケ

丘団地建てかえに伴う解体、造成工事、明浜町俵

津大浦団地、狩浜枝浦団地、狩浜本浦団地のトイ

レ水洗化に係る工事費を計上しております。 

 １７７ページをお開き願います。 

 １５節工事請負費国庫補助分２，６１８万円で

ありますが、これは耐震性貯水槽新設工事に係る

経費であります。宇和２カ所、野村２カ所、城川

１カ所、市内５カ所を計画しております。１８節

機械器具費５，２９７万４，０００円の主なもの

は、老朽化に伴う消防団装備における小型ポンプ

５台、宇和方面隊２台、城川方面隊２台、野村方

面隊１台を想定しております。及び西予消防署野

村支署における水槽つきポンプ自動車の更新に係

る経費でございます。 

 １７８ページをお開き願います。 

 １項４目１８節機械器具費３，６２５万７，０

００円でありますが、三瓶町において災害発生時

の住民への緊急情報提供手段として、同報系防災

行政無線を受信することができる防災行政ラジオ

を購入し、戸別受信機の設置されていない地域の

世帯に貸与するための経費を計上するものでござ

います。 

 １８９ページをお開き願います。 

 ３目学校建設費９億６，５０６万６，０００円

でありますが、この主なものは三瓶小学校校舎新

築に係る現校舎解体工事、仮設校舎設置工事、改

築工事に係る経費、また高山小学校屋内運動場、

田之筋小学校校舎、土居小学校屋内運動場耐震補

強工事のための設計委託料、中川小学校校舎、石

城小学校校舎及び屋内運動場、野村小学校本校舎

及び北校舎の耐震補強工事に係る経費でございま

す。 

 次に、歳入でございますが、２２ページにお返

りください。 

 １３款１項１目民生費国庫負担金の前年度比較

１億６，７６０万４，０００円の増額の主な理由

は、子ども手当拡充に係る負担金の増額でござい

ます。 

 ２４ページをお開き願います。 

 ２項７目教育費国庫補助金の前年度比較３億

３，６０３万４，０００円の増額の主な理由は、

三瓶小学校校舎新築事業に係る国庫補助金の増で

あります。 

 ２６ページをお開き願います。 

 １４款２項１目総務費県補助金の前年度比較４

億３，６８４万１，０００円の減額の主な理由

は、ＣＡＴＶ整備事業の終了による県補助金の減

でございます。 

 ３３ページをお開き願います。 

 １目財政調整基金繰入金の前年度比較４億１１

９万５，０００円の減額の主な理由は、普通交付

税を地方財政計画で対前年度比２．８％の増とな

っていることを考慮し、３億円増としていること

及び行政評価による事務事業見直しで歳出削減に

努めたこと等により減額となっているものでござ

います。 

 ４２ページをお開き願います。 

 １目１節総務債の前年度比較１８億４，１８０

万円の減額の主な理由は、新庁舎建設事業の終了

によるものであります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第３５号「平成２３年

度西予市授産場特別会計予算」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

２，１０３万９，０００円としております。 

 歳出の主なものは、施設授産場費の事務費で人

件費等１，１６０万２，０００円、事業費で賃金

等９４３万７，０００円であります。 
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 歳入では、手袋売却収入等の施設授産場事業収

入７４５万円、繰入金で一般会計繰入金及び保護

施設事務費繰入金の１，３４９万５，０００円を

予定しております。 

 続きまして、議案第３６号「平成２３年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

６５１万１，０００円としております。 

 歳出の主なものは、住宅新築資金並びに改良資

金に借り入れている公債費の元金５５８万３，０

００円と利子８９万５，０００円であります。 

 歳入の主なものは、住宅改修資金貸付金元利収

入９９万７，０００円及び住宅新築資金等貸付金

元利収入５２８万７，０００円並びに住宅新築資

金等貸付事業費県補助金２２万６，０００円を計

上いたしております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 議案第３７号「平成２３年度西

予市育英会奨学資金貸付特別会計予算」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 この奨学資金は、西予市出身の優秀な学生・生

徒であって、経済的理由により就学が困難な者に

対し定額を無利子で貸し付けるものであります。 

 それでは、予算書２７ページをお開きくださ

い。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

６，３７１万３，０００円としております。 

 歳出では、奨学資金貸付金で新規貸付予定者５

４名、継続貸付者６７名、計１２１名分及び運営

費に係る経費４，６９１万４，０００円、予備費

１，６７９万９，０００円を計上いたしました。 

 歳入では、償還金４，８７１万２，０００円及

び前年度繰越金１，５００万円を計上し運用する

ものであります。 

 なお、奨学資金の貸し付けに当たっては、西予

市育英会理事会に諮り、公正な決定運用を図るこ

とといたしております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第３８号「平成２３年

度西予市国民健康保険特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 国保特別会計予算につきましては、事業勘定予

算と１０の診療所勘定予算で構成をされておりま

す。 

 まず、事業勘定予算から説明申し上げます。 

 平成２３年度の予算編成に当たりましては、厳

しい財政状況であることを踏まえ、国民健康保険

事業の適切かつ安定的な運営を図るため、医療費

の動向、医療制度改正の対応等、国が示す留意事

項に基づき編成をいたしました。今後とも保険給

付費、後期高齢者支援金等の増加及び税収の落ち

込みが見込まれることなどから、財政状況は一層

厳しい状況になることが予想されますので、健全

な財政運営のための最重点課題である保険税収入

の確保や医療費適正化対策等を考慮し、必要な経

費を計上いたしました。 

 それでは、４１ページをお開きください。 

 歳出の主なものでは、１款総務費９，６７９万

円、２款保険給付費４０億３，３９６万円、３款

後期高齢者支援金６億３，１６５万円、４款前期

高齢者納付金等１８３万８，０００円、５款老人

保健拠出金１５万円、６款介護納付金３億１，９

４２万４，０００円、７款共同事業拠出金７億

２，４７６万９，０００円、８款保健事業費５，

０６７万１，０００円、９款基金積立金３０万

円、１１款諸支出金１，０７６万円、１２款予備

費５００万円を計上いたしました。 

 続いて、３９ページをお開きください。 

 歳入の主なものにつきましては、１款国民健康

保険税９億７，５８８万５，０００円、４款国庫

支出金１６億６３７万８，０００円、５款県支出

金２億４，６１３万２，０００円、６款療養給付

費等交付金４億５，０００万１，０００円、７款

前期高齢者交付金１４億５，０００万円、８款共

同事業交付金７億９１２万４，０００円、９款財

産収入３０万円、１０款繰入金４億２，６８６万

５，０００円、１２款諸収入９９４万５，０００

円を計上いたしました。 

 以上によりまして、事業勘定予算は、歳入歳出

それぞれ５８億７，５３１万２，０００円といた

しました。 
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 次に、診療施設勘定予算についてご説明を申し

上げます。 

 各診療所の患者数は減少傾向にあり、診療収入

も減収が見込まれ、一般会計からの繰入金に頼る

傾向が強くなり、年々厳しい経営を余儀なくされ

ていますが、経費節減に努め、物心両面にわたる

経営改善を積極的に努め、今後とも地域になくて

はならない診療所づくりを目指す所存でありま

す。 

 明浜町の各診療所勘定歳入歳出予算総額及び診

療収入の占める割合並びに一般会計繰入金は、４

３、４４ページの俵津診療所が６，６７１万７，

０００円で、診療収入は４，５６２万４，０００

円、診療収入が占める割合は６８％、一般会計繰

入金は１，９５８万１，０００円であります。 

 ４５、４６ページの狩江診療所は６，６４４万

１，０００円で、診療収入は４，２６８万８，０

００円、割合は６４％、一般会計繰入金は１，８

００万１，０００円であります。 

 ４７、４８ページの高山診療所は１億２６万

５，０００円で、診療収入は３，３９６万２，０

００円、割合は３４％、一般会計繰入金は５，３

０６万３，０００円であります。 

 ４９、５０ページの田之浜診療所は１，６４１

万円で、診療収入は１，６２０万１，０００円、

割合は９９％、一般会計繰入金は１，０００円の

頭出しのみであります。 

 野村町の各診療所勘定予算総額は、５１、５２

ページの惣川診療所が１，３７１万９，０００円

で、診療収入は８０８万３，０００円、割合は５

９％、一般会計からの繰入金は４２９万８，００

０円であります。 

 城川町の各診療所勘定予算総額は、５３、５４

ページの土居診療所が１億２，２０１万９，００

０円で、診療収入は８，９２８万５，０００円、

割合は７３％、一般会計繰入金は１，４９１万

１，０００円であります。 

 ５５、５６ページの杉野瀬出張診療所が８２４

万４，０００円で、診療収入は８１５万円、割合

は９９％、５７、５８ページの遊子川出張診療所

が４４１万４，０００円で、診療収入は３６８万

５，０００円、割合は８３％で、いずれも一般会

計からの繰入金はありません。 

 三瓶町の各診療所勘定予算総額は、５９、６０

ページの二及診療所が７，６５７万１，０００円

で、診療収入は４，８５８万１，０００円、割合

は６３％、６１、６２ページの周木診療所が４，

６６３万３，０００円で、診療収入は４，４８６

万１，０００円、割合は９６％で、いずれも繰入

金はありません。 

 なお、本予算につきましては、２月２４日に開

催しました国保運営協議会におきまして慎重な協

議をいただき、本日ご提案申し上げる次第でござ

います。 

 続きまして、議案第３９号「平成２３年度西予

市後期高齢者医療特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 のご説明を申し上げます。 

 平成２０年４月から始まりました後期高齢者医

療制度につきましては、高齢者医療制度改革会議

において新たな制度設計について協議されており

ましたが、昨年１２月に最終報告が取りまとめら

れたことから、国においては法案提出に向けて取

り組んでいるところですが、これまでは現行制度

を維持することとされております。 

 それでは、２０３ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ５億７，５７０万円と定めるものでありま

す。 

 歳出の主なものにつきましては、２０５ページ

をお開きください。 

 １款総務費は３，９６６万３，０００円で、そ

の内訳としては、総務管理費が３，７５４万９，

０００円、徴収費が２１１万４，０００円となり

ます。総務管理費につきましては、職員給与費、

窓口業務等に係る庶務事業経費で、徴収費につき

ましては、後期高齢者医療保険料の賦課徴収業務

に係る経費を計上いたしました。 

 次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金を５

億１，６９９万９，０００円計上いたしました。

これは、愛媛県後期高齢者医療広域連合関係市町

負担金規則により定められた関係市町の広域連合

への負担金で、その内容については、西予市が徴

収した後期高齢者医療保険料負担金、また低所得

者の方の保険料軽減分に対する保険基盤安定負担

金並びに愛媛県後期高齢者医療広域連合の運営経

費に対する事務費負担金などとなります。 

 次に、３款保健事業費を１，８３１万３，００

０円計上いたしました。これは、後期高齢者を対

象に実施する健康診査事業の経費となります。 
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 次に、４款諸支出金を３０万１，０００円計上

いたしました。これは、後期高齢者医療保険料の

過年度分に対する還付金となります。 

 また、５款予備費で４２万４，０００円を計上

いたしました。 

 ２０４ページに戻っていただき、歳入につきま

しては、主なものとして、１款後期高齢者医療保

険料として３億８３６万４，０００円を計上いた

しました。これは、被保険者から徴収した後期高

齢者医療保険料で、内訳として特別徴収保険料が

２億２，６２２万１，０００円、普通徴収保険料

が８，２１４万３，０００円となります。 

 次に、３款繰入金として２億４，９５６万２，

０００円計上いたしました。これは、一般会計か

らの繰入金で、内訳としては、事務費繰入金が

６，１５４万８，０００円、保険基盤安定繰入金

が１億８，８０１万４，０００円であります。 

 また、５款諸収入として１，７７７万１，００

０円を計上いたしました。主なものは、過年度保

険料の還付金が３０万１，０００円、後期高齢者

の健康診査事業実施に伴う広域連合からの受託事

業収入が１，７４６万５，０００円となります。 

 続きまして、議案第４０号「平成２３年度西予

市介護保険特別会計予算」について提案理由のご

説明を申し上げます。 

 本予算につきましては、主に要介護状態または

要支援状態の者に対し、必要な保険給付を行うこ

とと要介護、要支援状態となることを予防するた

めの事業等に関する予算の計上となっておりま

す。 

 それでは、２２１ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ４９億４，８３８万４，０００円と定めるも

のであります。 

 ２２４ページをお開きください。 

 内訳といたしまして、歳出の主なものは、総務

費の総務管理費で９，３８６万円、賦課徴収費２

０４万３，０００円、介護認定審査会費３，８８

８万２，０００円、保険給付費の介護サービス等

諸費で４０億６，５００万円、介護予防サービス

等諸費２億９，３２８万円、その他諸費５５５万

９，０００円、高額介護サービス等費１億２００

万円、高額医療合算介護サービス等費２，３００

万円、特定入所者介護サービス等費２億２，２３

６万円、地域支援事業費の介護予防事業費で１，

７３０万３，０００円、包括的支援事業任意事業

費７，９３７万２，０００円であります。 

 ２２２ページに戻りますが、歳入の主なものに

ついては、６５歳以上の方に納付していただく保

険料の介護保険料で６億７，１７５万円、歳出の

地域支援事業費の事業実施に伴う利用者の負担金

で４９５万５，０００円、国庫支出金の国庫負担

金で８億２，２６６万円、国庫補助金４億６，６

９６万８，０００円、県支出金の県負担金で７億

８４８万円、県補助金１，３１４万８，０００

円、支払基金交付金で１４億１，８０４万１，０

００円、繰入金の一般会計繰入金で７億５，６９

０万９，０００円、基金繰入金８，５１８万５，

０００円を予定しております。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第４１号「平成２３年

度西予市農業集落排水事業特別会計予算」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成２３年度の西予市農業集落排水事業におけ

る主な事業としましては、汚水処理を実施してお

ります１０地区の施設維持管理業務と公債費の元

利償還であります。 

 それでは、本予算の歳入歳出予算でございます

が、予算書２７５ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出総額をそれぞれ４億２，８

４４万円と定めるものでございます。 

 ２８４ページをお開きください。 

 歳出につきましては、事業費の施設管理費で１

億３，１３１万１，０００円計上しております

が、これは処理施設に係る維持管理及び機械機器

保守点検に係る経費、施設の修繕に係る経費及び

これに関連する事務費、人件費等を計上しており

ます。 

 次に、公債費でございますが、今までに建設さ

れた施設整備に対する元利償還金で２億９，７１

２万９，０００円を計上しております。 

 ２８１ページに戻りまして、歳入の主なものに

つきましては、事業収入で汚水処理に伴う施設使

用料７，７７８万５，０００円、分担金及び負担

金で１００万円、これは供用開始地区における新

規加入者の負担金であります。次に、施設の維持
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管理、市債の元利償還として一般会計繰入金３億

４，５００万円、前年度からの繰越金４１５万

５，０００円、消費税還付金等の諸収入５０万円

を充当しております。 

 続きまして、議案第４２号「平成２３年度西予

市公共下水道事業特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 西予市の公共下水道事業については、平成１６

年度末より供用を開始している野村処理区では平

成１１年度から、平成１８年度末に供用を開始し

ている宇和処理区では平成１２年度からそれぞれ

事業に着手しております。 

 平成２３年度に実施する主な事業につきまして

は、宇和処理区では、延長約４，０００メートル

の管路整備工事と浄化センター土木水処理設備、

電気設備工事を、野村処理区では延長約５００メ

ートルの管路整備工事と浄化センターの土木水処

理設備、電気設備工事をそれぞれ予定しておりま

す。 

 それでは、本予算の歳入歳出予算でございます

が、予算書２９３ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出総額をそれぞれ１３億３，

９６９万７，０００円と定めるものであります。 

 ２９５ページをお開きください。 

 歳出では、事業費の施設管理費で６，９８５万

７，０００円計上しておりますが、これは主に野

村、宇和両処理区の維持管理費と公共下水道接続

奨励金に係る経費を計上しております。 

 次に、施設整備費では９億６，８１０万３，０

００円を計上しております。これは、宇和処理区

における公共下水道事業の推進及び普及促進など

に要する経費、野村、宇和両処理区の施設整備に

係る委託料、工事請負費及びこれに関連する事務

費、人件費等に係る経費を計上しております。 

 また、今までに建設された施設整備に対する公

債費の元利償還金で３億１７３万７，０００円を

計上しております。 

 ２９４ページに戻りますが、歳入につきまして

は、事業収入で施設使用料５，７８８万９，００

０円、事業費分担金１，８３０万円、国庫補助金

４億２，８８０万円、市債の元利償還金及び施設

整備費等として一般会計繰入金４億３，０６１万

３，０００円、前年度繰越金３５万円、消費税還

付金等の諸収入３２４万５，０００円、市債４億

５０万円を充当いたしております。 

 次に、第２表の継続費でありますが、これは野

村、宇和両処理区の浄化センター建設事業費、総

額９億７００万円を平成２３年度、平成２４年度

の継続費としております。 

 なお、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を第３表により定めております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 議案第４３号「平成２３年

度西予市簡易水道事業特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 ただいまの特別会計予算書、２５５ページをお

願いいたします。 

 平成２３年度予算の主なものは、各施設の維持

管理費及び施設の整備に伴う経費で、歳入歳出の

総額をそれぞれ２億９，０３２万５，０００円と

定めるものであります。 

 その主な内容につきまして、事項別明細にてご

説明を申し上げます。 

 ２６５ページをお願いします。 

 歳出の主なものとして、事業費の１項１目総務

管理費においては、職員等の人件費と関係する事

務費を初め、需用費においては光熱水費、修繕

料、その他施設管理や電算関係の委託料など合わ

せて１億５，３６１万８，０００円を計上いたし

ております。 

 次に、２６６ページの２項施設整備事業費です

が、工事請負費では施設整備に係る市単独工事分

６，６６０万円のほか、委託料保証金を合わせま

して７，１５０万円を計上いたしております。 

 ２６７ページの２款公債費は、元利合計して

６，３２５万７，０００円を計上いたしておりま

す。 

 次に、歳入ですが、２６１ページにお戻りくだ

さい。 

 主なものといたしまして、給水収入１億２，９

０５万円、２６２ページの繰入金では人件費分な

ど一般会計繰入金７，７９６万３，０００円と基

金繰入金６，４７０万円、合わせまして１億４，

２６６万３，０００円を計上いたしております。 

 以上で本予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４４号「平成２３年度西予
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市上水道事業会計予算」について提案理由のご説

明を申し上げます。 

 予算書の説明の前に、本年度の水道事業につき

まして概要をご説明いたします。 

 現在、本市における水道施設は、拡張から更新

へと維持管理の時代になり、経年老朽化施設の計

画的更新、地震対策の推進、多様化、高度化する

使用者ニーズへの的確な対応など、さまざまな課

題に直面しております。 

 これらの課題に対応すべく、西予市水道ビジョ

ンを基調としつつ、安全・安心で快適な水道水の

安定的な供給のさらなる充実を目指すこととして

おります。また、持続可能な水道事業を構築する

ため、本年度水道料金の平準化に向けた西予市水

道料金検討委員会を設置し、適正な料金体系につ

いて検討いただいているところであります。この

料金体系の見直しにあわせ、平成２３年度には４

つの上水道や統合が可能な簡易水道について経営

統合を行い、経営の効率化に取り組む予定であり

ます。 

 それでは、公営企業会計予算書１ページをお開

きください。 

 まず、第２条、業務の予定量についてご説明を

いたします。 

 給水戸数は、前年度計画から２４８戸減少しま

した１万２，８５０戸を予定しております。ま

た、西予市全体における年間総給水量を３９８万

７４２立方メートル、１日平均給水量を１万９０

６立方メートルと予定しております。 

 主要な建設改良事業としましては、宇和上水道

事業における県道宇和高山線配水管布設がえ工事

６，０００万円、野村上水道事業における片川次

の川配水池計装設備設置工事３，０００万円、三

瓶上水道事業における朝立配水管布設がえ工事３

００万円をそれぞれ予定しております。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出についてご

説明を申し上げます。 

 収入におきましては、水道事業収益の総額を６

億２，３４１万１，０００円と定め、営業活動に

基づく給水収益の５億９，３６８万７，０００円

を含む営業収益として６億３５万３，０００円、

営業外収益として２，３０２万８，０００円を計

上しております。 

 支出におきましては、水道事業費用の総額を６

億４１２万２，０００円と定め、主なものとしま

して、営業活動に係る営業費用として５億５，３

７４万５，０００円、企業債償還利息等の営業外

費用として５，０３０万３，０００円を計上いた

しております。 

 次に、２ページ、第４条資本的収入及び支出に

ついてご説明をいたします。 

 収入におきましては、総額を４，３５８万４，

０００円と定め、内訳は工事負担金２，４７０万

１，０００円、消火栓設置に対する一般会計負担

金８９万３，０００円、企業債元金償還金に対す

る一般会計補助金１，７９９万円を計上しており

ます。 

 支出におきましては、総額を４億５，７５８万

円と定め、内訳は建設改良費３億３，０６９万

３，０００円、企業債償還金１億２，０８８万

７，０００円、一般会計からの借入金の償還金で

ある長期借入金償還金６００万円を計上しており

ます。 

 資本的収入が資本的支出額に対して不足する額

４億１，３９９万６，０００円を補てんする財源

につきましては、第４条括弧書きのとおりであり

ます。 

 次に、第５条では一時借入金の限度額を２億

４，０００万円と定め、第６条では予定支出の各

項の経費の金額の流用、第７条では議会の議決を

経なければ流用することのできない経費として職

員給与費１億２，４８０万円、交際費８万円と定

めるものであります。 

 また、第８条では一般会計から受ける補助金と

して２，１１０万６，０００円、第９条では棚卸

資産の購入限度額を１，９３０万円と定めるもの

であります。 

 以上で本予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４５号「平成２３年度西予

市病院事業会計予算」について提案理由のご説明

を申し上げます。 

 同じく公営企業会計予算書１１３ページをお開

き願います。 

 第２条の業務の予定量からご説明を申し上げま

す。 

 病床数は、宇和、野村病院合わせまして一般病

床２１０床、療養病床５２床、感染症病床２床の

合計２６４床で変更はありません。 

 年間患者数は、わずかながら年々減少傾向にあ

りますが、本年度は入院７万３，７３０人、外来
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１０万５，１６４人で、１日平均患者数を両病院

合わせまして、入院２０２人、外来４３１人を見

込んでおります。 

 次に第３条、収益的収入及び支出の予定額であ

りますが、収入では事業収益を２９億９，３６５

万２，０００円を予定しております。その内訳

は、第１項の医業収益で外来・入院の診療収入や

検診収入などで２７億９，９５７万３，０００

円、第２項の医業外収益では、企業債償還利息や

救急医療など不採算部門に対しての一般会計負担

金など１億９，３９４万９，０００円でありま

す。 

 支出では、事業費用として２９億７，８３４万

９，０００円を予定しておりますが、その内訳

は、職員の人件費や事務費、材料費、経費等の医

業費用が２８億７，１７２万８，０００円、企業

債の利息支払いなど医業外費用が１億４８９万

１，０００円であります。 

 次に、第４条資本的収入及び支出についてご説

明を申し上げます。 

 なお、新市立病院建設事業につきましては、先

般策定されました基本計画により、現在地質調査

と設計業者の選定作業を行っており、３月末には

設計業者を決定する予定であります。新年度で

は、基本設計、実施設計に加え、敷地の造成工事

を計画しております。また、医師確保、病院スタ

ッフの確保と教育などにも積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 それでは、予算の内容でありますが、収入で資

本的収入として２億２，０６４万７，０００円を

計上いたしております。内訳として、第１項出資

金１億１，３９４万７，０００円は、企業債の元

金償還及び新病院建設費に係る一般会計出資金で

あります。 

 第２項企業債１億６７０万円は、医療機器整備

及び新病院建設に伴う企業債を借り入れするもの

であります。 

 次に、支出で資本的支出として４億３，０４５

万９，０００円を計上いたしております。内訳と

して、建設改良費３億４，６０２万７，０００円

と企業債償還金８，４４３万２，０００円であり

ます。 

 建設改良費の主なものにつきましては、予算書

１３５ページからの事項別明細でご説明をいたし

ます。 

 １目施設整備事業費では、野村病院の病院外

壁、屋上防水ほか改修工事等１億５，６０７万

６，０００円、医師住宅補強工事３００万円、宇

和病院では透析室地デジ対応改修工事６０５万

４，０００円。 

 ２目固定資産購入費の主なものは、野村病院で

小型臨床化学装置など、宇和病院で超音波診断装

置など医療機器購入費であります。 

 次に、３目新病院建築費で１億１，７２３万

６，０００円、これは主に職員２名の人件費ほ

か、新病院建設工事の設計監理委託料等でありま

す。 

 なお、資本的収入が資本的支出額に対して不足

する額２億９８１万２，０００円については、過

年度分損益勘定留保資金で補てんするものであり

ます。 

 それでは、１１４ページにお返りをいただきま

す。 

 第５条継続費につきましては、新病院建設計画

に伴う設計監理業務に係る平成２６年度までの年

割り額でございます。 

 第６条企業債につきましては、限度額を医療機

器整備事業４，２００万円、新病院建設６，４７

０万円と定めるものであります。 

 第７条では、一時借入金の限度額を２億５，０

００万円と定め、第８条では予定支出の各項の経

費の金額を流用することができる場合、さらには

第９条では、議会の議決を経なければ流用するこ

とができない経費として職員給与費１８億１，７

７３万６，０００円、交際費２９０万円と定める

ものであります。 

 また、第１０条では、一般会計からの補助金を

研究研修費ほか２，９７５万３，０００円とし、

第１１条棚卸資産の購入限度額を６億５，０００

万円と定めるものであります。 

 以上であります。 

 続きまして、議案第４６号「平成２３年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計予算」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 １９７ページをお願いします。 

 介護老人保健施設つくし苑の事業につきまして

は、地域に親しまれ信頼される施設を目指してサ

ービスの提供に引き続き努めてまいりたいと考え

ております。 

 それでは、まず第２条、業務の予定量について
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ご説明をいたします。 

 昨年度同様、入所定員は８０床、１日当たりの

通所者定員は２０名で、療養者数は年間３万４，

８３５人と見込んでおります。 

 第３条収益的収入及び支出の予定額でございま

すが、収入支出それぞれ４億４，３８１万円とす

るものであります。 

 収入では、施設運営事業収益が４億２，８０９

万８，０００円で、その主なものは施設介護給付

費収益３億４，３７４万１，０００円でありま

す。 

 また、施設運営事業外収益では、一般会計から

の企業債支払い利息等に対する補助金１，５７１

万２，０００円を計上いたしております。 

 支出では、施設運営事業費用が４億２，７０４

万５，０００円で、その主なものは給与費３億

３，５１５万３，０００円であります。施設運営

事業外費用では、企業債支払い利息等１，６７６

万５，０００円を計上しております。 

 第４条資本的収入及び支出でございますが、支

出のみで３，６９３万２，０００円を予定してお

ります。その主なものは、企業債元金償還金３，

２９０万２，０００円と、入所者送迎用の車購入

費４０３万円であります。 

 なお、資本的支出額に対する財源につきまして

は、全額過年度損益勘定留保資金で補うようにし

ております。 

 また、第５条では一時借入金の限度額を５，０

００万円と定め、第６条では予定支出の各項の経

費の金額の流用、第７条では議会の議決を経なけ

ば流用することのできない経費として職員給与費

３億３，４２５万６，０００円、交際費１万円と

定め、第８条では他会計からの補助金を１，５２

２万円と定め、第９条では棚卸資産の購入限度額

を５００万円に定めるものでございます。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようにお願い申し上げます。 

 

○議長 以上で理事者の説明は終わりました。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、厚生常任委員会副委員

長の互選を行います。 

 厚生常任委員の諸君は、委員会を開催の上、副

委員長を互選し、議長に報告を願います。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後３時１４

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後３時２

９分） 

 ただいま厚生常任委員会から副委員長の互選結

果について報告がありましたので、ご紹介いたし

ます。 

 厚生常任委員会副委員長に８番宇都宮明宏君が

互選されました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時３０

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後３時３

１分） 

 ただいま市長から提出されました議案第４７号

「西予市職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例制定について」及び議案第４８号

「西予市職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」の２件を本日の日程に追加

し、追加日程として議題といたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

４７号及び議案第４８号を本日の日程に追加し、

追加日程とすることに決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第４７号「西予市職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例制定について」及び議案第４８号「西予市職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」の２件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 議案第４７号「西予市職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律の一部を改正する法律が施行されたことに

伴い、非常勤職員の仕事と育児の両立を図る観点

から、一定の非常勤職員について育児休業、育児

短時間勤務及び育児時間の承認の請求等について

所要の改正を行うものでございます。 

 続きまして、議案第４８号「西予市職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 
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 地方公務員の給与は、地方公務員法の規定によ

り法律または条例により特に認められた場合を除

き、通貨で直接職員にその全額を支払わなければ

ならないこととされております。 

 今回の改正は、職員の給与から控除、いわゆる

チェックオフを行う場合の整合性を図る必要があ

ることから、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 あす３月３日は午前９時より一般質問及び質疑

を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後３時３４分 
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          平成２３年第１回西予市議会定例会会議録（第２号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２３年３月３日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２３年３月３日 

          午前９時００分 

１．散     会 平成２３年３月３日 

          午後１時５２分 

１．出 席 議 員        

    １番    欠  員   

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番  二 宮   元 

１．欠 席 議 員 

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  九 鬼 則 夫 

   会 計 管 理 者  上 甲 悦 子 

   総務企画部長  宇都宮 又 重 

   産業建設部長  藤 中   彰 

   生活福祉部長  上 甲 憲 章 

   教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

    

明浜総合支所長  上 田 甚 正 

   野村総合支所長  河 野 数 義 

   城川総合支所長  山 崎 秀 敏 

   三瓶総合支所長  三 好 幸 二 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  河 野 敏 雅 

   財 政 課 長  宗   正 弘 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  岩 本 明 定 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

      

      議  事  日  程 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第 ７号 西予市木質ペレット製造施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第 ８号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 

   議案第 ９号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１０号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１１号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第１２号 西予市住民生活に光をそそ

ぐ基金条例制定について 

   議案第１３号 西予市森林公園条例制定に

ついて 

   議案第１４号 西予市公告式条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市支所及び出張所設置

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 
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   議案第１７号 西予市文化財保護条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１８号 西予市公共下水道事業受益

者負担金徴収条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市簡易水道及び愛媛県

条例水道の設置に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２０号 新たに生じた土地の確認に

ついて 

   議案第２１号 字の区域を変更することに

ついて 

   議案第２２号 平成２２年度西予市一般会

計補正予算（第６号） 

   議案第２３号 平成２２年度西予市授産場

特別会計補正予算（第３

号） 

   議案第２４号 平成２２年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第２号） 

   議案第２５号 平成２２年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第２６号 平成２２年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第２７号 平成２２年度西予市老人保

健特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第２８号 平成２２年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第４

号） 

   議案第２９号 平成２２年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第３０号 平成２２年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第３１号 平成２２年度西予市上水道

事業会計補正予算（第４

号） 

   議案第３２号 平成２２年度西予市病院事

業会計補正予算（第５号） 

   議案第３３号 平成２２年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

   議案第３４号 平成２３年度西予市一般会

計予算 

   議案第３５号 平成２３年度西予市授産場

特別会計予算 

   議案第３６号 平成２３年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第３７号 平成２３年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第３８号 平成２３年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第３９号 平成２３年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第４０号 平成２３年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第４１号 平成２３年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第４２号 平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第４３号 平成２３年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第４４号 平成２３年度西予市上水道

事業会計予算 

   議案第４５号 平成２３年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第４６号 平成２３年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

   議案第４７号 西予市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第４８号 西予市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

制定について 

 ３ 請願第 １号 四国横断自動車道開設工

事・歯長峠付近の高速道へ

の乗り入れ道開設について 

 ４ 陳情第 １号 児童養護施設みどり寮の耐

震化改築について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第 ７号 西予市木質ペレット製造施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第 ８号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 

   議案第 ９号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１０号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１１号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第１２号 西予市住民生活に光をそそ

ぐ基金条例制定について 

   議案第１３号 西予市森林公園条例制定に

ついて 

   議案第１４号 西予市公告式条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市支所及び出張所設置

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１７号 西予市文化財保護条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１８号 西予市公共下水道事業受益

者負担金徴収条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市簡易水道及び愛媛県

条例水道の設置に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２０号 新たに生じた土地の確認に

ついて 

   議案第２１号 字の区域を変更することに

ついて 

   議案第２２号 平成２２年度西予市一般会

計補正予算（第６号） 

   議案第２３号 平成２２年度西予市授産場

特別会計補正予算（第３

号） 

   議案第２４号 平成２２年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第２号） 

   議案第２５号 平成２２年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第２６号 平成２２年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第２７号 平成２２年度西予市老人保

健特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第２８号 平成２２年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第４

号） 

   議案第２９号 平成２２年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第３０号 平成２２年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第３１号 平成２２年度西予市上水道

事業会計補正予算（第４

号） 

   議案第３２号 平成２２年度西予市病院事

業会計補正予算（第５号） 

   議案第３３号 平成２２年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

   議案第３４号 平成２３年度西予市一般会

計予算 

   議案第３５号 平成２３年度西予市授産場

特別会計予算 

   議案第３６号 平成２３年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第３７号 平成２３年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第３８号 平成２３年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第３９号 平成２３年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第４０号 平成２３年度西予市介護保

険特別会計予算 
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   議案第４１号 平成２３年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第４２号 平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第４３号 平成２３年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第４４号 平成２３年度西予市上水道

事業会計予算 

   議案第４５号 平成２３年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第４６号 平成２３年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

   議案第４７号 西予市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第４８号 西予市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

制定について 

 ３ 請願第 １号 四国横断自動車道開設工

事・歯長峠付近の高速道へ

の乗り入れ道開設について 

 ４ 陳情第 １号 児童養護施設みどり寮の耐

震化改築について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 本日はこのように大勢の方が傍聴に来ていただ

きました。まことにありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、これより一般質問を行いま

す。 

 この際、申し上げます。 

 各議員の発言は、申し合わせの発言時間１５分

以内でお願いをいたします。質疑については３回

までとし、あわせて１０分以内でお願いをいたし

ます。 

 通告順に質問を許可いたします。 

 まず、６番小野正昭君。 

 

○６番小野正昭君 改めましておはようございま

す。 

 平成２３年第１回定例議会で、このように多く

の皆さんの前で最初の一般質問させていただきま

すことをまことにありがたく、心からお礼を申し

上げる次第であります。 

 また、諸先輩方が築かれましたこの伝統ある議

場での最後の質問となります。感慨ひとしおのも

のがございます。そこで、最初の一句です。楽し

きは春の桜と秋の月 家族仲よく三度食う飯。 

 私は、これも幸せの原点の一つではなかろうか

と思います。この世のあらゆる生物の第１の願望

は、子孫の存続と繁栄であります。また、万物の

霊であります人間は、その私たちが願ってやまな

いのが命の長らえであり、また心と体の健康だと

いうことは万人の認めるところであります。 

 私は、議会議員であると同時に、長年にわたり

社会体育の分野に籍を置き、活動させていただい

ている立場からも、今回は人間が願ってやまない

心と体の健康を保ち維持する一つの方策である社

会体育のうち、今まで大きな役割を果たしてきた

体育指導委員並びに体育協会、さらに今後の地域

の心と体の増進のためにその役割が重要視される

とともに期待をされている総合型地域スポーツク

ラブについて、現在の状況、今後の方針について

市長及び教育長にお伺いをいたします。 



 

－41－ 

 まず１点目は、体育指導委員について質問をい

たします。 

 現在、当市の体育指導委員は３６名だと思いま

すが、たしか合併協議会の協定事項では合併後調

整するとし、当時の５町の体育指導委員の合計は

記憶に間違いがなければ、たしか６７名だったと

記憶をいたしております。その後の規約で７０名

以内とするとし、その後見直しをされ、現在に至

っているものと思います。 

 この体育指導委員は、昭和３６年当時の文部省

が各都道府県に通知をし、これを受けて県教育委

員会が４，０００人に１人の割合でスポーツ振興

について委嘱辞令を出したのが始まりであり、昭

和３６年６月１６日法律１４１号にてスポーツ振

興法の制定をいたし、それを受け市町村教育委員

会が任命辞令を出し、さらに平成１２年４月１日

法律改正により、任命から委嘱辞令に変更され現

在に至っております。 

 任命とは、官職につくよう命じることであり、

また委嘱は特定の仕事を部外の人に頼んでしても

らうことであり、その責務の比重が軽減されたと

解されますが、いずれにいたしましても体育指導

委員は市町村におけるスポーツ振興の推進者、コ

ーディネーターとしてなくてはならない存在であ

り、より高度な専門的資質が求められ、住民の意

見を行政に反映させ、行政の意図を住民に理解を

させるかなめであり、重要なパイプ役でもありま

す。 

 以上のことを勘案したとき、現在当市の現状は

どうなのか、今後どのような方針をお持ちなの

か、また現在の委嘱人選はどのようにしているの

か、優秀な方も多くおられますが、若干の疑問を

感じますので、この件を教育長に質問をいたしま

す。 

 次に、日本体育協会が主催する国体について、

市長及び教育長に質問をいたします。 

 市長は、平成１９年３月、「せいよ」をもじっ

て、世代を超えてスポーツ、一緒にやろう仲間た

ち、よいまちつくろう、スポーツでをスローガン

に、西予市スポーツ振興計画、いわゆるスポーツ

立市せいよ２０１７を策定されました。このこと

は、次に質問をいたしますスポーツクラブにも関

係をいたしますが、その構想の中に、スポーツ立

市によって本市が健康のまち、交流のまち、人が

育つまちを目指すとあり、またスポーツを実施す

る回数が上がることに比例して医療費が大幅に削

減されるとあります。 

 話が若干横道にそれますが、現在の日本体育協

会、明治４４年、１９１１年、大日本体育協会が

創立され、講道館の創設者でもあります嘉納治五

郎先生が初代の会長であり、以来今年、平成２３

年、日本体育協会と日本オリンピック協会は創立

１００周年を迎えたのであります。余談でありま

すが、私がつけておりますバッジは、１００周年

の記念事業のバッジであります。 

 この間、幾多の苦難、苦悩もあったようです。

戦後、国の発展と国民の知力、体力の向上は体育

にありの考え方から、昭和２１年第１回国民体育

大会が京阪神地域を中心に開催をされたのであり

ますが、以来体育、スポーツの形態も地域及び経

済の変化と同様に変遷をたどり、大きく分けてお

よそ１０年周期で変化を来してきたと解されま

す。昭和２０年から３５年ごろまでは鍛錬型、東

京オリンピックを契機に３６年から４５年は競技

型、４６年から５５年はプレー型、５６年から平

成５年ごろまでは自己実現型であり、現在はネッ

トワーク型に考え方及び形態も変化をいたし、バ

リアフリー化となっているのが現状だと私は思っ

ております。 

 そこで、市長にお伺いをいたします。 

 ２０１７年、平成２９年には愛媛国体が内々定

をされ、ことしは県議会で開催に関する決議が予

定をされ、各会場の視察も行われるやに聞き及ん

でおりますが、さきの兵頭学議員の質問で、兵頭

教育部長は今後文化体育振興課内に国民体育大会

準備室を設置をしてと答弁もあり、また今予算に

も計上をされております。いつごろどのような考

え方で、どのような構成をされるのか。また、今

の会場予定地は、乙亥会館はよしとして、どのよ

うな改修計画をお持ちなのか、その改修計画の素

案ができているのか、お伺いをいたします。 

 まことに老婆心ではありますが、あと６年ある

のではなく、あと６年しかないのであります。 

 ３点目に、総合地域スポーツクラブについてお

伺いをいたします。 

 スポーツクラブは、昭和３６年に制定をされま

したスポーツ振興法を社会状況及びスポーツ形態

の変化に伴い、１９９５年当時の文部省が日本に

おける生涯スポーツ社会の実現を上げ、スポーツ

振興施策の一つとして幅広い世代の人々が各自の
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興味、関心、競技レベルに合わせてさまざまなス

ポーツに触れる機会を提供する地域密着型のスポ

ーツクラブを政務として位置づけたのでありま

す。すなわち、体育協会本来の目的は競技育成型

でありますが、スポーツクラブは要約をいたしま

すと、いつでも、どこでも、だれとでも、いつま

でもがその理念であり、目的であります。平成２

０年の調査では、７月現在全国１，０４６のスポ

ーツクラブが創設され、県内２０市町のうち２９

クラブが既に創設をされ、野村町を含む５クラブ

が準備クラブだと聞いております。 

 そこで、市長及び教育長にお伺いをいたしま

す。 

 スポーツ振興法についてどのように受けとめて

いるのか。１つ、スポーツ形態から見る将来像に

おいて、この総合型地域スポーツクラブの今後の

方針についてどのように考えられておられるの

か。１つ、スポーツがとりなす健康と医療につい

てどのようなお考えをお持ちなのか。 

 以上、今回は社会体育の分野のうち、体育指導

委員の現状と今後の方針について。１つ、日体協

が主催する国体での本市の今後の具体的な作業に

ついて。１つ、総合型地域クラブの今後の方針と

役割について。 

 大きく分けてこの３点につき伺いをいたし、今

回の質問といたします。 

 まことに僣越ながら、最後になりましたけれど

も、長年の間それぞれの５町及び西予市になって

市職員として大変ご努力され、この３月末日をも

って退職をされる職員の皆様方に心から感謝のま

こととねぎらいを申し上げまして、一般質問とさ

せていただきます。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 おはようございます。 

 本日は早朝より大勢の方が傍聴に来ていただき

まして、まことにありがとうございます。 

 それでは、小野議員の一般質問のうち、体育指

導委員の現状と今後の方針及び人選方法につい

て、日本体育協会が主催する国体で本市の今後の

具体的な作業についての２点にお答えをいたした

いと思います。 

 まず、体育指導委員の現状ですが、合併当時旧

５町の定数を維持することから定数７０名以内と

し、ご指摘のとおり６７名でスタートいたしまし

た。その後、平成２０年度に活動内容と定数につ

いて近隣市町の状況を参考にいたしまして定数４

０名以内とし、現在３６名の体育指導委員が委嘱

されております。 

 主な活動といたしましては、西予市教育委員会

主催西予市民体育祭、文化の里中高齢者及び女子

駅伝競走大会の２つの事業があります。両大会と

も、企画、運営すべてについて体育指導委員が行

い、特に種目別に会場が分かれる体育祭につきま

しては、各会場の運営責任者として競技運営、表

彰、閉会まで中心的な運営活動を行っていただい

ております。駅伝につきましても、大会実行委員

長は体育指導委員長が務め、各体育指導委員を中

心に円滑な大会運営に努められております。その

ほか、各地域での体育イベントにつきましても、

運営スタッフの中心となって活動をされておりま

す。合併当時は各地域での役割が中心であった活

動も、現在では市全体の体育指導委員としての自

覚を持ち、活動をいただいております。また、体

育指導委員協議会等の各種研修会にも積極的に参

加をいただき、資質の向上に努めていただいてお

ります。 

 次に、今後の活動方針でありますが、基本的な

活動は今までと同様にスポーツの振興や各体育イ

ベントにおいて指導的な立場で活動いただきたい

と考えております。また、２３年度においては、

２年の任期満了に伴い、活動内容の現状等々を考

慮しながら、近隣市の状況等も参考に実情に応じ

た体育指導委員のあり方、定数等について、今後

慎重に協議してまいりたいと考えております。 

 次に、人選でございますが、各地域の実情を広

く取り入れることから、各公民館を中心としたそ

れぞれの地域で協議、人選をいただいた後、教育

委員会へ推薦されたものを審議し、教育委員会が

委嘱するものでございます。 

 次に、日本体育協会が主催する国体で本市の今

後の具体的な作業についてお答えをいたしたいと

思います。 

 まず、国民体育大会準備室についてのご質問で

すが、平成２３年度には２０１７年愛媛国体開催

に向けて施設整備計画の策定、国体準備委員会の

設立や競技運営計画、宿泊輸送計画など、各種に

計画策定に向けたさまざまな取り組みが始まりま

す。そこで、平成２３年４月から、文化体育振興
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課内に国民体育大会準備室を設置いたします。初

年度は、少数精鋭で業務遂行に努め、将来的には

事業の進捗状況や事業の拡大に伴い必要な人員を

配置するなど、国体開催に向けた準備に万全を期

したいと考えております。 

 次に、会場予定地の改修計画でありますが、会

場予定施設といたしまして、相撲を乙亥会館、ソ

フトボールを宇和球場と宇和多目的グラウンドを

予定いたしております。 

 平成２３年度中に中央競技団体による正規視察

が始まり、改修すべき箇所や施設整備の具体的な

指摘や指導がなされます。その指摘や指導に基づ

き、各市町におきましては、施設整備計画を策定

し、概算経費を算出して県に報告することになり

ます。その後、愛媛県においては、財政支援とし

ての補助金交付要綱が制定され、本格的な施設整

備へと進んでいくことになります。したがいまし

て、中央競技団体の正規視察を受けた後、本市の

施設整備計画の策定を行い、愛媛県国体開催準備

スケジュールに沿って改修計画を推進すべきであ

ると考えておりますので、ご理解とご協力をお願

い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 おはようございます。 

 次に、総合地域スポーツクラブの今後の方針と

役割についてお答えをいたします。 

 まず、スポーツ振興法についてどのように受け

とめているかについてのご質問ですが、スポーツ

振興法はスポーツ振興に関する施策の基本であ

り、スポーツ立市を掲げる西予市のスポーツ振興

の基本的な理念であると考えております。 

 次に、総合型スポーツクラブの今後の方針につ

いてのご質問でございますが、小野議員の質問の

中にもございますように、西予市スポーツ振興計

画は、世代を超えてスポーツを一緒にやろう、仲

間たち、よいまちつくろう、スポーツでをスロー

ガンとし、本市がスポーツを通して健康のまち、

交流のまち、人が育つまちとなることを目指して

策定をいたしました。その振興計画の中で、総合

型地域スポーツクラブは必要不可欠な施策であ

り、核となる事業ととらえております。 

 西予市の総合型地域スポーツクラブの設立状況

は、ご存じのとおり、宇和町の文化の里スポーツ

クラブと三瓶町の三瓶スポーツクラブが独自の運

営を展開していただいております。また、平成２

３年３月には野村スポーツクラブが設立予定であ

り、西予市で３つ目のスポーツクラブとなりま

す。県内では、松山市に次ぐ設置数であり、これ

もひとえに関係各位のご理解、ご協力、そしてス

ポーツに対する熱意があってのことだと深く感謝

をいたしております。西予市といたしましても、

引き続き総合型スポーツクラブ設立に対する調整

と地域住民の方々が主体的に運営できる体制づく

りについて、今後も協議検討、支援を重ねてまい

りたいと考えております。 

 財政面につきましても、独立行政法人日本スポ

ーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金を活用

しながら、クラブの自己負担分について交付要綱

に基づき、引き続き市が助成をしていく方針であ

ります。 

 次に、スポーツがとりなす健康と医療について

のご質問ですが、スポーツは身体的にも精神的に

も有用であり、市民がスポーツを生活の中に積極

的に取り入れることで、みずからの健康維持増進

や生活習慣病の予防につながり、ひいては医療費

軽減などの効果が期待できるものと思っておりま

す。このことから、市民の皆さんが総合型スポー

ツクラブを生涯スポーツの核として幅広く参加、

活用されることで、健康で豊かな夢のある地域づ

くりに貢献できるものと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ６番小野君。 

 

○６番小野正昭君 先ほどは教育長並びに教育部

長から答弁をいただきましたが、体育指導委員の

件は若干お友達選定のような感がありますので、

あえて質問をさせていただきました。 

 それから、国体の件ですけれども、実はここに

千葉国体の総括と愛媛国体の展望ということで、

愛媛県教育委員会国民体育大会準備室の資料も私

は持って、その辺から質問をさせていただきまし

た。 

 前段にも触れましたけれども、私は三瓶町へ帰

って２５の年に体育協会に入らせてもらいまし

た。以来４０年になります。愛媛県で、社会体育

でこの人の名を知らない人は、俗に言う変な言葉
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ですが、潜りだと言われる、三瓶町の兵頭正綱先

生のいわゆる薫陶を受けて、今日になっていま

す。よくある人が言われます。社会体育に従事す

る民間人は合力根限り、いわゆるボランティアな

んです。一生懸命やるわけですね。そういうこと

をまさにおっしゃられておりました。行政に従事

する職員の方々は、当時の教育委員会、今の文体

課ですけれども、そこから外れると、ややもする

と社会体育に熱心さといいますか、かかわりさが

薄くなるように感じております。また、我々は、

社会体育に深入りすればするほど懐から出るお金

もふえますけれども、行政の方はほとんどにおい

て公費で賄っているのではないかなという懸念を

しております。間違いかもわかりません。ですん

で、その辺に民間で一生懸命、合力根限りでやる

社会スポーツに従事する我々と行政に携わってい

る関係者の方々との認識に若干のずれがあります

ので、その辺のところをもう一度教育長にお尋ね

をしておきます。 

 それから次に、スポーツクラブのいわゆる助成

金のことを教育部長が触れられましたけれど、い

わゆるこれはｔｏｔｏのスポーツ振興助成金のこ

とに対する補助だと解釈をいたしておりますが、

それでよろしいんではないか再度お伺いします。 

 これは、先般西予市で総合型地域スポーツクラ

ブ育成振興補助金交付要領という規約をどうも策

定をされたようですけれども、そのことに沿って

これから、いわゆるスポーツクラブの補助につい

てやろうということだと思いますけれども、念の

ために確認をしておきます。 

 それから、体育協会といいますか、国体準備室

の件ですが、私はこれを契機にスポーツ審議委員

会を当市で設立をされたらどうかなと。これは、

お医者さん等も含んで、西予市の市長が掲げるス

ポーツ立市に沿った本格的なスポーツの取り組み

方を審議会というものを設置をして、あらゆる角

度から考えていく必要が、もうそろそろ合併して

７年過ぎました。ほかの市では、この審議会を設

けております。ないのは当市だけではないかなと

考えておりますので、その点どういうお考えを将

来を持ちなのかお伺いをします。 

 それから、これは医療と健康の面で私は質問さ

せていただきましたけれども、平成２２年７月２

６日厚生省の発表で、９０歳まで生存する確率は

男性が２２．２％、女性が４６．２％だそうで

す。そういうデータが出ております。ちなみに、

平成１９年度国の国民保健医療費は、一般退職

者、老人約５，１０９万人に対して１９８兆３８

億円要っとるようです。当市の２１年度決算で

は、後期高齢者医療会計及び国保会計で２万４，

０１２人の方が対象で、金額が１２億２，５００

万円、１人当たりに直しますと５０万７４８円要

っとる。先ほど市長が言いました、いわゆるスポ

ーツの回数が上がるほど医療費が軽減されると。

このようなことで、医療と健康のまちづくりは行

政の大きな施策の一環だと私は思っております

が、市長はこのことについてどのようなお考えを

お持ちなのか。端的に言いましたら、１人１万円

医療費が安くなれば、２万人おるわけですから２

億円財政が浮くわけです。そのことを市長はおっ

しゃられとると思うんですが、そういう観点か

ら、いま少しスポーツクラブ等の考え方も行政側

としてある程度理解をして後押しをしていただい

たらと思います。 

 以上の点を再度お伺いをして、再質問とさせて

いただきます。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 それでは、小野議員の再質問のう

ち、イベント等の協力についての件についてお答

えをいたしたいと思います。 

 あらゆるイベントにおきまして民間の方がボラ

ンティアで協力していただいていることに対しま

しては、いつも大変ありがたく思い、感謝をいた

してるところでございます。私といたしまして

も、いつも職員に対しまして、民間の方があれほ

どボランティアで協力していただいているのだか

ら私たちももう少し真剣に考えなければならな

い、取り組まなければならないと指導をしている

つもりでございます。今後ともひとつよろしくお

願いいたしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 先ほど質問がありました独立行

政法人日本スポーツ振興センタースポーツくじ助

成金でございますけども、これは通称ｔｏｔｏの

助成金、言われるとおりでございます。 

 助成金の件についてのご質問でございますが、
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西予市の補助金交付要綱に基づきまして、スポー

ツクラブの助成を引き続き行っていきたいと思っ

ております。 

 それから、スポーツ審議委員会の設立について

のご質問でございますが、これにつきましては体

育指導委員会とか体育協会、そういったスポーツ

関係の方々と十分協議をしながら検討してまいり

たいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、小野議員の最後の再質問

の件でございますが、スポーツと健康の関係で、

その相関関係についての再質問だと思いますけれ

ども、最初の部長のほうの回答にあわせまして、

私もスポーツと健康については野村地域を対象と

して１年間リライアブル・タウン構想に基づいて

検討もさせていただきました。非常に効果が高

い、その中で、あれは、目的としては６０歳以上

の方々に対して、スポーツとあわせて、高度情報

等を利用した健康管理ということとあわせてやら

せていただいたわけでございますけれども、その

中でいろいろな体操を含めて、あるいはノルディ

ックポールを利用したノルディックウオーク等々

をあわせましてやりまして、非常にデータがよく

なりました。やはりスポーツの効用というのは非

常にあるものだと私どもは思っております。こう

いうことを通じて、今後とも検証をしながら住民

の方の健康管理を進めていきたい、このように思

っておるところでございまして、あわせてスポー

ツの大切さを訴えていきたい、このように思って

おります。 

 以上、回答といたします。 

 

○議長 次に、７番松山清君。 

 

○７番松山清君 平成２３年第１回定例議会にお

きまして質問の機会を得ましたので、通告に基づ

き質問をいたします。 

 我々議員の任期も残すところ、あと一年となっ

てまいりました。市民の声を議会に届ける、開か

れた議会を目指す、そう言って選挙戦を戦い、議

員になってからはそれをどう実践していくか、常

に考えてきたのでありますが、議会の情報公開や

市民と議会の距離を縮めることなどについて自分

なりに努力をしてまいりましたが、まだまだ道半

ばというところでございます。議会の情報がよく

わからないなどを理由として、今の議会のあり方

に満足できない市民は全国平均では半数に達する

という調査結果は、これから議会のあり方を改め

て変えていかなければならないと再認識されるも

のであります。 

 ことし、新庁舎とともにＣＡＴＶ事業も完成を

見ますが、これは私はとてもうれしいことである

と思います。これからの時代、国が目指している

ユビキタス社会に西予市も進んでいける基礎が整

備されたということなのです。ただ心配なのは、

ＣＡＴＶの運用が従来の有線放送のままというこ

とであります。魅力ある番組をつくり、市民がみ

んな加入したいというような運営はできないか、

西予市全体で取り組んでいかなければならないと

思うのです。そうすることによって、せっかく多

額の費用を導入して整備した光ファイバー網をオ

ール西予市で大切に利用していくことができる可

能性があると期待しております。 

 きょうの議会についてもＣＡＴＶで放送される

でしょうが、この中継だけでなく、例えば議員一

人一人が活動報告やまちづくりへの思いを語る時

間を１年に１０分数回ほど入れるとか、職員が西

予市のまちづくり計画や、きのう説明がありまし

た西予市地域公共交通総合連携計画案などを説明

する時間をとるなど、行政や議会での活用の方法

があるのではないかと思います。そして、それら

を見た市民との意見交換や議論などをもっとして

いきたいと思いますし、さらに西予市がやってい

ることに対して市民の皆さんに理解を深めてもら

えるような、そんなまちづくりはできないかと一

つの理想を今は考えているのであります。 

 きょうの質問は、市内の各所で議会報告会をや

りまして、そこで出てきたことや、何度も何度も

集会で話されたり、私に問われた意見の中からの

ものでございます。従来の市民の声であります

が、もっともっと情報公開が進むと多様なまちづ

くりについての考えやアイデアが出てくるように

なるでしょうし、開かれた議会に一歩ずつ近づい

ていく、今後はそう時代が変わっていくと思うの

であり、それがことしスタートし、新しいステー

ジに市民とともに変わっていくのだと期待いたし

まして質問に移ります。 
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 まず初めに、結婚推進についてお伺いいたしま

す。 

 西予市の人口は、合併時約４万８，０００人だ

ったものが昨年末には４万３，１６５人と、こと

しには４万３，０００人を切るではないかという

勢いで減少しております。これは、働く場がない

ため若年労働者が定着できないという問題のほ

か、全国的な傾向として未婚化、晩婚化が顕著に

なってきており、少子化に拍車をかけ、人口の減

少傾向にストップがかからないという現状なので

あります。広報せいよ２月号によると、１２月に

生まれた子供が１５人で、他界された方が６０人

という、１人の子供が生まれる間に４人の方が亡

くなっている現状でございます。このまま放置し

ておくと高校を卒業した子供たちは多くの人が都

会へと出ていくので、西予市は高齢者ばかりで消

費が進まず活気のない町になってしまうのではな

いかという心配があります。そのような状況を打

開し地域を元気にする１つの方策として、愛媛県

ではえひめ結婚支援センターの開設、運営を愛媛

県法人会連合会に託し、県内の企業を中心に活動

を推進しております。 

 西予市でも、せいよクローバークラブという結

婚推進委員会を設置して、その対策に取り組んで

いるのですが、その活動実績とこれまでの評価は

どのようなものでしょうか。また、２月に４カ所

で相談会を実施されていますが、それぞれの相談

件数の実態はどのような実績だったのでしょう

か。継続して活動されておられますが、さらにそ

れを有効活用して独自の成果を上げることはでき

ないものでしょうか。有効活用というのは、委員

会を補助する仕組みをつくり、もっと情報を積極

的に集めていくことだと思います。 

 私は、議員という立場であるため、男女数名ず

つから結構相手を探してほしいと頼まれておりま

すが、それがなかなかうまく結びつくものではな

く結構苦労をしますので、推進委員の方の努力も

察しがつきます。しかし、現状では、その情報を

共有する仕組みになっておりませんし、委員会へ

の登録を進めても当人はそれが嫌なのだそうで

す。そのような状況を乗り越える、いわゆる汗を

かいてお世話をするサポーターのような補助的な

仕組みが今後は必要となってくると思います。委

員会がもっと積極的な役割を果たしていくために

は、その仕組みをもっと広げ、市も市民もみんな

でそれが自分のことと感じてかかわっていく心意

気もあってほしいと思います。そのような情報を

しっかり活用していくことも有効なことでしょう

し、議会を初め、職員やその他の組織、団体にも

協力してもらう体制がとれれば、もっと結婚を推

進していけるのではないでしょうか。 

 今治市に日本食研という会社があり、そこでは

会社を挙げて社内恋愛を推奨しているということ

で、テレビの全国放送にも何度も取り上げられ有

名になっています。その理由は、結婚を含め、社

員が仲よくなるということは、団結心が増し、チ

ームワークが向上し、生産性も上がると考えられ

るからだそうです。社内恋愛神社を会社に設置

し、社内恋愛目安箱のかぎを社長が持っていると

いうことです。実績は４００組以上、社長が恋の

キューピッドなのだそうです。トップの意気込み

により、成果は上々な例ですが、三好市長はさら

に結婚推進を進めることについてどのような思い

なのでしょうか。 

 また、近年、一度は結婚をしたが、不幸にして

別れた方が増加しており、そのような人に対して

も再婚をフォローする仕組みができないのか、お

伺いいたします。 

 愛媛県では、前年比８．５倍の約８，０００万

円を当初予算に盛り込んで過疎地を救うため婚活

支援を試みるということですが、それらの事業と

もリンクし、第１次産業の後継者不足や過疎地疲

弊の対策などを積極的に西予市からもリクエスト

するような活動もしていっていただきたい、私は

そう思っております。 

 次に、幹線バスの導入についてお伺いいたしま

す。 

 西予市は合併して宇和野村線や宇和三瓶線の交

通量は明らかに増加しており、特に通勤時間帯に

は信号でも多くの車両が連なって停車しておりま

す。これは多くの人が行き来しているためです

が、市役所を初め民間企業などの職員、従業員の

通勤車両によるところが大きいと思われます。ま

た、学校やその他の機関や組織などへの通勤もご

ざいます。今後、本庁支所方式になると宇和以外

からの地域から職員の通勤車両はこのままではさ

らに増加すると思われますが、その多くの動線を

考えてみると、野村支所本庁、三瓶支所本庁など

重複しているルートがあり、一人一人の職員がマ

イカーを走らせることは非常に大きな無駄がある
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のではないかと思います。経済性や地球環境のた

めのＣＯ２削減を考えると、その時間帯に幹線部

分はシャトルバスを走らせて、その起点から自宅

をマイカー等を利用する方式をとることにより、

通勤手当の負担や駐車場の確保などの問題も含ん

だ市としてできる対策になると思うのですが、そ

ういった効率的な通勤体制がとれないのか、理事

者の考えをお伺いいたします。 

 次に、自主防災組織への支援についてお尋ねい

たします。 

 現在、地域ごとに自主防災組織の結成が進んで

おりますが、その目的を達成するために行政がど

の程度の支援が可能か、お尋ねいたします。 

 住民の自主性に基づく防災組織であるため、行

政の責任や権利義務はないのかもしれません。し

かし、大規模災害が発生した場合の避難、災害弱

者の誘導などを考えると避難所への案内看板など

は必要となってきます。そのための措置等のほ

か、市としての指導や支援はできないものでしょ

うか。 

 また、自主防災組織を結成したばかりとか、そ

の活動内容についての議論が行われている地区が

あり、その中で住民は、例えば自分たちで消火活

動をするとか、何らかの救出活動をしなければな

らないのではないかなど、その組織がどうあるべ

きかについて過度の負担を感じているところがご

ざいます。それは、市が組織の結成を促進してい

る割には正しい知識の啓発など指導が十分になさ

れていないためで、それを住民に説明するのに区

長さんがあちこちで苦労されているのを目にしま

す。そのようなことから、自主防災組織について

もソフト面でのケアが必要だと感じるのですが、

市としては何らかの具体的指導などはできないで

しょうか。 

 本来の目的は、火災防止、消火訓練、初期消火

などですが、最近では鹿児島の新燃岳の噴火のよ

うな大規模災害時には地域住民の連携、避難、情

報収集、安否確認などもその役割の中に含まれる

と思います。将来予想される東南海・南海大地震

のときにどこへ逃げるかなど、住民に共通意識を

持ってもらう。あるいは、いざというときにスム

ーズな誘導をするという目前に迫った災害対策の

ために、避難所への目立つ表示や案内看板、避難

生活のための準備や整備などが必要となってくる

こともあります。 

 結成時には一部補助金があるようですが、その

後の活動支援や施設整備などに多少なりとも経費

が必要となった場合、市が対応したり一部支援や

指導することはできないものか、今後の取り組み

はどうなのか、お伺いいたしたいと思います。 

 次に、西予市職員の通勤手当と駐車場使用のあ

り方について伺います。 

 現在、宇和文化会館裏の大駐車場が職員の通勤

用駐車場に使われているのですが、市民の中には

有料化にすべきだとか、職員から駐車場使用料を

徴収すべきだという意見が以前から多くありま

す。これは、どこの地区へ行っても懇談会や議会

報告会で出される意見で、その多さに私はやや驚

いているところでございます。私は、燃料代も１

００％出ているわけではないため、駐車場代も徴

収していないのだと理解しておりますが、このこ

とは市民には大変わかりにくいことなのでありま

す。市民から見れば、広い駐車場に日中たくさん

の車がとめられているわけで、それが無料という

こともあって、専有するのだったらその使用料は

どうなっているのかと疑問を抱くのだと思いま

す。したがって、通勤手当の根拠を明確にして、

かつ具体的な例を挙げるなど市民にわかりやすく

伝えるとか、本来の市営バスなどを利用すること

なども含め、手当を換算して支給し、駐車場利用

料を徴収するとか、または通勤手当と駐車場の関

係を広報やホームページを通じて市民に対してし

っかりと明確に説明をしていくべきだと思います

が、経済性を考えると後者の対応をしっかりすべ

きだと思います。現在の通勤手当がどうなってい

るのか、今後駐車場使用のあり方をどうしようと

しているのか、理事者の考えをお伺いいたしたく

存じます。 

 最後に、古墳、古城めぐりルートマップの作成

と文化財の活用についてお尋ねいたします。 

 西予市には古代ロマンの里構想があり、数多く

の古墳や古城跡地などの歴史的遺産があって、既

に調査が終了したり整備されつつあるものがござ

います。古城めぐりや古墳めぐりについて、どの

ような遺跡がどこにあってなど、まだまだ一般的

には知られていませんが、コースを設定してルー

トマップを作成し、教育活動や歴史ファン、観光

目的にＰＲしてまちづくりの一つの核とすること

はできないものでしょうか。文化保存会から、古

城、とりでについての本も出されており、西予市
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にとって貴重な資料と言えますが、今は知る人ぞ

知るという状況で、もっと多くの市民に知ってほ

しいし、それらについて後世に伝えていかなけれ

ばならないとも思います。 

 古墳については、ＰＲは消極的な印象で、もっ

と西予市の歴史を知ってもらったり、文化の里の

イメージアップのためにもルートマップの整備と

ＰＲ、イベントや歴史教室の開催などが必要なの

ではないでしょうか。 

 笠置古墳についても、とても整備が進んだと思

うのですが、その活用などの方針が見えてきませ

ん。ただ整備しただけでは、せっかくの投資も無

駄になってしまいます。今後の活用や古代ロマン

の里構想をどう進めていくのかは、常に情報発信

して市民にも関心を持って来てもらうということ

が重要だと私は思います。そして、それが西予市

民の心の中に共有物として刻み込まれるくらいに

なってほしいものです。 

 また、宇和米博物館については、博物館として

は有効活用されているとは言えず、以前からぞう

きんがけレースのほうが注目を浴びています。し

かし、博物館としてもっともっと充実を図る必要

があり、来館者に魅力ある展示を今後も続けてい

くためには、古城、古墳や発掘調査の結果を公

開、展示するなども検討していくべきではない

か、そう思うわけでございます。古城、古墳めぐ

りの基地としての活用も考えたら、さらに有効活

用が図れると思うのですが、それはできないもの

でしょうか。理事者の考えをお伺いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 松山議員の一般質問のうち、結

婚推進についてお答えをいたします。 

 西予市における後継者の結婚問題を解決するた

めに平成１７年度に西予市結婚推進委員会を立ち

上げ、市内に５３人の結婚推進委員を委嘱し、結

婚推進活動を進めております。 

 推進委員会の主な活動としましては、結婚相談

所の開設、推進委員の情報交換会、婚活イベント

の実施などでございます。推進委員の個人的な活

動も含めて、６年間で推進委員がかかわった１３

組の成婚実績があり、日本じゅうが結婚難の時代

にこの実績は推進委員の精力的な働きかけのおか

げだと感謝をしております。 

 相談日は旧町ごとに設置をしておりますが、お

尋ねの今年２月の相談件数でございますが、宇和

町が３件、三瓶町が１件、城川町、野村町がゼロ

件でございます。明浜町につきましては、２月は

実施月ではありませんので、数字が上がっており

ません。 

 ここ数年の西予市全体での相談件数は、年間約

２７から５０件程度でございます。希望者は結婚

推進委員会に登録をすることができます。現在１

１２名の方が登録をされております。この情報量

では活動に限界があると感じております。そこ

で、登録に抵抗がある方は推進員が個人的に情報

を持ちかかわっていく方式も昨年度から取り入れ

られ、対象者の情報量をふやすことへの対応をし

ているところでございます。 

 登録者情報は厳重に管理をしており、推進委員

以外が閲覧することはできない決まりになってお

ります。結婚推進活動は、特にプライベートな内

容を取り扱っており、登録者と推進委員の信頼関

係の上で成り立ちます。お尋ねのように、現状で

は推進委員以外の方が情報を共有することは難し

いと思われます。しかし、ある地区では、集落ご

とに結婚委員を独自につくり、ご近所の後継者情

報を推進委員につないでいく例もあります。この

ように、結婚問題を人ごとにせず、市民一人一人

がサポーターとして深くかかわり応援していく体

制づくりは必要だと思っております。社会教育関

係団体を初め、さまざまな団体や組織力を生かせ

ば、さらに踏み込んだ活動の輪が広がると思いま

すので、その手法については今後検討していきた

いと考えております。 

 そのほか、昨年度から年２回程度でございます

が、市全域での婚活イベントも始めております。

このイベントが出会いのきっかけになればと思っ

ております。今後においても、自治体が主導して

結婚推進に取り組むことで少子・高齢化対策や地

域の活性化につながるものであり、何より安心し

て後継者が結婚活動に臨めるメリットがあると考

えております。 

 なお、ご指摘の再婚者の支援についてでござい

ますが、結婚推進委員会では初婚、再婚を問わず

受け付けをしておりますので、ぜひご利用いただ

きたいと思っております。 

 今後、えひめ結婚支援センターとの連携や民間
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業者との協働等、あらゆる方法でこの問題解決に

取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご

指導とご協力をお願い申し上げまして、答弁とさ

せていただきます。 

 続きまして、古墳、古城めぐりルートマップの

作成と文化財の活用についてのご質問でございま

すが、西予市教育委員会では平成１６年度に策定

した古代ロマンの里整備活用基本計画に基づき、

笠置峠古墳、笠置街道、ナルタキ古墳群を中心と

した周遊コースを設定し、平成２１年度には西予

市観光協会宇和支部のご支援をいただいて笠置峠

古墳周辺マップを作成し、笠置峠古墳やコース周

辺に設置をしているところでございます。また、

平成２３年度には、笠置峠古墳周辺マップについ

ては修正の上、増刷を予定しております。あわせ

て、笠置峠古墳パンフレットを新たに印刷する計

画でございます。 

 周遊コースにおいては、地元の笠置文化保存会

のご協力により、周囲の景観に配慮した手づくり

の誘導表示や解説板を設置しているほか、愛媛大

学の下條教授の地域史講座のご協力でルート上の

魅力や改善点についてご意見をいただき、ルート

や遺跡の見せ方を改善するように取り組んでいる

ところでございます。 

 次に、古墳のイベントや歴史教室を通じたＰＲ

についてでございますが、一昨年からＪＲ四国と

タイアップした駅からウオークを実施しており、

２年間で約１６０名の参加をいただきました。ま

た、笠置峠古墳の葺石体験事業では、昨年度約５

０名の参加があり、ことしも３月１３日に実施す

る予定にしております。そのほか、平成２３年度

には、古墳の祭り復元へ向けた土器づくり体験や

弥生時代の石器づくり体験など、国庫補助を活用

した計画をしております。今後とも、宇和盆地の

歴史的特性や地域性を生かした活動を継続してま

いる所存でございます。 

 次に、米博物館を利用した発掘調査結果の公開

展示に関するご質問ですが、宇和盆地が古代南予

の政治文化の中心たり得た背景に稲作があったこ

とは疑いがなく、ご指摘のとおり米博物館におい

て宇和盆地出土の稲作関連遺物を展示することに

ついては、今後米博物館設置の趣旨に基づく学識

経験者等のご意見もお聞きしながら検討していき

たいと考えております。 

 なお、宇和盆地出土の考古資料の展示について

は、古代ロマンの里の整備活用検討委員会におい

ても遺跡を正しく理解するために欠かすことので

きない活動であるとの意見もいただいているとこ

ろであり、構想の趣旨に応じた展示や古墳めぐり

の拠点整備について今後検討していきたいと考え

ております。 

 以上、古墳、古城めぐりルートマップの作成と

文化財の活用についての答弁とさせていただきま

す。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 私のほうからは、ご質問

の３点についてお答えいたしたいと思います。 

 まず、２つ目の幹線通勤バスの導入についての

件、それから４つ目の西予市職員の通勤手当と駐

車場の利用方法、使用のあり方について関連がご

ざいますので、本件２件を一括してお答えいたし

たいと思います。 

 まず、幹線バスの導入についてのご質問でござ

いますが、おっしゃるとおり、確かに宇和野村線

や宇和三瓶線、このところ交通量がふえておりま

す。特に、通勤時間帯には信号待ちの車で渋滞も

よく見受けられます。この傾向は５町の合併によ

るものが非常に大きいのではないかと私のほうも

感じております。その解消策として、その通勤時

間帯に幹線部分にシャトルバスを走らせてはどう

かというご質問でございますが、さきの第３回の

定例会において沖野議員の一般質問で、現在市の

所有しているバスはスクールバスや地域の足とし

て運行しているものばかりであり、職員の通勤の

ために運行することは困難であるというお答えを

申し上げたところであります。それでは、職員の

通勤のために新たにバスを購入して運行するの

か、あるいは運行事業者に委託して対応するのか

ということになりますけれども、このことについ

ては経済性の問題、ＣＯ２削減を含めて、今後の

駐車場管理の中で総合的に検討してまいりたいと

思います。 

 続きまして、西予市職員の通勤手当と駐車場の

使用のあり方についてのご質問でございますが、

ご質問の西予市文化会館駐車場、すなわち文化会

館裏の大駐車場は、ご存じのとおり、宇和文化会

館建設にあわせてその駐車場として整備購入され

た駐車場でございまして、その管理を西予市が行
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っているところでありますが、使用については当

然のことながら宇和文化会館事業に供することが

大前提でございます。そのほか、宇和地区の盆踊

り大会等のイベント等でも使用しておりますが、

イベント以外では通常、土日を含めて無料で開放

しておると、一般開放して有効利用をしていただ

いておるところでございます。 

 職員の駐車につきましては、文化会館建設以前

は役場周辺の駐車場に駐車しておりましたけれど

も、文化会館建設後に来庁者の利便性を考慮し

て、現在の宇和文化会館駐車場に移動させて現在

に至っているところでございます。 

 駐車場の有料化が、有効利用している一般の

方々の締め出しにつながらないかを含め、今後駐

車場の使用のあり方につきまして、平成２０年第

１回の定例議会での松山議員からの一般質問、さ

きの第２回での定例会の酒井議員からの一般質問

でもお答えしたとおり、新庁舎の開庁後の駐車場

利用状況、変化等を踏まえて、新たな管理方法を

検討してまいりたいと思っております。 

 また、通勤手当につきましては、昭和３２年の

人事院勧告に基づき、昭和３３年４月からこれは

実施された手当でございまして、西予市職員の給

与に関する条例第９条の規定に基づいて支出して

いる費用でございます。性格的には実費弁償に近

いもので、この手当をもって通勤費を賄うと、す

べてを賄うというものでは当然ございません。そ

の負担の軽減を図るという趣旨の手当でございま

す。もちろん、この手当には駐車場使用料は含ま

れておらないという理解でございます。 

 通勤手当の支給額等の詳細については、広く市

民の皆さんに理解をいただくため、広報１月号で

市職員の給与などの状況を公表しますというこう

いう記事の中で毎年掲載をいたしておりますけど

も、市のホームページで西予市人事行政の運営等

の状況についての中でも公表をいたしておりま

す。３月下旬に毎年更新をしてるところでござい

ます。今後、なお一層の充実を公表等の問題につ

いて図っていきたいと思っております。 

 以上２件の答弁とさせていただきます。 

 もう一つ、３つ目の自主防災組織の支援につい

てのご質問についてお答えいたします。 

 先月２２日、ニュージーランドで地震が発生い

たしまして、日本人を含む多くの方が災害に巻き

込まれ、崩壊した建物からの懸命の救出活動が行

われている様子がテレビや新聞で連日報道されて

います。我が国においても、今後３０年以内に６

０％という高い確率で南海地震が発生し、当市に

おいては震度５強から６弱の揺れがあり、甚大な

被害が発生するであろうと予想されております。 

 このような大規模災害による災害を最小限に食

いとめるためには、災害直後から地域住民の皆さ

んが連携して人命救助や初期消火活動を行う必要

がございます。当市では、２００８年マニフェス

トで２８の政策提言を行いましたが、その政策の

一つに自主防災組織の充実を掲げており、市内の

組織率１００％を目指して地域防災リーダーの育

成をすることといたしております。組織率につき

ましては、現在６５組織で９７％になりました。

目標としている１００％も見えてきたかなという

状況にございます。 

 地域防災リーダーの育成支援についてでござい

ますが、愛媛県が毎年実施しております研修会や

講演会などへ毎年参加を呼びかけておりますが、

各地区から数十人の参加があり、専門的な知識や

技術を有する講師によって研修を受けていただい

ております。また、昨年度から開催されているも

のですが、愛媛防災インストラクター養成講座に

も７人が西予市からご参加いただきました。平成

２３年度からは、愛媛県が３カ年継続して防災士

養成講座を開催する予定でございますので、現在

実施時期等について各市町と調整を図っていると

ころでございます。自主防災組織に直接かかわっ

ておられる方に防災を呼びかけ、地域の防災リー

ダーとなっていただくとともに、自主防災組織の

活性化につなげていきたいなと考えております。 

 また、これらの研修とは別に、市役所及び総合

支所の総務課の防災担当や公民館、消防署に対し

て、相談や指導要請がよくございます。引き続き

連携して支援してまいりたいと思っております。 

 活動資金の支援についてでございますが、当市

には独自に２つの補助金制度がございます。 

 １つは、自主防災組織が結成されたとき、その

組織が管轄する地域の人口に１００円を乗じた額

を１回に限りでございますが、交付する結成支援

補助金でございます。もう一つは、テントや発電

機、チェーンソーなどの防災機器を購入すると

き、あるいは防災の講師に対する謝礼、こういう

ものが必要なときに活動費の３分の２以内の額で

最高１０万円を３カ年連続して交付する活動育成
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補助金。もう既に７つの組織に補助金を交付して

おります。これは事前に申請書の提出が必要でご

ざいますので、市役所または総合支所総務課の防

災担当と相談していただければと思っておりま

す。 

 避難場所を示す掲示板や案内板の設置について

は、明浜地区に３９カ所、三瓶地区に３カ所の津

波一時避難場所を優先して設置いたしておりま

す。学校や公民館などの避難場所につきまして

も、順次設置してまいりたいと思います。また、

本年２３年度中に三瓶地区海岸部の津波一時避難

場所を指定する計画でございまして、明浜地区、

三瓶地区の全世帯に津波ハザードマップを配布す

ることにいたしております。 

 以上、３点の答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ７番松山君。 

 

○７番松山清君 まず、第１点目の結婚推進につ

いてお伺いしたいと思います。 

 まず、市長のトップとしての意気込みという

か、それを私はお伺いしたい、そう申しとったん

ですけども、愛媛県は知事が中村知事になりまし

て、この問題にすごく取り組む意欲を感じたわけ

でございます。先般、２月２８日の愛媛新聞にも

出ておりましたが、この予算は全国でも第２番目

という予算を県のほうは計上しておりまして、ま

たテレビでも愛媛県は積極的にやるということを

何かの特集で先月取り上げられておりました。こ

れはやはり強いメッセージじゃないかと思います

し、これがまた県内の市町村に与える影響とか、

あるいはそういった活動をやっている方の心の支

えになるんじゃないかというふうに私は感じたわ

けでございます。 

 今ほど答弁にありましたように、結婚相談とい

うやり方にはもう限界があるんじゃないかと思う

わけです。実績は、三瓶町で１日相談会をやって

１組の相談、城川の村では１日相談会をやってゼ

ロ件、これが今の結婚推進活動の現状であるわけ

です。ですから、これではいけないんじゃないか

ということを私は申し上げたい。それで、特に議

員さんは恐らくかなりの方が、だれかええ人おら

んやろうかという相談は受けた経験があるんじゃ

と思うんです。私も、これぐらい相談を受けるん

かというぐらいいろんな方が言ってこられます。

市の職員の方もそうじゃないかなあと私思うんで

すけども、そういった細部に隠れた情報をくみ上

げていく、それと私たちは守秘義務があるわけで

すから、そういった議員というこういった活動の

中で知り得た情報をむやみやたらに、特にプライ

バシーに関することなど言ってはいけないという

そういう立場でもあるわけで、今の答弁では推進

員だけしかそれを見せないとか知らせないという

ことがありましたけども、こういう状況ではこの

問題は解決していかないんじゃないかとそういう

ふうに思うわけでございます。ですので、そうい

ったところも含めて、もうちょっと積極的な展

開、取り組みができないか、市長の考えをお伺い

していきたい。 

 それともう一つは、後継者ですよね。西予市は

第１次産業が中心ですから、漁業、農業、林業、

そういったところに後継者がいないという本当に

大きな問題があるわけでございます。ですので、

こういった結婚推進とリンクして、例えば結婚後

のサポート、あるいは子育て支援、そういった中

での上乗せ、そういったような施策が、あわせて

西予市独自の施策がとっていけないものだろうか

と私はそう思っておるわけでございます。ですの

で、そこは本当に大きな問題としてもっとこれか

らもクローズアップして、西予市の問題として取

り組んでいっていただきたい、そういう思いがご

ざいますが、市長のほう、いかがかということで

ございます。 

 あと、古墳、古城めぐりについてですが、ＪＲ

とタイアップしてやっとると、大変これは今お伺

いしまして、本当に大事なそういうことをぜひや

ってほしいなあと思っておったわけですが、あ

と、今のことに関して、古代ロマンの里構想とい

うもっと大きな将来の展望があるわけでございま

すけども、そういうののどういう形で今後進めて

いくのか、今後、今の笠置古墳だけじゃなくて、

今言われたような古墳だけじゃなくて、まだ小森

古墳なんかもありますし、いろんなところがある

と思うんですが、そういったものをもっともっと

クローズアップして観光化してやっていこうとい

う構想はないのか、それについて、また追加でち

ょっとお聞かせ願えたらと思います。 

 それと、幹線バスのことでございますけども、

購入というお話をちょっと聞きましたが、購入す

るよりも、もうちょっとですね、今地域公共交通
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の問題検討をしておる段階だと思いますので、バ

スを買ったけども使ってない、朝動いてないバス

があると思うんです。ですから、そのバスをレン

タルというたらおかしいですけども、例えば福祉

施設なんかで朝使ってないのがあればそれを利用

するとか、各施設ごとに専用バスを買うというや

り方よりも、市が一括してバスを管理して分配す

るといったようなやり方の中で、朝は幹線に走ら

せる。幹線は、通勤だけじゃくなくて、もっとス

クールバス的なものも一緒に利用して、有効的な

活用ができないのかと、そういう中での幹線バス

のあり方を考えていただけないかというふうに私

は思うわけですが、それは取り組みはできないの

かということをちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

 それとリンクして、駐車場の問題、今いっぱい

になっておりますけども、これを減らしたいわけ

ですが、さらにちょっと駐車場の手当のほうにも

きょうは踏み込まさせていただいたんですけど

も、この駐車場の手当というのは、今部長が説明

されました。もちろん出されとるのはわかります

が、それではわからないんですよ、市民に。わか

らないから、あちこちでどうなってんだと声が出

てくるわけですから、もうちょっと違った形でわ

かりやすくしていただきたいと思うわけでござい

ますが、いかがでしょうか。 

 以上、質問といたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、松山議員の再質問の結婚

の推進関係について、私から答えさせていただき

ます。 

 中村知事がすごい意気込みで結婚推進をやって

いくというメッセージ性は、非常に私どもにも伝

わっております。先ほど言われました８，０００

万円ですかね。これは、県の事業というのは市町

村の運動も含まれておるわけで、県だけがやるわ

けではなしに、これは市町村も一緒にやるという

ことですから、県全体でやるということで、県が

独立してぽんとやるわけではないわけです。その

こともご理解をいただいて、そういうことを一緒

に私どもはやらせていただくということだとこの

ように思っておるところでありまして、議員が思

っておられるようないろいろな情報も、自分だけ

が持つんではなしに、どんどんどんどんお互い同

士がやって情報を出し合うことによって、結婚も

そういうのは結びつくんだなあと、このように私

はなるんだと思っておりますが、そういうのをあ

わせながらやっていくというのが大事だと思って

おります。 

 実は、私どもは、若い職員が西予市の未来につ

いての提言をいただくということを昨年それぞれ

のプロジェクトを組んでいただいて、半年ぐらい

それぞれ仕事の外で職員が研究をいただいて、私

どもに提言をいただいたいろいろな事項がありま

す。その中で、この結婚問題も職員がとらえて私

どもに提言をいただいたやつがありますが、その

中でも若い職員の中では今の結婚推進委員制度に

非常に疑問を持っておるという提言をいただきま

した。若い、いわゆる今から結婚をする、あるい

は結婚をして間もなくぐらいの方々は、違うやり

方をやらないといけないというのが、非常に感覚

的に今の推進委員制度に対する疑問を私のほうに

提示されたことも現実であります。だから、そう

いうこともとらえながら、私どもはやはり若い

方々の感覚を持った結婚推進の仕方も本当に必要

だということの認識をしっかり私どもも共有する

必要があるとこのような思いもしております。 

 特に、この問題は大事な問題でもありますの

で、議員各位の方々も一緒に考えていただくよう

にお願いをしたいとこのように思っております。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 追加質問、２点ほど私の

ほうに追加質問いただいたと思いますが、お答え

申し上げたいと思います。 

 まず最初に、バスの市の総合的一括した購入で

有効利用という問題でございます。 

 市には、ご存じのとおり、いろんな分野でのバ

ス、スクールバスも含めてございます。現在のと

ころ、有効利用が図られていないというバスはご

ざいません。私のほうもそういうふうに理解して

おります。 

 スクールバスが一時利用できないかということ

も議論された経緯がありますけれども、時間的に

小学生、中学生が使用する時間帯、それから実際

の通勤というのが重複するということで、非常に
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時間調整がこれは困難な問題がございます。それ

ともう一つ、例えばどこかへ委託してシャトルバ

スを走らす場合においても、地域の足として今地

域に根を張っていただいております宇和島自動

車、宇和島バスさんとの関係をどうするか、大変

な問題が生じてまいります。西予市地域内だけで

あれば西予市内で解決できますが、宇和島自動車

さんの場合は西予市、宇和島市、八幡浜市、大洲

市、地域間をつないでおられますバスの問題がご

ざいますので、このほうと競合するという問題も

生じて、どうしても大きな調整が必要になってこ

ようかと思います。 

 それともう一つ、問題が出てきますけども、職

員の通勤の場合には、どうしても支所単位ではな

かなか職員も旧町自体が広うございますので、旧

支所へ、役場へ集まるという対応もなかなか現実

論として難しい点がございます。 

 もう一つ、駐車場の手当と通勤手当の関連です

が、確かにおっしゃること、概念的に費用弁償の

意味合いですよと、こういう説明をしてもわかり

にくい面があろうかと思いますので、駐車場の使

用方法、駐車場のあり方、駐車場の利用の形態等

について広報であり、ホームページであり、一度

掲載、市民の皆さんにお知らせすることが可能か

どうか内部で検討を進めさせていただきたいと思

います。市民の皆様にわかりやすい方法で現在の

駐車場がどういう状況なのかということをお知ら

せできたらなという考えでおります。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 古代ロマンの里構想、今後の構

想についてでございますけども、まず現段階では

原始、古代の遺跡を中心とした調査、保存をして

いくことが重要だと思っておりますけども、その

中で現在調査を続けております西ノ前遺跡につい

てでございますが、この遺跡につきましては宇和

の昔役所が置かれていた可能性があると考えられ

ております。そこで、平成１９年度から国庫補助

を受けまして実施をしているところでございます

が、本年度、２３年度がその最終段階に入ってお

ります。そこで、役所の置かれていたというよう

な調査が進みますと、古代南予の歴史解明に大い

に役立つばかりでなく、古代ロマンの里構想の拠

点ともなると考えております。そういったことか

ら今後の進捗状況を見ながら、また専門家のご意

見を拝聴しながら、古代ロマンの里整備活用検討

委員会等々において十分検討を重ねてまいりたい

と思っております。 

 それから、もう一点目の結婚推進の活動、また

はサポート体制についてでございますが、西予市

におきましては西予市結婚推進委員会のイベント

を初めとした組織的な取り組み、推進委員の個人

的な活動を中心に、細やかで地道な活動を現在展

開をしております。特に２０代、３０代の青年層

については、社会貢献の過程が出会いのきっかけ

づくりにつながると考えられ、社会教育の側面か

らも団体活動を進めやすい環境を整えていくこと

や、他の団体、後継者団体等との連携も視野に入

れて支援をしていきたいと考えております。 

 また、結婚後の子育てサポートとか子育て支援

についても、今後十分に検討をしていきたいと思

っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時２４分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１０時

３９分） 

 次に、２番二宮一朗君。 

 

○２番二宮一朗君 公明党の二宮一朗でございま

す。 

 議長より許可をいただきましたので、通告に従

いまして、質問をさせていただきます。 

 初めに、公会計制度改革について質問をさせて

いただきます。 

 近年よく言われております道州制や地域主権、

地方分権などといった国と地方のあり方について

の議論が、民主党への政権交代をきっかけに当然

加速をして進むであろうとだれもが思っていたと

思いますし、期待をしていたのではないでしょう

か。ところが、今の政府の中ではそれどころでは

ないといった感じなのでしょうか、なかなか進ん

でいないし、見えてこないのが現実であります。

しかしながら、最近の地方選挙の結果を見ている

と、国が方向性を示さないのなら、地方みずから

がやってやろうじゃないかといったような動きに

民意が変化をしているように思います。 
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 また、既成政党、特に二大政党への不信不満

が、政府だけでなく政治へのいら立ちやあきらめ

感へと続いてきていることはまことに残念なこと

であり、多くの課題が山積している日本の将来に

とってまことに憂慮すべき事態だと認識をしてお

ります。今こそ国政においての議会制民主主義と

地方議会においての二元代表制の原点をしっかり

議論をすべきときだと思っております。 

 少し前置きが長くなりましたが、だからこそ今

地方自治体がみずからできる改革を少しでも前に

進め、来るべき地方分権、地域主権時代に備える

必要があると考えます。 

 そこで、西予市における公会計制度の改革につ

いての考え方をお尋ねいたします。 

 地方分権が進展していく状況の中、自治体の財

政運営や行政サービスの提供について住民に対し

てより一層の説明責任を果たしていくこと、自治

体が自治体経営において主体的に政策判断を実施

することが必要となります。 

 現在、国や西予市を初め、多くの自治体は、単

式簿記・現金主義で行われていて、単年度でのお

金の出し入れを記録するものであり、資産や将来

の負担、各事業別行政コストなどがわかりにくい

システムとなっております。この問題点を解消す

る手法が、企業会計で活用される複式簿記・発生

主義であります。これは、日常的な現金以外の債

務、債権なども会計処理をするほかに、土地や建

物などすべての資産の出入りを記録をするため、

事業別、組織別の財政状況やコストを月ごとなど

リアルタイムで確認もできるため、職員の意識の

向上や迅速な業務改善が可能になるというメリッ

トがあります。 

 要するに、財政の見える化を推進する公会計制

度改革は、行政の無駄を省き、実効性のある施策

を展開する上で正確な財政状況を把握する手法と

して注目を集めております。例えば、バブル崩壊

後、財政再建団体への転落危機に直面した、あの

東京都、この複式簿記・発生主義を用いた財務諸

表を活用し、２００３年度末に将来の債務負担な

ど約１兆円の隠れ借金を見える化して、直ちに２

００７年度末までに解消をしております。また、

向こう１０年間の大規模施設の改築や改修に備

え、２００８年度に社会資本整備基金に２，５０

０億円を積極的に積み立てた結果、活用可能な基

金は２０１１年度末の見込みで９，６３５億円に

達しております。そのほか、事業別の事業評価を

実施し、すばらしい成果を上げております。 

 昨年９月の議会においての平成２１年度監査委

員さんの決算審査意見書の中では、地方財政健全

化法に基づく健全化比率の公表が始まっており、

また自治体の会計に民間企業の手法を取り入れた

地方公会計改革も進んでいる。これらの制度は、

財務報告の信頼性の向上と財政状態を正確に把握

するためには不可欠なものであり、当市において

も今後その内容の精度を高めていく必要がある。

景気低迷が続く昨今、西予市を取り巻く環境も厳

しいことから、常に危機意識を持ち、最少経費で

最大効果が得られるよう効率的で健全な行財政運

営に一層努めていただきたいとありました。西予

市においての会計制度改革の今後の方針や計画を

お示しいただきたいと思います。 

 次に、２点目として市長マニフェスト評価表か

ら質問をさせていただきます。 

 三好市長は、合併後就任以来１期４年間におい

てもこの２期目の３年間も目標を設定しながら行

政運営をされていることに対し、敬意を表すとこ

ろであります。 

 その中で、今回三好幹二２００８マニフェスト

における６つの西予づくりで掲げられた２８項目

の政策の内部評価、そして市民評価を拝見させて

いただきました。現在、ケーブルテレビの整備、

新庁舎の建設、新市立病院の建設など大きな事業

が順調に実施をされてきており、内部評価、市民

評価ともにおおむね良好といった感じでしょう

か。私自身もほぼ同じ意見でありますが、ただマ

ニフェストの大きなタイトル、４番目の生活を支

える経済活動による豊かづくりにあります４項

目、元気出せ、元気だ西予農林水産業、西予市の

条件を生かした企業誘致、活力復活と発想転換の

商店街支援、イベント型観光から企画提案型観光

については、市民評価もでありますけれども、内

部評価も余り芳しくはありません。数字の評価よ

り、何よりも多くの市民の皆様が感じておられる

のは、今現状の生活の閉塞感を何とか打ち破って

ほしいと願っているし、将来このまま西予市に住

んでいて安心できると思えるようになれることを

最も期待をされているんだと思います。 

 特に、①にあります元気出せ、元気だ西予農林

水産業は、西予市の基幹産業と言われ続けなが

ら、現実どの１次産業も所得はふえない、後継者
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もいないしできない、耕作放棄地はふえる一方な

ど、厳しい現実と向き合いながら暮らしておられ

ます。加えて、ＴＰＰ参加問題など国の農業政策

には全く期待もできなくなっている今日、西予市

としての１次産業の近い将来の姿を示さなければ

ならない時期だと思います。 

 昨日の三好市長の所信表明の中でも、本市なら

ではの地域特性、資源を結び合わせた交流と活力

あふれるまちづくりを進めることによって、子供

も高齢者も、住む人も訪れる人も、自然も文化も

産業も、夢の持てるまちをつくりたいとおっしゃ

っておりました。まさに、市民の皆さんが、今は

こうなんだけど数年後はこうなるんだと感じられ

るビジョンを求めておられるのではないでしょう

か。三好施政２期目の総仕上げの本年、市民の皆

さんに市長からの勇気を与えるメッセージを、ま

た方向性をお示しいただければと思います。 

 以上で私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、二宮議員の２点目に言わ

れました私のマニフェストの評価についてお答え

をさせていただきたいと思います。 

 私は、衆議院議員４期をされ、その後三重県知

事を３期されました、今早稲田大学の大学院の教

授をされております北川先生が提唱されましたマ

ニフェスト、特にローカル・マニフェストについ

て考えに賛同いたしまして、その考えをともにす

る全国の同じ仲間とともにマニフェストを掲げ

て、先般の２期目の選挙に臨みました。そして、

その当選後、２００８、２期日のスタートに当た

り、マニフェストでまちづくりの基本理念として

誇れる愛着の持てる西予市づくりを掲げ、それを

達成するために６つの西予市づくりと２８の政策

を提言させていただきました。その２８の政策に

つきましては、西予市総合計画とともに市の最重

点事業として全力で取り組んでいるところでござ

います。 

 政策の確実な実行と２期目半ばの達成度のチェ

ックと評価のために、内部で評価委員会を設置

し、平成２２年３月末を基準として評価を行いま

した。あわせて、市民の各種団体の代表の皆様へ

のアンケートをお願いをして、８０名の方に市民

評価をいただいて公表をしたところでございま

す。 

 その結果、内部評価では、２８政策の中で２０

政策が５段階で３以上となり、全体の約７割が計

画どおり進捗しているが、今後さらなる工夫や努

力を要すると評価されました。一方、市民の皆さ

んの評価では、２７政策に３点以上の評価をいた

だいております。 

 総合的な評価では、おおむね良好との評価であ

ろうと思いますけれども、一方では進捗が十分と

は言えない政策もございます。その中で、今二宮

議員がご指摘をいただきました、政策を支える経

済活動による豊かづくりも含まれております。市

民の経済活動は、国内外の経済、社会情勢に大き

く影響を受け、評価が２にとどまっております

が、今後目標が達成できるよう全力を傾注してい

きたいと思っております。 

 本市における対応策といたしまして、まず指摘

がありました１点目の元気出せ、元気だ西予農林

水産業の、この対策としまして第１次産業の生産

額１割アップを目指すことを目標として掲げまし

た。 

 農業の主な取り組みとして、去る平成２２年６

月にＪＡ東宇和各生産部及び行政側もご協力をい

たしまして、その連携をとりながら現状の見直し

を図り樹立いたしました命をはぐくむ東宇和総合

産地構想、いわゆるＪＡ東宇和農業振興計画を策

定いたしました。計画の設定年度は、平成２２年

度から平成２６年までの５カ年計画でございます

けれども、主な柱としまして、まず１番目に環境

に優しい物づくりとして農地フル活用、耕畜連

携、環境保全型農業、生産履歴記帳など、２番目

に持続的な担い手づくりとして認定農業者、集落

営農、農業生産法人助成及び高齢農業者の育成と

確保などでございます。３番目に、魅力ある産地

づくりとしまして、販売価格、６次産業化、西予

市食文化の育成などです。 

 具体的なこの方法としましては、直販施設の整

備、加工品の販売促進、裏作、麦、大豆の拡大、

養豚団地の構想などがありますが、また本計画で

ＪＡ西宇和管内の三瓶町が対象外となっておりま

すので、今後三瓶町を含めて、さらに情熱、意欲

ある生産者と連携をとり、目標達成に向けて展開

をしたいと考えております。 

 林業につきましては、平成２３年４月から稼働
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を予定しております林地残材等を活用しました木

質ペレット製造施設、あわせて林業活性化センタ

ーの稼働と、継続事業として市産材木造住宅建築

促進事業、間伐材出荷促進対策事業、また新たな

取り組みでございますけれども、東京都の港区と

の連携でございますが、港区モデルＣＯ２固定認

証制度への参加による販路拡大等を利活用して、

林業生産基盤の整備等により、森林の有する経済

的機能の高度発揮と森林資源の保全を図りながら

総合的な市民生活推進に政策を展開して、低コス

トで生産性の高い林業生産システムの確立を林家

と提携をして展開したいと考えております。 

 水産につきましては、平成２３年４月からスタ

ートする宇和海水産構想を基本に、生産加工から

流通販売までの仕組みをこの南予のそれぞれの市

町と一緒に構築をしまして、さらに展開すること

によって雇用や価格の安定化に寄与し、産学官民

の連携で魅力ある水産業を樹立したいと考えてお

ります。 

 次の２点目の西予市の条件を生かした企業誘致

対策でございますけども、市民の評価は率直に受

け入れなければならないと存じているところであ

ります。この評価は２でありました。 

 本市では、平成１８年に新たな企業誘致条例を

制定、または地域雇用促進協議会を立ち上げるな

ど、企業誘致等による雇用機会の拡充を目指して

るとこでありますけれども、経済の大都市集中化

あるいは企業の海外進出化が加速して、国内産業

とりわけ地域産業を取り巻くここ数年の状況は既

にご承知のとおりでございまして、市内におきま

しても事業所の撤退や規模縮小、あるいは求人倍

率の低下など、非常に厳しい雇用状況が続いてお

ることも認識をしております。最近、大都市部の

企業状況が持ち直しの兆しを見せている情報もご

ざいますけれども、これらが地方へ波及につきま

してはまだまだ楽観視できない状態だと思ってお

ります。 

 このような状態を踏まえまして、相当規模の雇

用が期待できる企業の誘致につきましては、今後

とも引き続き推進してまいりたいと思っておると

ともに、市内の農林水産物や人材、施設等の地域

資源をてことして６次産業の推進や企業との連携

による新たな産業の創出などを積極的に推進し、

一人でも多くの就業機会の創出を進めてまいりた

いと存じております。私も、この点については何

とか活路を開くためにはそれぞれの大手の企業、

あるいは中小企業等のほうに出向いて今交渉もし

ている案件も何点かございますけれども、それが

実るかどうかは別の問題でありますけども、何と

か方向性に結びついたらなとこのような思いもし

ておるところでございます。 

 次の３点目の活力復活と発想転換の商店街への

支援対策につきましては、これまで中心市街地活

性化を図るため、商店街卯之町町並み整備事業と

しましてカラー舗装や街路灯、案内板、トイレ改

修等を進めるとともに、旭町商店街の駐車場の整

備、平成２１年度にはプレミアム商品券の助成事

業を進めてきたところでございます。また、ＡＮ

ＡやＪＡＬなどの航空会社と提携をしたツアーの

誘致によりまして、年間大体４，７００人の観光

客の誘致を図るとともに、卯之町の町並みや野村

乙亥の里、みかめ海の駅潮彩館との連携した情報

発信等によって地域商店街への入り込み客の誘致

を努めているところでございます。 

 また、西予市の中小企業の振興資金の融資、同

じく利子補給の事業等におきましても、利用件

数、金額ともに年々増加傾向にあるため、なお一

層効果的な運用推進に努めてまいりたいと考えて

おります。今後も、商工会や商業協同組合を初

め、関係機関との連携強化を図るとともに、農商

工の連携対策や若者の活動支援など、地域商店街

への活性化対策に取り組んでまいりたいと存じて

おります。 

 次に、４点目のイベント型観光から企業提案型

観光対策についてでございますけれども、まず重

要伝統的建造物群保存地区に選定されました卯之

町の町並み地区を西予市の重要な観光資源の一つ

ととらえまして、その利活用を図ってまいりたい

と存じております。 

 現在、町並み環境整備対策の推進とあわせまし

て、年間を通じた集客イベントの充実や観光パン

フレット、ＰＲ映像の作製、またＪＲ四国との連

携イベントなど幅広く情報発信に努めているとこ

ろであります。ことしも１月３日に卯の年にちな

で、ウサギの卯之町駅長を任命いたしましたとこ

ろ、各報道機関のお助けも借りまして、全国にこ

の西予市の名前を発信することができたのも一つ

の例ではなかろうかなとこのように思ってるとこ

であります。 

 また、先ほどの航空会社によるツアー誘致を初
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め、平成２２年度から愛媛県及び南予各市町と連

携しまして、南予地域連携事業に取り組んでいる

ところであります。具体的には、南予９市町スタ

ンプラリーや広報まつやまへの南予情報の掲載事

業、本年１０月に予定しておりますのは南予食の

イベントを計画をしているところであります。ま

た、現在厚生労働省の地域雇用創造実現事業によ

りまして、西予市の観光物産ホームページを立ち

上げることとしておりまして、本年４月ごろの運

用開始を目指しております。これらの運用の中

で、市内観光、物産情報の発信とあわせまして新

規の観光ツアー商品の提案や地域産品のＰＲ、販

売促進などを積極的に推進したいと考えておりま

す。今後とも既存の観念や形態にとらわれない新

たな西予市観光の提案と情報発信に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上、ご回答とさせていただきます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 私のほうから公会計制度

改革についてのご質問についてお答えいたしま

す。 

 ご指摘のとおり、公会計制度の導入は、自由と

責任の分権時代を迎えるとともに財政状況が厳し

さを増す中で、自治体の経営を抜本的に見直すた

めの有効手段として考えられております。また、

これまでの現金主義による単式簿記に基づく予算

関連指標では、フローとストックの関係や資産と

負債の関係が十分説明し切れないという指摘も受

け、発生主義の考えと複式簿記の導入が必要とさ

れてきたところでございます。 

 そこで、平成１８年６月に成立いたしました簡

素で効率的な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律により、地方公共団体の資産、債

務改革の取り組みが規定され、それを受けまし

て、国の指針により公会計の整備が位置づけら

れ、人口３万人以上の都市においては平成２２年

までに公表されたモデル、いわゆる新地方公会計

制度研究会の示しました基準モデル、または総務

省方式の改訂モデルをいいますが、このモデルに

沿った財務諸表、具体的には貸借対照表、行政コ

スト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書

を整備、公表することが要請されたところでござ

います。 

 本市におきましても、愛媛県の指導を受けなが

ら総務省方式改訂モデルによりまして財務諸表の

作成に取り組みまして、平成２２年３月に平成２

０年度決算における普通会計及び公営企業会計や

当市と関係する一部事務組合や第三セクターを連

結した財務諸表の作成とホームページの公表を実

施したところでございます。 

 一方、平成１９年６月に地方公共団体の財政の

健全化に関する法律が成立しまして、財政指標の

整備とその開示を徹底し、財政の早期健全化及び

再生を図るための新たな制度ができました。これ

に基づく４つの健全化判断比率、実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率及び資金不足比率につきましても、平成１９年

度決算分から議会へご報告し、ホームページ及び

広報紙において公表を行ってきたところでござい

ます。 

 現在、地方公共団体を取り巻く厳しい社会情勢

を背景に自治体の財政状況への関心が高まり、ま

た地方分権の進展とともに住民の皆さんにわかり

やすい財政状況の公表等の説明責任も強く求めら

れておるところでございます。 

 今後の財務書類の作成、運用に当たりまして

は、単なる作成、公表にとどまることなく、地方

公共団体財政健全化法による健全化判断比率改善

への取り組みと公会計改革をあわせて進めること

によりまして、現金主義による会計処理の補完と

しての活用や公社、第三セクター等との連結を踏

まえた市全体としての財政状況の把握公表、さら

には事業や施設ごとのコスト分析や行政評価への

活用によりまして、めり張りのある資源配分と経

費支出の効率化に徹し、簡素で効率的な行政シス

テムを確立すべく財政健全化が図られるよう制度

の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 今のご答弁に関しまして再質

問をさせていただきたいと思います。 

 今、市長のほうからマニフェストに対しての今

後の取り組みとご説明をいただきました。私も、

市長が今おっしゃってくださったことは大体理解

をしておったつもりですけれども、ただ農業、特

に私は１次産業の中でも自分が農業をしてるもん
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ですから、農業のことしかちょっとわからないん

ですけれども、特にこの農業政策というのは、先

ほどもちょっと一般質問の中で言いましたけれど

も、国の政策がちょっと全然当てにならないなと

いうのがもうずっと近年というか数十年続いてき

て、農業をしてる者はそう思っているという方が

ほとんどなわけですよね。その中で、ただそうや

って言っとっても、現実はみんな年もとるし、子

供にも次々と引き渡さないかんという状況の中

で、どうしていったらいいんかなという、本当に

暗中模索というか、そういう状況なのではないか

と思います。ただ、農業の施策と言いましても、

もちろんお金がかかることですから、本来は国が

しっかりやってくれるべき、それはもうわかっと

るんですけれども、そうも言っとられんので何と

か西予市でという思いがちょっと強いわけであり

ます。 

 それでは、西予市の中にももちろん、農業、第

１次産業と今いろいろ言われました施策の関連も

あるんですけれども、第１次産業は、例えば高齢

化や限界集落とか、あと第１次産業と観光とか、

第１次産業と都会から市内に来ていただく方の移

住とかいろんなマッチングで、産業としてこうし

たらいいなというのはいろんな人も言ってるし、

実際にやられてる人もおります。ただ、それを西

予市として、本当に行政として支援をするという

ことと、あと民間の知恵、個人の人のやる気、そ

ういうものを引き出す施策がもっともっと欲しい

なというちょっと思いがあります。特に、農業政

策を行政で見てみると、先ほどもちょっと言われ

ましたけど、例えば農協であるとか、今やったら

農業支援センターとか、何かそういうところにち

ょっと丸投げ的な感じになっとるんじゃないか、

そういうふうに見えるわけですよね、農業してる

者からしたら。 

 そういうところ、それと例えば何かを自分で、

農業を通じて直販とかもろもろの産業を自分でや

ろうとしても、今西予市の産業活性化対策関連４

事業の中で補助がありますよね、これは最高限度

額半分の１００万円というのが４つあるわけです

けれども、これは最初の、要するに投資段階とい

うかスタート段階の１回きりというのがこの施策

になっとるんですよね。ですから、例えば私が何

かをしようと思ったときでも、１回きりやったら

やっぱ不安なわけですよね、数年見てほしいな

と。その実績を見ながら助成できるような制度、

３年なり５年なり、そして何かものをつくると

か、スタートするということは物すごい時間がか

かるわけですから、たったの最初のスタートの計

画だけの、１００万円渡しましたから頑張れよと

いうんじゃなくて、やっぱり見ていく、我々も見

てますよ、一緒に頑張りましょうねという姿勢が

行政としてほしいなと思うわけですよね。ですか

ら、そういう意味で、この予算も昨年とほとんど

多分変わってないんだろうと思うんですけれど

も、ちょっと考えていただきたいし、制度の内容

もしっかりと西予市としてのモデルをつくってい

ただきたいなと。前の一般質問で農業政策のとき

にも言いましたけれども、要するに西予市発とし

てのしっかりしたモデル、農業モデルをつくって

いってほしいなという思いが強いわけでありま

す。 

 それと、もう一つの企業誘致、今の４つの中の

２番目の企業誘致ですけれども、今市長ももろも

ろおっしゃいましたけど、リーマン・ショック以

来の状況でなかなか企業誘致ができないのは本当

に理解もできるし、ただ今回の今年度の予算とい

うか、平成２３年度のこの予算書を見ても企業誘

致奨励金に４，５００万円という大きなお金が入

ってますよね。僕がさっき言った４つの事業の分

野に、例えばこの企業誘致が大変なんだったら、

そっちへ回せるんじゃないかという思いも僕らか

らしたらあるわけです。そういうところもちょっ

と参考に検討していただけないかなと思っており

ます。 

 それと、２点目の公会計改革ですけれども、今

総務部長のほうからるるお話がありましたけれど

も、公会計改革については総務省が各自治体にど

ういうやり方をするかというのは任されてるとい

うふうに理解しとるんですけれども、私がさっき

言ったのは東京都方式というか、そちらのほうで

やれば、より民間企業的な会計システムになって

もっとわかりやすいんじゃないかということでち

ょっとご紹介したわけですけれども、西予市でい

ろんないい施策をされますよね。ただそれが会計

制度によっていろんな弊害であったり、無駄が生

じてるんじゃないか。例えば、今年度、２３年度

に行います西予地域づくり交付金事業、これも本

当に市長が西予市版地域主権ということでしっか

り考えられて、本当にいい政策ですよね。２７校
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区で自分で考えて、要するに自分の地元の問題点

を自分で考えて自分で事業をするという、本当に

いい政策だと思います。ただそれが、決算年度が

単年度のためにうまく機能しないんじゃないかな

と想像するわけですよね。私としては、５年ある

んだったら５年の中でしっかり考えてやってくだ

さいよと。それで、お金も一緒。例えば、基金と

してできないのか。基金としてその地域に渡して

この事業ができないか、そういうことを考えてい

ただけないかなと思うわけです。それが、例えば

今の会計方式でなくて、さっき言った東京都方式

等になればそういうことが可能になるんじゃない

か。例えば、こういう事業がこれだけじゃなく

て、今行っている事業の中でもたくさんあると私

は認識をしておるわけですよ。そこを早く行政の

ほうで改革をしていただきたい、そういう思いが

ありますんで、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、二宮議員の再質問につい

てお答えをさせていただきます。 

 私のマニフェストについてのなかなか進んでな

い点については、いたく反省もしながら、それに

新たな目標に向けて私どもは努力をしていかなく

てはいけないなとこのように思っておるところで

ございます。特に、私どもの地域は、第１次産業

としての、特に農業がその中核を担う側面が非常

に多うございますから、その点についてはしっか

りした施策をつくっていかなくてはいけないとは

思っておるところであります。 

 先ほど二宮議員もおっしゃるとおり、この農業

は常に国の政策と非常に連動をして、なかなか１

つの市だけでやってもなかなか効果ができない側

面も率直にしてあります。例えば、昭和４６年か

らありました国のいわゆる転作制度については、

まさに悪政であったと私は思っております。今ま

での関連をずっと見ますと、やはり地域の農地を

傷めてしまった。それで、米の単価を維持したか

と言ったら、維持しなかった。これは、全くの間

違った施策であったと私はこのように国の施策に

対する批判をしたい、このように思っておるとこ

ろでございますが、ただただそうかといっても、

私どもは生活をしなくてはなりません。生活をす

るに当たって、私どもの西予市にはゼロメーター

から１，４００メーターといういろいろな標高差

もある中で、いろいろな分野の農業が形態として

あるわけでありまして、それぞれの分野について

しっかり私どもは考えていく必要があるんだろう

とこのように思っております。 

 一番私どもが、今西予市の場合は海岸端の段々

畑としてのミカン、例えばミカン、宇和の地域の

稲作としての地域、あるいは野村、城川等々、酪

農から中山間地域のそれぞれの展開の中で、土地

利用型農業という一つの観点から見ますと、土地

利用型の農業ができるのはこの宇和だけだと思っ

ております。例えば、今のＴＰＰ問題にしても、

それに対応できるのはもう一部しかないわけであ

りまして、そういうところの中の対応策は非常に

考えていかないと、中山間地域においてそれに対

応する対応力がなかなかできないということの問

題も考えていく中で、私は今からも訴えていきた

いし、皆さんもご理解をいただきたいことは、中

山間地域における、いわゆる農の多面的機能をど

う評価をして価格に、ただ費用対効果、市場原理

論やだけやなしに、多面的機能をどれだけ価格の

中に設定をしていくか、入れていくかによって私

どもが訴えていく大きな要素が私どもはあってく

るんだとこのように思っておりますので、その辺

を議員の方々も一緒にご理解をいただいて、ＴＰ

Ｐ問題を含めて発信をいただきたいなとこのよう

に思っておるとこでございます。 

 また、私どもは、西予市の農業を展開するに当

たって大きな組織としてＪＡがあるわけでありま

して、その組織とは連携もとっていく必要がある

ことは基本的にはあります。ただ、市はそれだけ

ではだめでありまして、各法人組織、集落営農等

とのいろんな組織があるわけでありまして、ある

いは個人的なそれに入らない組織の方々、それぞ

れの個人もあります。そういう方々に同じような

立場で接するのが市の農業政策でありますから、

その農業政策について市はしっかりした展開も、

あるいは細かな展開もしていく必要があるんだろ

うと思っております。 

 特に今回、中山間地域に対して私どもが新しく

展開することとして、少し将来的に向けて、例え

ばコケをうまく利用して、都市の温暖化に対する

販売網を持っていくような試験栽培をするとか、

あるいは漢方薬、中国が輸入停止となった漢方薬
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について市のほうでことしから試験栽培をして、

その将来的な展開に向けてやれるかどうかの一歩

を踏み出していこうと思っておりますし、市のほ

うも何とかその辺のとこを頑張っていきたいなと

思っておるところでございます。 

 また、初期投資としての１００万円について、

これはいいかどうか、あるいは長期的な５年間ぐ

らいでやるべきかどうかとかいろいろあろうかと

思いますけど、市も財政的なとこがありまして、

なかなか民間の個人の営業をされる方について長

く市の税を投資するのがどうかなという問題点は

あろうかと思います。したがって、私どもの考え

は、初期の流動資金がないものについて初期的に

流動資金をお渡しするという発想を今の段階はし

ておる１００万円だと、最高額。そのようにご理

解をいただいたらなとそのように思ってるところ

でございます。 

 次に、企業誘致の問題でございますけども、先

ほど議員ご指摘のとおり、リーマン・ショック以

来、世界の経済が非常に変わってまいったという

ことがありますとともに、グローバル化の社会の

中で一地域がその中に生まれておるというのが現

実的な問題としてあります。したがって、私ども

の西予市にあった企業も残念ながら出ていってし

まったようなとこもありますし、非常に厳しい状

況が西予市だけでなしに南予一円にあっておると

いうのも現実でございます。何とか私どもも、そ

ういう中でありますけれども、委員ご指摘のとお

り内発型の産業を育てていく方向にやはり展開を

する必要があるのかなという意識は持っておりま

すので、このようなところについてもともに進め

ていかせていただいたらと思っておるとこでござ

います。 

 公会計の改革につきましては、先ほど部長が基

本的なところは述べたところでございますけれど

も、その中でちょっと注目すべきご意見がいただ

いたのは地域づくり交付金等々についての決算に

対応できる問題点でございますけれども、確かに

単年度方式にするとそれが十分果たせるかなとい

うのはちょっと私も考えてくるとこでありまし

て、非常に単年だけで整備でけんかったら残りは

返してくれよというのがいいのかどうかというの

は確かにご指摘のとおりであります。これを基金

にするかどうかをしましても、１年目はそのよう

に出発をした後、ご指摘の考えも少しいい考えだ

と思っておりますので、取り入れる側面もまた検

討したいとこのように思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 最後に１点だけ、今の企業誘

致と、また農業政策等の中の今の市長のご答弁で

すけれども、西予市は地域の特性といいますか、

本当に第１次産業すべてがありますし、愛媛県の

中の南予という地域的な中心地、地図上の中心地

でもありますんで、そういう地域の特性を生かし

た企業、産業というか、そういうものを西予市が

リードをしていくというふうなことを市長のリー

ダーシップによってぜひ達成をしていただきたい

なと思うし、先が見える、そういう第１次産業に

していただきたいと思いますんで、よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○議長 次に、１７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 この議場で何回一般質問

をしたかなと思いながら考えておりました。旧明

浜町のときにはこんな立派な議場ではなかったも

んですから、こんな議場がなくなるんかなと思っ

て、しみじみ今感じてるとこでございます。こと

しの正月に、酒井宇之吉の「宇」の字が、宇和島

の「宇」ではなしに卯之町の「卯」のと、ことし

の年の「卯」がたくさん来ましたんで、ことしは

ぴょんぴょんとはねるように私の名前も改名をし

ようかなというような気がなった初年度でござい

ました。ことし初めての一般質問、通告した順番

に質問をさせていただきます。 

 鳥インフルエンザの対応策について、日本各地

で、また世界で鳥インフルエンザが拡大しようと

しております。昨年の口蹄疫の発生後、農家は不

安と対策で大変であろうと案ずる次第です。市長

の所信表明にもありましたように、安全で安心で

きる生活を守る徹底した管理体制を求められると

いうお話がございました。西予市においても、疫

学関連農場に指定された養鶏場がすぐさま解除さ

れ、安心したところであります。 

 そこで、本市における鳥インフルエンザについ

て、危機管理はどうなっているのか。もちろん、

国、県の指導のもとで行われるのでありましょう
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が、市民の不安、風評被害など、どのように取り

除く対策をしていますか。また、消石灰、消毒用

噴霧器購入補助など、どのようになっているのか

お尋ねします。 

 スズメが１羽土壌で死んでたのを子供がこの間

さわってたのを見ました。こういうことにつきま

しても、今後徹底した指導をお聞きさせていただ

きたいと思います。 

 また、この西予市におきましては、コウノトリ

とツルの保護の地域でございます。これについて

も、鳥インフルエンザとの関係につきましてどの

ような対策をしていかれるのか、お尋ねをいたし

ます。 

 ２番目でございますが、これからの西予市に託

す夢、希望について、本年退職される部長の方々

にお尋ねをいたします。 

 本日、ＮＨＫの朝の番組で、地方自治が非常に

難しくなっている。これも先ほど公明党の二宮一

朗議員が言いました、前段にお話ししましたよう

に、この日本がどこへ行くのかを憂い得る私一人

でございます。その中で、情報公開とか住民参加

とか、そういうことが地方自治のあり方と議会の

中で言われております。このような問題を含め

て、これも所信表明で市長が話されましたけど

も、西予市版地域主権、本庁支所方式への移行な

ど考えておられます。この点も、これまでの長年

の職務経験を通した反省すべきことなどを思い出

していただきながら、これからの西予市へ託す

夢、希望、助言などありましたらお聞きしたいと

思います。議会人として非常に現在地方自治を考

えてみまして、難しい時点に来ているように感じ

ております。 

 それと同道しまして、１票の格差についてお尋

ねをいたしたいと思いますが、そして申しおくれ

ましたけれども、退職される部長の方々にはやは

りお名前を言ったほうがいいと思いますので、順

番でお答え願ったらと思います。 

 九鬼公営企業部長さん、上甲会計管理者さん、

中野消防本部消防長さん、山崎城川総合支所長さ

ん。西予市が公営企業部を初めて設けて初代の公

営企業部長さん、そして三好市政の中で女性管理

者の登用、部長を初めてされた上甲さん、そして

消防一筋にこの道退職まで来られた中野さん、そ

して非常に今後総合支所から支所方式になられる

でありましょう城川の総合支所さんにお尋ねをい

たします。 

 議会では今、議会改革委員会を設置いたし、特

別委員会を設置したところでございます。その中

で、非常に数の問題、報酬の問題が非常に取り上

げられております。本日のＮＨＫの放送には、き

ょうは情報公開と住民参加というテーマでござい

ましたけれども、あすはどうも議員数と議員の働

き方、そしてその報酬ということが議題になって

放映されるそうでございます。けさちょっと見て

きましたので、私もあすは必ず見たいなと思って

るところでございますが、そういうことを通しま

して、１票の格差についてちょっと私自身がジレ

ンマというか、悩みというか、憲法解釈という

か、選挙制度というか、そういうことについて感

じておりますことを申し述べましてお尋ねをした

いと思います。 

 １月１８日の愛媛新聞の「地軸」におきまし

て、非常に私はこの意見と同じ意見でございまし

たので感じましたが、都会におる方と、そして田

舎に住んでいる方との、田舎の人は１票を投じた

のにあなたが投じたのは０．２票だ、また逆に言

えば１票の格差が最大５倍、これは参議院でござ

います。そして、考えようによったら、あなたは

１票を投じたが、田舎の人は５票を投じたことに

なる。非常に格差が生まれております。 

 そしてまた、衆議院では２票を超えれば違憲と

するというようなことが出ておりまして、１票の

格差の違憲状態が高裁金沢支部が出たので、一審

の判決がほとんどは違憲状態という状態で出てお

ります。ただし、選挙は無効ではないというよう

なことが出ておりますが、現実に有権者数が選挙

区によって異なることで生じる不平等は高裁での

判決は違憲状態でありますけれども、憲法解釈、

あるべき選挙制度にはほとんど触れてないという

感じでございます。私も法律には詳しくありませ

んので、どうとも言えませんけれども、一極集中

型が進むこの日本において、これでいいのかなと

いうのが切実な問いかけでございます。ますます

過疎に住む人々の意見が政治に反映されなくなる

のではないかと心配いたしております。 

 そこで、１票の格差について、これから今難し

い地方自治の問題も含めまして、格差について改

めて我々一人一人が、また国民一人一人、県民一

人一人が、市民一人一人が考えてもらいたいなと

このように思っております。 
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 本年４月に統一選を控えて、二元代表制のもと

での首長と議会の理想的な関係、それに伴う議会

改革、情報公開による住民参加など、議会人とし

て数々の改革をしなければならない時代に来てお

ります。 

 西予市は、県議会議員の１票の格差は１．７倍

であります。これにつきましては、４月１日告

示、４月１０日投票の愛媛県議会議員の中でも、

１票の格差が南宇和郡と比べまして西予市は一番

１票の重みが軽いと言えるわけです。国の場合と

かえてきて、県内で考えれば西予市が一番軽いと

いうことになります。 

 そしてまた、西予市は合併して、これも合併し

た当時の人口、そして現在、２３年１月３１日、

合併時は１６年４月でございますが、数字は詳し

く述べ上げませんが、明浜町は１４．７６％減っ

ております。宇和町は２．４９％、野村町は９．

９６％、城川町が１０．６４％、三瓶町が１０．

３４％、西予市全体で７．６８％でございます。

ここにおいても、西予市においても人口は減りな

がら一極集中型が始まっております。特に、明浜

町だけの分を言いますと、高山地区、総合支所が

ある明浜町の本庁があったところは１９．９

６％、約７年間で２割の人口が減っております。 

 このような現況下、人口減少地区の住民、市

民、県民、国民の声を政治に反映をする選挙制度

はないもんだろうかと考えてみたりしました。も

ちろん、民主主義は多数決が原則でございます。

格差の計算方法を人口割じゃなしに有権者数にす

るだとか、面積、特に考えますのは、西予市の中

でも惣川地区なんか非常に時々言われますけど

も、三瓶と明浜とを合わせた広さよりも惣川地区

だけのほうが広いわけです、人口は少ないですけ

ど。面積、人口構成を考慮に入れるとか、投票率

が５０％を超えない場合は選挙を無効にするだと

か、いろんな案をこれから選挙制度の中で考えら

れないかなと現在思っております。といいますの

は、名古屋の市長選挙が大体３７％の投票率でし

た。非常に圧勝した河村市長は、なるほど民主主

義の革命だとおっしゃられましたけども、現実に

投票権を持ってる方が１．５人投票しているだけ

という現実だと思うんです。ですから、私ども田

舎からいえば、国民が選挙に参加しやすい形をも

ちろんつくらなきゃ、県民がつくらなきゃだめだ

と思いますけども、ゼロに近いような投票率にだ

んだんだんだん近くなっている。選挙に対する国

民、市民、有権者の本当の意識が下がってる。こ

の中で、国なり、県なり、市なりが、投票率を５

０％は言わないでも、ある程度の違憲問題が、格

差の違憲問題が出ている以上は投票率の問題も議

論にしていただきたいなと、かように思っており

ます。 

 根元にありますのは、やはり人口が衰退して

る、一極集中になってるところで政治の反映でき

るような選挙制度はないかなというような気持ち

でいっぱいなとこでございます。なかなかテーマ

がこういうテーマでございますので、理事者も答

えにくいかもしれませんけれども、ご所見を賜り

たいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 酒井議員１点目のご質問で

あります鳥インフルエンザの対応策についてお答

えをいたします。 

 高病原性鳥インフルエンザは、昨年１１月島根

県で発生し、一度は終息しましたものの、１月２

２日宮崎県で発生が確認され、２月末現在であり

ますけれども、宮崎県、鹿児島県、愛知県、大分

県、和歌山県、三重県、奈良県とことしに入って

２０農場での発生が確認をされております。ま

た、野鳥におきましても全国各地で感染が確認さ

れるなど、本県への侵入の可能性も日増しに高ま

ってきております。西予市におきましても、平成

２３年２月１日現在ではありますが、約５４万羽

という県内有数の飼養数を誇っていることから、

一日でも早くこの鳥インフルエンザが終息するこ

とを願うばかりでございます。 

 最初にご質問のありました本市における鳥イン

フルエンザの危機管理についてお答えをいたしま

す。 

 万が一、西予市内に発生した場合においては、

口蹄疫と同様、副市長を本部長とする現地防疫対

策本部を設置し、職員の班体制等を整備するな

ど、西予市高病原性鳥インフルエンザ発生対応マ

ニュアルにより、県対策本部の後方支援活動を行

う体制を整えております。 

 先般の西予市内の農場が疫学関連農場に指定さ

れた折にも、検査結果が判明するまでの間、万が

一検査結果が陽性となった場合に備え、万全の態
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勢で対応ができるよう県関係部局との連携調整等

諸準備を進めておりましたが、検査の結果陰性と

確認され指定が解除されましたので、一安心して

いるところでございます。 

 次に、ご質問のありました市民の不安、風評被

害を取り除く対策についてお答えをいたします。 

 鳥インフルエンザの問題につきましては、愛媛

県及び南予家畜保健衛生所とも連携し、情報の提

供を行っております。今のところ、広報３月号紙

面にて、死亡した野鳥の対応について広報してお

ります。市民からの死亡野鳥発見の通報が入り次

第、現地にて確認の上、県森林林業課、南予家畜

保健衛生所等と連携をとりながら検査等を実施し

ていただいております。今後も関係機関と連携し

ながら、必要な情報の提供、また検査結果の確認

作業を実施したいと考えておりますので、ご理

解、ご協力をお願いをいたします。 

 次に、消石灰等の補助につきましてお答えをい

たします。 

 愛媛県は、鳥インフルエンザ対策としては発生

県以外の防疫費用では最大規模の１，５５０万円

を予算化、２月９日から消毒液、防鳥ネット、塩

素剤の配布を実施されております。西予市としま

しても、県が実施する対策の補完事業として、１

００羽以上の養鶏農家を対象に２月２３日から消

石灰の配布を予備費対応にて実施しております。

農家の皆様にも飼養衛生管理に対する負担が大き

くなってきておりますので、今後も鳥インフルエ

ンザが長引くようであれば、追加の消石灰配布等

も検討しなくてはならないと考えております。現

在のところ、水際で防御するしかないと考えてお

りますので、引き続き農家の皆様に飼養衛生管理

の徹底や早期発見に万全を期していただくようお

願いしたいと考えております。 

 続いて、ご質問のありましたコウノトリとツル

の保護対策についてお答えをいたします。 

 ご承知のとおり、昨年の１２月ナベヅルやマナ

ヅルの世界最大の越冬地となっています鹿児島県

出水平野で、ナベヅルの鳥インフルエンザの感染

が確認されました。本市におきましても、宇和盆

地は日本でも大変貴重なコウノトリとツルの飛来

地で、２１年度から共生を目指す取り組みを推進

していることから、このことの動向を注視してま

いりました。 

 今回のご質問のコウノトリやツルの鳥インフル

エンザの感染への保護対策ですが、いずれの鳥も

自然に飛んできている野鳥であることから、本市

としましてはツルやコウノトリが弱っていないか

監視を強めて早期発見に努めるしかないものと考

えております。なお、余談ではございますが、昨

年９月下旬から飛来しておりましたコウノトリは

約６カ月間滞在し、２月１９日に飛び去っていき

ましたことをご報告をいたします。 

 以上、鳥インフルエンザへの対応策についての

答弁とさせていただきます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 私のほうから３番目の１

票の格差についてのご質問についてお答えいたし

たいと思います。 

 お答えいたしますと申し上げましたが、憲法の

問題、公職選挙法の問題、地方自治法の問題、各

種法令、憲法自体絡んでおり、非常にこの場で私

個人の意見ということが非常に難しい点もござい

ますので、一般論も入りますがご容赦いただきた

いかと思います。 

 国政選挙による選挙区間の投票価値の格差、い

わゆる選挙の選挙区割りでございますが、この問

題については選挙区間で２倍を超える格差が続い

ていることを踏まえ、ここ一、二年の高裁判決で

違憲または違憲状態の判断が相次いで出されてお

ります。ご質問の中にございましたように、さき

の参議院選挙の１６の訴訟につきましても１件の

み合憲、３件については確実に違憲、残りについ

ては違憲の状態と、非常に裁判でも判例が分かれ

てるところでございます。この問題につきまして

は、憲法第１４条の国民は法の下で平等であると

いうものが大きな問題とともに、平等である以上

格差があってはならないという論理の訴訟でござ

います。 

 過去の最高裁の判決では、投票価値の平等は憲

法の趣旨からして当然尊重されるべきものではあ

るが、さまざまな条件を考慮して、調和的、合理

的に選挙区割りがなされ、原則としてその格差が

２倍程度であれば合憲という判断がなされておる

ようでございます。実際の判例を見ますと、３倍

におさまれば違憲ではない、容認するという判例

が多いようでございます。しかしながら、地方に

おける人口減少に歯どめがかからない状況の中
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で、選挙区ごとに格差がますます拡大することが

予想されますので、そうした地方の要望としまし

ては人口以外の諸条件にも十分配慮された選挙区

割りが望ましいという考え方も成り立ちますが、

いずれにいたしましても今後の最高裁の審理、判

断を注視いたしたいと思っておるとこでございま

す。 

 また、人口減少地区の住民の声を政治に反映す

る選挙制度、何かいい制度はないかというご質問

でございますが、確実な方法としてはやっぱり選

挙区の設置というものが確実な方法だとは思いま

す。しかし、本市では合併当初の市議会議員選挙

で、選挙区制を採用しておりましたが、その後の

特別委員会において議員定数の削減を含め、慎重

に審議、研究を重ねられて、議員発議による条例

制定により選挙区制度が廃止されて現在に至って

おります。 

 公職選挙法では、市町村の選挙区については１

選挙区が望ましいということにされております。

もちろん、指定都市などは除かれることになって

おります。今後の選挙区の復活ということになり

ますと、特別な事情が生じない限りやはり市民の

理解は得られにくのではないかというふうに思い

ますので、この点については議会内においてご検

討、ご判断いただきたいと考えております。した

がいまして、現在のところ本市においては選挙区

を設けておりませんので、選挙の１票の格差につ

いては地方選挙については生じていないという判

断でございます。 

 なお、地区住民の声を反映させるという点でご

ざいますが、これは選挙制度もさることながら、

そもそも市民の皆さんから議員の皆さんに一番求

められる最大のものは、やはり市民の声を市に届

けてほしいということが最大のテーマだと思いま

すし、ある意味で議員の皆さんの責務とも考えら

れます。市執行部といたしましても、現在取り組

んでおります限界集落対策を初めとしまして、周

辺の人口減少地区への重点的な支援、取り組み等

を展開していくとこでありますので、ご理解をい

ただきますようよろしくお願いいたしたいと思い

ます。非常に微妙な問題で一般論に終始します

が、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 まず、私のほうから酒井議

員のご質問の西予市へ託す夢、希望について大変

抽象論になりますけれども、私のまちづくりに対

する思いの一端を申し上げ、お答えとさせていた

だきます。 

 私の行政経験の中でも、一時期消費経済が優先

し、物の豊かさや便利さばかりが求められたまち

づくりの時代があったと思います。やはり目指す

べきは、本来の住民自治による心の豊かさを求め

るまちづくりではないでしょうか。徳はもとな

り、財は末なり、常に心得ておきたいものだと思

います。 

 今からの西予市においても、各地域のすばらし

い文化をしっかりと継承をしながら、さらに市と

いう大きな枠組みの新しい力を結集して、お互い

の地域をもっともっと理解し合い、助け合い、知

恵を出し合って、すべての市民がそれぞれの地域

で懸命に生活の向上を目指し努力することによっ

て西予市としての新しい文化、夢、産業が創造さ

れるのではないでしょうか。その先頭に立って具

体的な行動を起こし、旗を振っていただく役割、

それがぜひ今から、今以上に議会にも担っていた

だきたいと希望をいたします。 

 また、我々職員に対しましても、なお一層のご

指導をお願いし、答弁といたします。 

 

○議長 上甲会計管理者。 

 

○上甲会計管理者 それでは、酒井議員のご質問

にお答えをさせていただきます。 

 私は、野村町役場に奉職して４０年間携わって

きた公務員生活を終えようとしております。覚悟

はしていたことで、心の準備もできていたつもり

ではありますが、こうして改まりますと感慨胸に

迫るものがございます。 

 公僕であります全体の奉仕者として、住民に満

足していただけるだけの仕事ができたのだろう

か。また、満足できるサポートをすることの役割

が果たせたのだろうか。振り返ってみれば、自分

に与えられた職務を守って、一生懸命やってきた

という思いであります。 

 私たちの仕事は、まさに住民の生活に直結して

いるだけに、目線は住民に、職員は住民の気持ち

をどれだけ理解しているのか、そのことが非常に

大切だとよく上司から聞かされたものです。住民
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が主人公のまちづくりが基本であることを学んで

きました。 

 今やどこの地方財政も国の三位一体改革の影響

により、厳しい状況にあり、西予市においても悪

化が危惧されるところです。少子・高齢化の急速

な進展、限界集落対策、第１次産業の振興対策な

どさまざまな課題を抱えておりますが、議会と行

政がともに対等な立場で地域活性化のために最善

の道を選択していただきたいと願っております。 

 恋し、結婚し、母になったこの町でおばあちゃ

んになりたい、この言葉は松山２１世紀委員会主

催の「だから、ことば大募集」の入賞作品です。

心の奥底にほのぼのとあったかい気持ちがしみ入

りませんか。自分が住んでいる地区に愛着と誇り

を持ち、ずっと住み続けたくなるまちづくりを目

指して、一人でもこういう意識を持った人たちが

ふえれば、いつまでもすばらしいまちとして残っ

ていくものと信じております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 中野消防長。 

 

○中野消防本部消防長 酒井議員のご質問にお答

えをさせていただきます。 

 今、西予市の将来の発展を願うとき、一点だけ

お願いをするとすれば、西予市の職員が市民から

西予市の職員はすばらしい職員であると評価され

る西予市の職員に成長してほしいということであ

ります。人が、自分で自分を進化させなければな

らないと考えていた時代から、現在は人を意識し

て育てなければならない時代になってしまったよ

うに感じます。もちろんこれは価値観が多様化

し、社会情勢の変化も関連しており、職員個人の

自覚と組織的な育成指導を計画的に実行しなけれ

ばならないものと思います。個人のスキルアップ

のための経済的支援を含め、職務の専門性の確立

と向上を図ることが西予市民のための行政を達成

するための一つの手段であり、未来への有効な投

資であると思います。職員の育成にこそ、意識し

て取り組まなければならない課題であると思いま

す。 

 そして最後に、これは消防長としての思いであ

りますが、万が一火災が発生した場合には人命を

最優先して自分自身の命を守るために避難をして

いただきますようお願いを申し上げます。火災の

恐ろしさというもの再認識していただきたいと思

います。 

 以上、提言にはなりませんが、発言の機会をい

ただきましたこと、まことにありがとうございま

した。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 山崎城川総合支所長。 

 

○山崎城川総合支所長 酒井議員からの質問です

が、私は城川総合支所長としてこの１年間広く深

くかかわってきました限界集落問題に絞ってお答

えをいたします。 

 今、城川町の人口は４，０５４人です。高齢化

率は４４．１％です。２２年１月から１２月まで

に生まれた子供は１９人、亡くなられた方は９３

人でした。急速に過疎化、少子・高齢化が進んで

いる状況です。 

 それらの対策として、現在市内５カ所のモデル

地区で生き活き集落づくり事業の取り組みがなさ

れております。城川地区でも、３地区が指定を受

け、集落づくり計画書の作成が進んでおります。 

 急速に進んでおります過疎化、少子・高齢化を

とめることはできないかもしれませんが、これか

らも住み続ける地域を自分たちの手で何とかした

い、何とかせねばという思いはだれもが持ってお

られることを事業にかかわることで痛感しており

ます。 

 皆さん一人一人が将来にいろいろな不安を持っ

ておられます。地域課題もたくさんあります。そ

の中で、できることから、できる人ができること

をみんなでやろうと地域づくり計画書に参加をさ

れております。昔あった隣近所でお互いに助け合

い、支え合う生活や地域活動を見直す機会になっ

たのではないかと思っております。 

 私は、高齢化社会を元気のない社会とは考えて

おりません。それは、さまざまな経験を積んでこ

られた方々が地域の中に大勢おられることに気づ

いたからです。そして、その方々が年にとらわれ

ずに地域とのかかわりを持っていただくことがで

きれば、充実した生活を送ることができる成熟し

た社会、スローライフを楽しめる社会、そういう

ふうになるのではないかと思うからです。 

 また、年を重ねるということはすばらしいこと

であると若い方々に希望を与える生き方を示し、
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若い方々の活力を引き出していくことができれば

地域の活性化につながるのではないかと思ってお

ります。そんな地域になってほしいと思っており

ます。そのためにも、これから各地へ生き活き集

落づくりの事業の輪が広がっていくよう支援をお

願いいたしまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 １７番酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 部長さん、本当にありが

とうございました。本当に真摯なまちづくりの皆

さんの意見を今後議会人としても反映させていき

たい。ご努力をしみじみと感じます。ありがとう

ございました。 

 市長に最後にお聞きしますが、議会改革特別委

員会をしている中でも感じるわけでございます

が、パブリックコメントを受けるといたしまして

も西予市議会議員は現在旧町の地域代表制的な性

格があるとお思いでしょうか、ないでしょうか。

それだけお聞きいたしまして、終わりにいたしま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、酒井議員の再質問につい

てお答えをさせていただきます。 

 非常に短い言葉だけに、再質問、難しい回答を

しなくてはいけないとこのように思うわけであり

ますが、単純明快に言いますと、議員の方々はや

はり地域を代表しておるとこのように思います。

それと、議員の方々は西予市全体も代表する。両

方を持っていただくということが大事になるんで

はなかろうかな。簡潔に答えさせていただきまし

た。 

 以上です。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後０時０２

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後０時５

９分） 

 これより日程順に質疑を行いますが、質疑は大

綱の質疑のみに願います。 

 なお、所属常任委員会の質疑はご遠慮を願いま

す。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、議案第７号「西予市木質ペレ

ット製造施設の指定管理者の指定について」から

議案第４８号「西予市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例制定について」までの４２件

を一括議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 まず、議案第７号「西予市木質ペレット製造施

設の指定管理者の指定について」から議案第１１

号「西予市乙亥の里の指定管理者の指定につい

て」まで、この５件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 １７番酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 議案第１０号「西予市城

川高品質堆肥センターの指定管理者の指定につい

て」お尋ねをいたします。 

 以前、産業建設委員会のときに、城川と野村の

エコセンターとの同施設が、西予市が所有する同

施設が２カ所あって、そして城川が指定管理者に

なって、そして指定管理者は１人なのに一緒の合

体の施設にできないかという話をしてたと思うん

ですが、その件についてＪＡの方もやはり合理

化、そういう努力がなされてるのか。これ、５年

間の指定管理でございますが、今度野村町のエコ

センターの指定管理者もやはりＪＡのほうがとら

れると、続けられると、現在受けているというこ

とになっておりますが、この点につきまして善処

して努力するようにというお話をしったんです

が、どういう経緯でしょうか、尋ねをいたしま

す。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまの酒井議員の質問

でございますが、以前酒井議員のほうから同様の

提言がございました。城川高品質堆肥センター

と、それから野村エコセンター、同質な状況で、

ＪＡ東宇和が指定管理者になっておるということ

で、一本化できないかということでございます。 

 提言をいただきまして、ＪＡ東宇和と数回にわ

たりまして協議はさせていただいたわけですが、

一施設条例、１施設で１指定管理者が原則でござ

いますんで、そういうこともありまして、結論が
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出ずに今日に至っておるのが状況でございます。

ただ、今指摘がありましたように、この事業は共

通する施設でございますので、そういう場合につ

いては複数の施設をまとめて指定することも可能

だというようなことも聞いておりまして、ＪＡ東

宇和とも話した中で前向きに対応するというふう

なことをいただいておりまして、継続して一本化

に向けて協議をしていきたいと考えております。 

 

○議長 次に、議案第１２号「西予市住民生活に

光をそそぐ基金条例制定について」に対する質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第１３号「西予市森林公園条

例制定について」に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第１４号「西予市公告式条例

の一部を改正する条例制定について」から議案第

１９号「西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設

置に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」までの６件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第２０号「新たに生じた土地

の確認について」及び議案第２１号「字の区域を

変更することについて」の２件に対する一括質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 続いて、予算に関する質疑を行います。 

 まず、議案第２２号「平成２２年度西予市一般

会計補正予算（第６号）」に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第２３号「平成２２年度西予

市授産場特別会計補正予算（第３号）」から議案

第３３号「平成２２年度西予市野村介護老人保健

施設事業会計補正予算（第１号）」までの１１件

に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２０番梅川君。 

 

○２０番梅川光俊君 これは、補正予算に関しま

しては、委員会に付託をされませんので所管であ

りますけれども、このことをお許し願いたいと思

いますが、質疑を。委員会に付託されるんである

ならば質疑をいたしませんけれども、この補正予

算に関しては委員会に付託をされませんので、所

管の分に関しても質疑をさせていただきたいと思

います。よろしいですか。 

 

○議長 はい、どうぞ。 

 

○２０番梅川光俊君 国民健康保険の補正予算で

ございますけれども、これ、ちょうど歳入の分の

国庫支出金の減額の２億２００万がしかの分と、

それから療養給付費等交付金の増額の１億何がし

かという金額があります。これが、どういう形で

こうなったのかという部分と、それから基金が幾

ら、現在の中で、補正を組んだ中で残ってるのか

ということをちょっとお知らせ願いたいと思いま

す。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 まず、３点目でございます

が、基金の件でございますけれども、基金は２１

年度末２億５，９３７万３，０００円の残でござ

いますけれども、今回補正で今年度約２億円を取

り崩すというような状況でございますので、もう

残りは本当に少ない状況になってこようかという

ふうに思っております。 

 それから、国庫負担金の２億２０３万３，５０

０円の減でございますけれども、ちょっと資料を

持ち合わせておりませんので、後からにご勘弁を

いただいたらというふうに思います。済いませ

ん。 

 

○議長 ２０番梅川君。 

 

○２０番梅川光俊君 後で構いませんけれども、

これ、基本的にどういう考え方と言いますと、昨

年保険税が料率が上がりまして、保険者の皆さん

にご迷惑かけておりますし、その辺の流れ方を委

員会で質疑ができませんので、この場を持ってや

らせていただきましたので、その辺をお許しを願

いたいと思います。あと、文章をみんなに配付し
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てもらったらありがたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 

○議長 上甲生活福祉部長、よろしいですか。そ

のようにしてください。 

 

○上甲生活福祉部長 了解いたしました。 

 

○議長 次に、議案第３４号「平成２３年度西予

市一般会計予算」に関する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １８番兵頭君。 

 

○１８番兵頭勇君 災害対策費の中で、防災行政

無線の整備事業の予算化について１点お尋ねをい

たします。 

 この予算化は三瓶地区の全戸に防災行政ラジオ

を配布するとなっておりますが、整備するとなっ

ておりますが、この戸数と旧町の中で今から整備

しなければいけない地域が多いと思いますが、そ

この辺の整備計画はどのようになっておるのか、

お伺いをいたします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 １７８ページの防災行政

無線情報システムの整備事業の件についてのご質

問でございます。 

 この中で、防災ラジオの備品購入を計上いたし

ておりますが、予算計上４，０００台でございま

す。４，０００台で、全三瓶町の世帯に貸与する

という考え方でございます。そのほか、この備品

購入等の中には明浜や城川の戸別受信機の補てん

４０台程度、それから明浜の移動系の防災無線の

携帯用ですが、この分についても予算計上させて

いただいております。 

 今後のこの行政無線、災害対策の考え方です

が、前回兵頭議員のご質問にも答えさせていただ

きました野村地区をどうするかというのが大きな

問題として残っております。この野村地区の防災

分については、デジタル化を進めたい。ただ、事

業費として非常に大きいものがございますので、

２４年度以降の事業として検討させていただきた

いと、今もこの考え方でございますんで、ご理解

いただきたいと思います。 

 

○議長 ６番小野君。 

 

○６番小野正昭君 ただいまの兵頭議員の質問に

関連をしますけれども、同じくページ１７８ペー

ジの消防費の災害対策の防災無線整備に関する件

ですが、大変今度三瓶町に導入していただきまし

て、各町民の方からは喜びの声が上がっておりま

す。まず、ご配慮に感謝をしたいと思います。 

 それで、１件お尋ねをしますが、現在使用して

おります拡声機、各地区に設けております拡声

機、これをどうされるのか。私は、難聴地区にラ

ジオがつけば、家の中ではこれは大変役立つんで

す。しかし、これからぬくくなって外で作業をし

たり、いろいろな形で外で活動する方には、従来

の拡声機のいわゆる広報無線、防災無線、これが

重要ではなかろうかなということで、あわせてこ

の件、どういうふうな考えを持たれておるのか。

できたら残していっていただきたいと、併用して

いただきたいとこのように思いますが、どういう

お考えかお伺いをしたいと思います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ご質問の拡声機というの

は、子局のことだと理解しております。 

 これはもちろん、現状のままでございます。

今、数が少なくて聞こえにくいという問題であ

り、現状のままで基地局からの放送が内部にいて

防災ラジオで聞こえるというのが追加になる、今

までの機能に追加になるだけでございますんで、

ご心配には及ばないかとは思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 ２点ばかりお尋ねをいたし

たいと思いますが、まず第１点は児童福祉費、一

般財源の持ち出しが、予算が７億４，０００万

円、非常に手厚い適切な予算をお組みいただいて

おる、このように理解をしておりますが、予算の

中身を見ますと保育園の耐震化の方向はないよう

でございます。現在の保育園は、耐震基準を満た

されておるかどうなんか、その辺の状況をまず第

１点お尋ねをいたしたいと思います。 
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 それから、２点目は子ども手当も６億５，７０

０万円、予算計上されておるわけでありますが、

市の持ち出しはどのようになっておるのか。前段

この２点お伺いし、その後市長の所見を伺いたい

と思います。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 ご質問の保育園の耐震化で

ございますけれども、ご案内のように、公立の保

育園現在１０カ所ございます。 

 耐震化基準の基準日といたしましては、５６年

６月１日が基準日ということになっておるようで

ございます。その中で、１０カ所のうちに土居保

育所、俵津保育所が同じく５６年の建設になって

おります。もう１カ所、高山は５３年の建築でご

ざいます。ですから、土居と俵津につきまして

は、耐震化の基準をクリアをしておるんじゃない

かなというふうに判断をしております。となりま

すと、５３年建築の高山保育所だけが基準を満た

してないということになろうかと思いますけれど

も、現在国、県からそれぞれ調査が来ておりま

す。２階建て以上、そして２００平米以上につい

てということで調査が来ております。高山保育所

につきましても２００平米以上にはなるわけです

けれども、平家建てでございます。特別に今調査

で調査報告はしておりますけれども、県、国から

の指導は今のところないところでございますけれ

ども、５３年建築ということになりますと基準か

ら外れておるということになりますので、今後調

査をしていかなければならないというふうに思っ

ております。 

 次に、子ども手当の件でございますけれども、

先ほど申されましたように６億５，７００万円の

子ども手当の予算を計上をしております。これ

は、今の政府があらわしております３歳未満の２

万円、そして３歳児以上１万３，０００円、この

金額を予算化を今のところしておる数字でござい

ます。その中で市の持ち出しということになりま

すと、今言いました３歳未満は市の持ち出しゼロ

ということに予算化をしておりまして、７，００

７万５，０００円の市の持ち出しでございます。

前にもちょっと報告をしましたけれども、年齢層

によって市の負担というものが変わってきますの

で、そのトータルが７，００７万５，０００円と

いうことでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 ２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 関連でお尋ねをしたいわけ

でございますが、現政権下では子ども手当には地

方負担は求めないというふうに記憶をいたしてお

りますし、全国でも地方自治体でこの問題が顕著

化をしておるようでございます。幸い当市では遊

具の整備や芝生化など積極的な予算を組んでいた

だいておりますので、あえて申し上げることもな

いかと思いますが、７，０００万円という貴重な

一般財源が要るわけであります。 

 先ほど耐震の問題を質問をいたしましたが、保

育園の園児はやっぱり弱者、災害では弱者だと私

は思っておるわけであります。 

 この地方負担の問題について市長にお尋ねをい

たしますが、県下の市長会あたりでこの地方負担

の問題につきまして議論がなされておるのかどう

なんか、そして市長としてどのようなお考えをお

持ちなのか、この２点についてお尋ねをいたした

いと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、子ども手当についてのご

質問について、私のほうの考え方を述べさせてい

ただきます。 

 そもそも子ども手当というものの概念的なもの

から考えてみまして、私は子ども手当に対しては

率直にいって賛成派ではありません。この子ども

手当が、本当に西予市には確かに６億５，７００

万円という大きなお金が地元に落ちておることに

ついてはありがたいこととは思っております。し

かしながら、その手当の根本的な考え方について

はこれでいいのかどうかという疑問を持っておる

一人でございます。やはり、こういう現金、現物

で本当に子供たちになるのか、あるいは少子化を

防げるかどうかといったら、それはちょっと違う

んではなかろうかなと思っております。まして

や、今問題になっておりますように、地方負担の

問題は当初ないということでございましたわけで

ありますから、きょうも一般質問にマニフェスト

の話がありましたけど、私はローカル・マニフェ
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ストさせていただきましたけれども、政党はパー

ティ・マニフェストですけども、それをつくられ

た段階で財源論が基本的には欠落しておったとい

うのが根本でありまして、そのことで子ども手当

を出すに当たってお金がないから地方に負担を強

いると、そういう考え方は国と地方が同じテーブ

ルの上に同じ立場でやっていこうという地方分

権、地方主権の時代の中では相反しとる考え方だ

と私は思っております。 

 それについて、市長会のほうではまだまだ一緒

に集まってやる機会がありませんので、今度４月

の末に愛媛県のまず市長会があろうかと思いま

す。そのときに、そういう議会も話題になってい

る可能性があるのではないかなと。いわゆる地方

負担をどうするかということも、その時点の段階

にまだこの問題があるとしたら。その前に、今の

国会の中で審議をされておる児童手当の問題があ

るわけでありますが、そちらの方にどうも政府が

流れていこうかなというような変な考え方があり

ます。児童手当はやはり地方負担を当然求められ

ておったわけでありますから、そちらのほうにな

るとしたら、またそれはそれなりに考えなくては

いけないわけでありますが、根本的には今の子ど

も手当の中の地方負担というのはあるべきではな

いと思います。しかしながら、現実的にはそれで

動き出しておりますので、それ以上、今の私ども

の段階では、西予市としては言える段階ではあり

ませんので、状況を見守っていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

 

○議長 ２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 災害対策費を５，９００万

円お組みになっておりますし、ことしも豪雪で大

変僻地は雪かきに苦労されたと伺っておりまし

て、ご案内のように国の公共事業が削減されてお

りまして、地方の建設土木業者は大変疲弊をいた

しておるのは現実のとおりでございまして、宇和

の業者を見ても雪かきに対するタイヤショベル大

型車、これがほとんど持っておられないと、こう

いう環境にあろうかと思いますし、先ほど一般質

問でもありましたが、災害といいましても地震対

策もあろうかと思っております。その中で、西予

市では災害基金を２億５，０００万円持たれてお

りまして、さらに今年度も基金を積み上げるとい

う計画のようでございますが、私は今後このよう

な災害に対しては土木業者の非常に支援が大事で

はなかろうか、ニュージーランドでも機械器具の

不備から救出がおくれたと、このような実例もあ

るわけでありますんで、抜本的な災害対策につい

て業者の支援、あるいは災害協定についてどのよ

うになっておるのか、お伺いをいたします。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまの大竹議員のご質

問でございますが、災害、地震もありますし、こ

れからは集中豪雨もあると思いますけれども、平

成２１年２月２６日に大規模災害時における応急

対策業務に関する協定書を愛媛県建設業協会西予

支部と締結をいたしております。それに対して、

各業者、西予市内を管理していただくと。それは

当然、行政とあわせて協定をし、連携をとりなが

らやっていくということで対応するようにしてお

ります。 

 

○議長 ２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 予算書１１２ページの予防費

について２点ほどお伺いをいたします。 

 予防接種事業の中に子宮頸がんの予防接種も入

っておると思いますけれども、先日の臨時議会に

おいて平成２２年度分として高校１年生相当の年

齢の方の予算がついたわけですけれども、そのと

きにもちょっと申し上げました年度内への実施が

短い期間でできるのかどうかということでお尋ね

をしたところでありますけれども、例えば全員が

できなかった場合に、積み残して翌年度になった

ときにはどうされるのかというその対処の方法を

１点お聞きしたいと思っております。 

 それともう一点は、予防費の中でも今、この前

ありました国民健康保険料でありますとか、後期

高齢者の医療費でありますとか、介護保険料もそ

うですけれども、少子・高齢化が本当に進んでき

て、この団塊の世代が今からだんだんと一年一年

高齢化していく中で、今介護予防というのがもの

すごく大事なんじゃないかなと。要するに、病院

にかかる前に、かからないように努力する。先ほ

ども健康の話がいろいろありましたけれども、そ
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ういう予算をしっかりとっていただきたいなと、

そういう事業をしていただきたいなと思っておる

んですけれども、この予防費の中で介護予防とい

う事業がどれに当たるのかちょっと僕、よくわか

らないんですけれども、もしこの予算書に中でわ

かるものがあったら教えていただきたいなと思い

ますんで、この２点よろしくお願いします。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 それでは、１点目の質問に

お答えをいたしたいというふうに思います。 

 高校２年生を対象にと補正予算で計上をしたと

ころでございますが、全力を挙げて多くの該当者

に接種をという呼びかけをする予定にしておりま

すけれども、どうしてもということになります

と、これはあくまでも任意ということでございま

すので、その点はそれぞれの該当者の判断という

ことになろうかと思います。全力を挙げて予防接

種をしていただくように呼びかけはするつもりで

ございます。 

 今、予防についてでございますけれども、具体

的な予算ということになりますと、介護のほうと

いう解釈でようございましょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

 そしたら、特別会計の介護保険のほうの特別会

計のほうですべて計上をしておるということでご

理解をいただいたらというふうに思います。 

 

○議長 ８番宇都宮君。 

 

○８番宇都宮明宏君 議会費の中、ページ４５ペ

ージになるんですけど、これが前年度比較で６，

６２２万５，０００円増額になってます。どうも

見てみると、議員共済会負担金、これが同程度増

額になっているようなんですけど、これの詳細説

明をお願いします。 

 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午後１時

２９分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後１時３

０分） 

 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 予算計上主管課担当がお

りませんで、少しもたつきましたがお許しいただ

きたいと思います。 

 今、資料を確認いたしましたところ、地方議員

の議員年金制度の見直し、総務省の対応方針とい

うことで、国のほうから通知文が参っておるよう

でございます。その中の基本的な考え方として、

年金制度を廃止することに伴い、２３年６月にこ

れは廃止決定なんですが、廃止後の対応として廃

止時に現職議員であった方、在職１２年以上の

方、それから廃止時に年金受給を満たしてない

方、１２年の方、こういう方が年金の選択をされ

て最大限必要となるであろうという額を国の通知

に基づき計上してるということでございます。ご

理解いただきたいと思います。 

 

○議長 ７番松山君。 

 

○７番松山清君 １３３ページの６款１項農業

費、３目の農業振興費の中で繰出金が３億４，５

００万円あるんですが、これについてちょっとご

説明をいただきたいんですけども、農業集落排水

事業の中で今後の見通しとか、これは償還金に当

たっていると思うんですけども、それが財源が一

般財源じゃないかと思うんですが、財源がどうい

う形で交付税に算入されてきているのか、そこら

の、要するにこれだけのお金を繰り出ししていく

中における根拠といいますか、そういったところ

をご説明をお願いしたいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 農業集落排水事業の繰入金

となります農業集落排水事業の市債元利償還金か

ら施設管理費、それから浄化槽市町村整備推進事

業の繰入金として施設管理費、市債元利償還金の

内訳でございます。 

 

○議長 ７番松山君。 

 

○７番松山清君 私が心配しとる、こういうこれ

だけお金が一般会計から出ていっておりまして、

その財源は一般財源じゃと思うんですけども、そ

の一般財源というのが確保されてるものなのかど

うなのかということをお尋ねしたいわけなんです

けども、これがずっとこの見通しですよね。ずっ
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と毎年毎年この額がもう何年ぐらい続くのか、そ

ういう今後の農業集落排水自体の今後の将来、こ

れが負担が続くのかどうかというようなことをど

う考えられて、どうなっているのかということを

ご説明願いたいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 農業集落排水事業使用料の

問題もあるんですけれども、公共事業と違いまし

て農業集落排水事業は基本料金１，５００円プラ

ス人数分でございまして、その使用料が今の会計

の中で不足しておるというようなことで、相対的

には今後使用料の値上げ等も検討していかないけ

ん状況になっております。ただ、公共下水道の使

用料金と、それから集落排水事業使用料金が今違

いますので、その体系も含めて今後検討していき

たいと考えております。 

 

○議長 ７番松山君。 

 

○７番松山清君 ちょっと私の想定した回答とち

ょっと違ったので、もう一回質問させてもらいた

いんですけども、今の部長のご説明やったら、赤

字分を一般財源から補てんして振り出しとるとい

うような意味にとれるわけなんですが、私がちょ

っとイメージしておったのは一般財源の交付税算

定の中か何かにこの分の農業集落排水事業に対す

る何かが算定されてるんじゃないかなと思って、

そこの部分についてどうなっとるのかをちょっと

聞きたかったんですけども、私の考え方ではなく

て、今部長が説明されたみたいに年間農業集落排

水で３億４，５００万円の赤字が出とるというよ

うな解釈なのでしょうか。 

 

○議長 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 ただいまのご質問でありますけれ

ども、繰り出しの中身には元利償還金がございま

す。その元利償還金に対しましては、起債の借り

入れに対して交付税が算入されるということにな

っております。 

 以上です。 

 

○議長 ７番松山君。 

○７番松山清君 ということは、今のご説明です

と３億４，５００万円、１００％、それは今の組

み入れられとる分がここで繰り出されておるとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

○議長 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 失礼します。元利償還分に対して

だけの、それに対しての交付税ということになっ

ております。 

 

○議長 １７番酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 市長の所信表明について

ちょっと具体的な形でお聞きしときたいと思いま

す。 

 先ほども一般質問の中で、西予市版地域主権の

質問を、この現状をかんがみたときにこれからど

うするかという問題の解決方法として本庁支所方

式への移行と西予市版地域主権という形が上がっ

ております。これにつきまして、西予市版地域主

権につきまして、西予市地域づくり交付金事業に

つきまして、これは多分２７学校区ごとの、ここ

に書いてありますように地域での話し合い、知恵

を出し、汗を流す、そのかかわりを通じて地域の

維持、活力向上や地域文化の伝承、創造につなげ

ていってもらいたいという形でございますけれど

も、今の現状を２７の地域を見てる中で、みずか

らが事務局を構えてリーダーが引っ張っていく地

域が幾らあるだろうという心配をいたしておりま

す。もちろん、予算は流しますよと、アイデアも

流しますからやってください。そこへ行く呼び水

をつくるための、やはり２７のところへ担当者を

張りつけてやるとか、そしてある程度の立ち上が

りまでは呼び水を出して事務局を持っていくと

か、そしてまた、それから後はいろんなところの

アイデアを出して地区ごとのアイデア競争をさせ

ていくような方法を考えていかれないか。その点

について、現実に２７のその地域の中で事務局を

やって、そして人を集めて、そしてこういう人を

集めて、こういう討議をしようじゃないかといく

とこまでをどういくように計画されてるのか、そ

れをお聞きします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 
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○宇都宮総務企画部長 今のご質問、予算書７９

ページの西予地域づくり交付金の件でございま

す。 

 本件については、１２月の全員協議会の席でこ

ういう制度をつくりたいということで基本的にご

了解をいただきまして、各地区へ企画調整課のほ

うも説明に参りました。各地区の代表者の方々の

意見もそれぞれ参考にした上で、最終的に２７旧

学校区単位での組織づくりをある程度まとまりを

持った地域でまとまりのある大きなまちづくりを

希望するという願いもありまして、２７というこ

とに最終的決定していただいたところでございま

す。 

 その中で、やはり同じような心配の声が区長さ

ん等から上がってまいりました。それを受けまし

て、西予市として各地区へ地元出身の職員を中心

に２名ずつ支援員として張りつけることにいたし

ました。一緒に考えるということは、職員も一緒

に考えさせていただく。わからなければ、職員が

バックアップします。加えて、各地区に今度の支

所の、総合支所と支所との関係で、専門的に地域

の支援を担当する地域振興係を置くことになる

と。合わせて３名が積極的に支援しますので、い

ろいろまちづくりについて話し合ってください、

計画づくりの方法がわからんようであれば、事務

的なことは一緒に考えますということで、必要資

金７，９５８万５，０００円、交付金としては

７，５００万円を予定いたしておりますが、残り

の４５８万５，０００円については、いわゆるこ

ういう職員の事務費であり、人件費を計上させて

いただいてるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 １７番酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 よくわかりました。そし

て、これを目玉にしてやられるということもよく

わかりましたが、一つもう一度確認いたしたいん

ですが、２名に足して、３名行かれるわけです

が、これは正直申し上げまして、３名掛ける２７

地区ととらえたらいいんですか、それとも３名が

全部を回られるということなんですか、お尋ねし

ます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

○宇都宮総務企画部長 数式の算出方法、２７地

区掛ける２名、それから旧町単位で支所から１

名、これは各地区のすべてのところへ参加すると

いうことで、５４名プラス５名ということになり

ます。基本がこの数字になります。 

 以上でございます。 

 

○議長 １７番酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 これの人選につきまして

は、人事案件でございましょうから言いませんけ

れども、我々じゃなしに地域の人を出すというこ

とでございますから、説明に行ったところの区長

さん、そして代表者、お集まりして説明した人の

中から、言葉は悪いですけれども、あの子が欲し

いというときには対応できるかできないかだけ、

お聞きします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 人事の関係でございますが、今ほど

総務部長が申しました２７掛ける２名について

は、基本的には兼務を考えております。したがっ

て、地域の声自身がどれだけの声が上がるかとい

うのは最初恐らく難しいと思います。その後、地

域の声も少し聞くことはその後はあり得るかもし

れませんが、ただ地域の声で好き嫌いがあります

と職員はやる気をなくします。いろいろです。そ

やなしに、また大きな気持ちでご理解をいただい

たらなと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 次に、議案第３５号「平成２３年度西予

市授産場特別会計予算」から議案第４６号「平成

２３年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予

算」までの１２件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 済いません。先ほどちょっと

質問させていただいた分の介護予防の件ですが、

先ほど言われた特別会計予算書の２２７ページで

いいのかなと思いますが、どの部分が、ここに書

いてある食の自立支援事業利用負担金３２５万円

とありますけれども、これだけなのか、ほかにも
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介護予防としての何か事業があって、その予算は

幾らなのか、もしあればお教えいただきたいと思

います。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 その２４１ページをお開き

をいただいたらと思います。あわせて２４２ペー

ジ、２次予防事業、１次予防事業、この予算を立

てておる、計上しておるところでございます。こ

の中でいろいろとその予防に努めていきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

 

○議長 よろしいですか。 

 次に、議案第４７号「西予市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」及び議案第４８号「西予市職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」の２

件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております案件のうち、平

成２２年度補正予算について、これより採決を行

います。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後１時４７

分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後１時４

８分） 

 ただいま採決をする前に、先ほどの梅川議員の

質問に対して、上甲生活福祉部長より答弁をいた

します。 

 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 それでは、先ほどの国保事

業の補正の関係で説明をさせていただきます。 

 今回減額いたしました療養給付費負担金は、一

般被保険者の医療に対する補助金であります。一

方、増額いたしました療養給付費交付金は、退職

被保険者の医療に対する交付金であります。 

 理由といたしましては、一般被保険者が減少し

ていること、また反面退職被保険者が増加してい

るところにあります。そのため、当初予算計上し

ておりました療養給付費負担金を減額し、療養給

付費交付金を増額をしたという結果でございま

す。なお、細かい資料ということであれば、後ほ

ど配付をさせていただきます。 

 以上でございます。 

 

○議長 それでは改めて、以上で質疑を終結とい

たします。 

 ただいま議題となっております案件のうち、平

成２２年度補正予算について、これより採決を行

います。 

 お諮りいたします。 

 議案第２２号から議案第３３号までの１２件に

ついては、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第２２号「平成２２年度西予市一般

会計補正予算（第６号）」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第２２号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第２３号「平成２２年度西予市授産

場特別会計補正予算（第３号）」から議案第３３

号「平成２２年度西予市野村介護老人保健施設事

業会計補正予算（第１号）」までの１１件につい

て、原案のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第２３号か

ら議案第３３号までの１１件は原案のとおり決定

いたしました。 

 本日採決いたしました１２件を除く議案３０件

については、お手元に配付いたしております各常

任委員会付託表及び特別委員会付託表のとおり、

各常任委員会と特別委員会に付託をいたします。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、請願第１号「四国横断
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自動車道開設工事・歯長峠付近の高速道への乗り

入れ道開設について」を議題といたします。 

 この請願につきましては、お手元に配付いたし

ております請願文書表のとおり、産業建設常任委

員会に付託いたしたいと思います。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、陳情第１号「児童養護

施設みどり寮の耐震化改築について」を議題とい

たします。 

 この陳情につきましては、お手元に配付いたし

ております陳情文書表のとおり、厚生常任委員会

に付託いたしたいと思います。 

 各常任委員会及び特別委員会においては、各議

案について十分に審査を行い、最終日の本会議に

おいて委員会の審査の経過と結果について、各常

任委員長及び特別委員長の報告を求めることとい

たします。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 ３月１６日は午後２時より会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後１時５２分 
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          平成２３年第１回西予市議会定例会会議録（第３号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２３年３月１６日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２３年３月１６日 

          午後２時００分 

１．閉     会 平成２３年３月１６日 

          午後３時３４分 

１．出 席 議 員        

    １番    欠  員   

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番  二 宮   元 

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １９番  山 本 昭 義 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  九 鬼 則 夫 

   会 計 管 理 者  上 甲 悦 子 

   総務企画部長  宇都宮 又 重 

   産業建設部長  藤 中   彰 

   生活福祉部長  上 甲 憲 章 

   教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

    

明浜総合支所長  上 田 甚 正 

   野村総合支所長  河 野 数 義 

   城川総合支所長  山 崎 秀 敏 

   三瓶総合支所長  三 好 幸 二 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  河 野 敏 雅 

   財 政 課 長  宗   正 弘 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  岩 本 明 定 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

      議  事  日  程 

 １ 陳情第 ５号 俵津診療所存続について 

 ２ 議案第 ７号 西予市木質ペレット製造施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第 ８号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 

   議案第 ９号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１０号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１１号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 

   議案第１２号 西予市住民生活に光をそそ

ぐ基金条例制定について 

   議案第１３号 西予市森林公園条例制定に

ついて 

   議案第１４号 西予市公告式条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市支所及び出張所設置

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 
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   議案第１７号 西予市文化財保護条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１８号 西予市公共下水道事業受益

者負担金徴収条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市簡易水道及び愛媛県

条例水道の設置に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２０号 新たに生じた土地の確認に

ついて 

   議案第２１号 字の区域を変更することに

ついて 

   議案第３４号 平成２３年度西予市一般会

計予算 

   議案第３５号 平成２３年度西予市授産場

特別会計予算 

   議案第３６号 平成２３年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第３７号 平成２３年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第３８号 平成２３年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第３９号 平成２３年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第４０号 平成２３年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第４１号 平成２３年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第４２号 平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第４３号 平成２３年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第４４号 平成２３年度西予市上水道

事業会計予算 

   議案第４５号 平成２３年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第４６号 平成２３年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

   議案第４７号 西予市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第４８号 西予市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

制定について 

   請願第 １号 四国横断自動車道開設工

事・歯長峠付近の高速道へ

の乗り入れ道開設について 

   陳情第 １号 児童養護施設みどり寮の耐

震化改築について 

追加 議案第４９号 新たに生じた土地の確認に

ついて 

   議案第５０号 字の区域を変更することに

ついて 

   議案第５１号 平成２２年度西予市一般会

計補正予算（第７号） 

   議案第５２号 平成２２年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第５号） 

   議案第５３号 平成２２年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第５号） 

   議員派遣の件について 

   議案第５４号 西予市副市長定数条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第５５号 西予市副市長の選任につい

て 

   議案第５６号 西予市固定資産評価員の選

任について 

 

本日の会議に付した事件 

  

１ 陳情第 ５号 俵津診療所存続について 

 ２ 議案第 ７号 西予市木質ペレット製造施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第 ８号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 

   議案第 ９号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１０号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１１号 西予市乙亥の里の指定管理

者の指定について 
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   議案第１２号 西予市住民生活に光をそそ

ぐ基金条例制定について 

   議案第１３号 西予市森林公園条例制定に

ついて 

   議案第１４号 西予市公告式条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市支所及び出張所設置

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１７号 西予市文化財保護条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１８号 西予市公共下水道事業受益

者負担金徴収条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市簡易水道及び愛媛県

条例水道の設置に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２０号 新たに生じた土地の確認に

ついて 

   議案第２１号 字の区域を変更することに

ついて 

   議案第３４号 平成２３年度西予市一般会

計予算 

   議案第３５号 平成２３年度西予市授産場

特別会計予算 

   議案第３６号 平成２３年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第３７号 平成２３年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第３８号 平成２３年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第３９号 平成２３年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第４０号 平成２３年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第４１号 平成２３年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第４２号 平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第４３号 平成２３年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第４４号 平成２３年度西予市上水道

事業会計予算 

   議案第４５号 平成２３年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第４６号 平成２３年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

   議案第４７号 西予市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第４８号 西予市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

制定について 

   請願第 １号 四国横断自動車道開設工

事・歯長峠付近の高速道へ

の乗り入れ道開設について 

   陳情第 １号 児童養護施設みどり寮の耐

震化改築について 

追加 議案第４９号 新たに生じた土地の確認に

ついて 

   議案第５０号 字の区域を変更することに

ついて 

   議案第５１号 平成２２年度西予市一般会

計補正予算（第７号） 

   議案第５２号 平成２２年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第５号） 

   議案第５３号 平成２２年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第５号） 

   議員派遣の件について 

   議案第５４号 西予市副市長定数条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第５５号 西予市副市長の選任につい

て 

   議案第５６号 西予市固定資産評価員の選

任について 
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  開議 午後２時００分 

○議長 ただいまの出席議員は２１名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付をしてあると

おりであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、陳情第５号「俵津診療所存続

について」を議題といたします。 

 藤井厚生常任委員長の報告を求めます。 

 藤井委員長。 

 

○藤井朝廣厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

報告書。 

 １２月定例会において継続審査となっておりま

した陳情第５号「俵津診療所存続について」、去

る３月８日に審査を行いましたので、報告を申し

上げます。 

 先般、当該西予市明浜地区診療所の見直しにつ

いて、俵津地区内の各種団体長による意見交換会

が開催され、その意見の集約として市当局に対し

パブリックコメントが提出されております。 

 当委員会といたしましては、パブリックコメン

トを精査し、地域住民の声を反映する方法を検討

いたしましたが、他地区の診療所とのバランス等

もあることから不採択とすることにいたしまし

た。 

 今後も市民の医療不安解消のため、一層の努力

をすることといたしました。 

 以上、厚生常任委員会の報告とさせていただき

ます。 

 平成２３年３月１６日、厚生常任委員会委員長

藤井朝廣。 

○議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 陳情第５号は委員長報告のとおり不採択とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第５号は委

員長報告のとおり不採択とすることに決定いたし

ました。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、議案第７号「西予市木

質ペレット製造施設の指定管理者の指定につい

て」から議案第２１号「字の区域を変更すること

について」までの１５件及び議案第３４号「平成

２３年度西予市一般会計予算」から議案第４６号

「平成２３年度西予市野村介護老人保健施設事業

会計予算」までの１３件、並びに議案第４７号

「西予市職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例制定について」及び議案第４８号

「西予市職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」の２件、さらに請願１件、

陳情１件の３２件を一括議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について各

委員長の報告を求めます。 

 まず、菊地総務常任委員長の報告を求めます。 

 菊地総務委員長。 

 

○菊地ミスギ総務常任委員長 総務常任委員会審

査報告書。 

 総務常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 去る３月３日の本会議において、当常任委員会

に付託されました議案１０件に対し、３月４日、

７日の２日間、委員会審査を行いました。 

 審査結果は、お手元に配付の委員会審査報告書

のとおりであり、いずれも原案のとおり可決いた

しました。 

 議案審査の過程において、委員より特に質疑が

ありました事項の概要を、ご報告申し上げます。 

 初めに、議案第１２号「西予市住民生活に光を

そそぐ基金条例制定について」では、この交付金

は弱者対策や自立支援が目的であり、基金を造成

することで家庭相談員（社会福祉課へ１名）や、

不登校対策支援員（三瓶小学校へ１人）を配置す

る旨の説明がありました。それに対して三瓶小学

校以外の学校はどのように対処しているかの質疑

がありましたが、その他の小学校には不登校対応

のための非常勤講師や、ハートなんでも相談員が

配置され、既に対応ができているとの答弁でし

た。 

 「平成２３年度西予市一般会計予算」、財政課

所管の説明で歳入の地方交付税のうち、普通交付

税と特別交付税を合わせて１１９億１，０００万
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円になるとの説明に対し、地方交付税は今後どの

ように推移していく見込みかとの質疑があり、国

の方針は今後３年間においては、平成２２年度と

同額程度の一般財源を確保できるとのことである

が、合併当時から徐々に減額されている現状であ

り、合併後も１０年を経過しての合併算定がえの

段階的終了により、財政支援が完全になくなる平

成３２年度には、平成２６年度と比較して２２億

円程度も減額になるのではないかと予想されると

の答弁でした。 

 また、文化体育振興課所管の歳出予算のうち、

かまぼこ板の絵展覧会事業に係る経費として、応

募者名簿作成費が５０万円、会場に作品を展示す

る等の経費に３６０万円が必要との説明に対し、

そのような多額の経費が必要かとの質疑があり、

応募者総数が２万人以上もあることから、その名

簿作成に必要な経費及びよりよい作品展示のため

に必要なディスプレー経費等を計上させてもらっ

ているとの答弁でした。 

 かまぼこ板の絵展覧会は、全国的に有名にな

り、応募数も多くなっていることは喜ばしいこと

ですが、節約できるものは考慮していただき、経

費節減に努めてもらいたいと思います。 

 終わりに、今後の財政事情がよくなることへの

希望は薄いことから、各事業を精査しながら特色

のある展開をしていただくことを切望しておりま

す。 

 以上、委員長報告といたします。 

 平成２３年３月１６日、総務常任委員会委員長

菊地ミスギ。 

 

○議長 次に、藤井厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

 藤井厚生委員長。 

 

○藤井朝廣厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

報告書。 

 厚生常任委員会の審査結果の報告を申し上げま

す。 

 当委員会に審査を付託されました議案１２件、

陳情１件について、３月４日から３月８日にかけ

て審査を行いました。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会審査報告

書のとおりで、議案１２件は原案のとおり全会一

致で可決決定いたしました。また、陳情第１号

「児童養護施設みどり寮の耐震化改築について」

の審査に当たり、この施設は、子供の健全育成を

補完する施設であり、その耐震化の費用を助成す

ることは必要であるとの意見が多くあり、全会一

致で採択といたしました。 

 これより審査過程において、委員より出された

主な質疑内容、特徴的な意見について、その概要

を抜粋して報告を申し上げます。 

 初めに、議案第３４号「平成２３年度西予市一

般会計予算」について、八幡浜南環境センターへ

の可燃ごみ処理委託事業費の２億１，０８８万

３，０００円から２億５，０５７万８，０００円

の増額の説明を求めたところ、同施設は３年を１

期とした負担金で運営しており、前期の第３期は

修繕等により不足分が発生したことから、それを

補うため第４期の今期からは増額になっていると

の答弁でありました。 

 また、特別養護老人ホーム青石寮負担金事業３

０５万１，０００円の説明を求めたところ、設立

当初から旧三瓶町が負担していたもので、その負

担率は７．１％であり、入所者の増減にかかわら

ず負担は必要であるとの答弁でした。今後、この

負担率が現況に照らし合わせ適正であるかどう

か、検討課題として取り組むよう意見がありまし

た。 

 次に、議案第４３号「平成２３年度西予市簡易

水道事業特別会計予算」について、簡易水道の工

事費の地元負担の割合はという質疑があり、地元

負担９割で市の負担１割ですとの答弁がありまし

た。 

 次に、議案第４６号「平成２３年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計予算」について、この

施設の待機者数と待機者解消について説明を求め

たところ、待機者数は現在６８名で、その解消に

ついては１つの市で対応するのには限界があり、

国の方針を見定めながらでき得る限りの対応をし

ますとの答弁がありました。 

 また、長年にわたる課題である少子・高齢化社

会の中で、住民が安心して暮らしていける福祉行

政を構築するには、他の市町と連携しながら国、

県へと細かく実情を報告して、ともに改善策をつ

くり上げていくことの重要性を痛感いたしまし

た。 

 以上、厚生常任委員会の報告とさせていただき

ます。 
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 平成２３年３月１６日、厚生常任委員会委員長

藤井朝廣。 

 

○議長 次に、兵頭産業建設常任委員長の報告を

求めます。 

 兵頭産業建設常任委員長。 

 

○兵頭学産業建設常任委員長 産業建設常任委員

会審査報告書。 

 産業建設常任委員会の審査結果報告を申し上げ

ます。 

 去る３月３日の本会議において、当常任委員会

に付託されました議案１０件、請願１件に対し、

３月４日、７日の２日間、委員会審査を行いまし

た。 

 審査結果は、お手元に配付の委員会審査報告書

のとおりであり、全議案を原案のとおり全会一致

で可決決定いたしました。 

 なお、議案審査の過程において、委員より特に

質疑のありました事項の概要をご報告申し上げま

す。 

 まず、建設課所管分について、三瓶町の公営住

宅の家賃が高く、空き家が増加しているが、家賃

の見直しはできないか、また耐震対策の現状はど

うなっているかとの質疑があり、家賃については

条例の改正も含め検討し、耐震対策については市

の計画に沿って対策を進めたいとの答弁がありま

した。また、市道などの草刈りについて、地域で

の対応は難しい状況にあるが、どのような対応を

考えているかとの質疑があり、緊急雇用対策にお

いて４月から本庁関係３名、野村、城川おのおの

２名で対応するとの答弁がありました。 

 次に、上下水道課所管分について、農業集落排

水事業の管理費、利用料金についての質疑があ

り、加入戸数６，１７９戸、９，１２５名、加入

率は６７．７％で、加入率の最高は永長地区９

１．１％、最低は明間地区４０．４％となってい

る。農集では、１人世帯の場合１，８５０円、公

共下水では６８０円の利用料金となっているが、

農集は家族が多いほど安くなっている。加入率ア

ップだけでは施設の維持管理が困難なため、段階

的に利用料金の改正を検討していく。また、全市

の下水処理については、地域に応じて合併浄化槽

の対応も必要と考えているとの答弁がありまし

た。 

 商工観光課所管分では、ジオパーク調査研究事

業費が計上してあるが、既存の地質館との関連は

との質疑があり、ジオパーク構想は西予市内にあ

る黒瀬川構造帯を初め、自然遺産、文化遺産をジ

オツーリズムとして地域の宝とし、町の活性化の

ため、ジオパーク認定への調査研究を進めたいと

の答弁がありました。 

 次に、農林水産課所管分について、木質ペレッ

ト製造施設に関連し、既存の木工用機械の処分に

ついて質疑があり、不要機械を競売にかけ約１，

３００万円で売却との答弁がありました。関連し

て、地域通貨券についてどのようなものかとの質

疑に対しては、原料となる木材の供給に４，００

０円の助成を考えており、うち１，０００円を地

域通貨券として発行する計画であるとの答弁があ

りました。また、森林公園条例制定について、か

くれの里との関連について質疑があり、かくれの

里は個人がボランティア的にされており、肥料代

など一部助成を検討中との答弁がありました。 

 続いて、ワサビ田生産基盤整備事業１，０８７

万９，０００円の具体的内容について質疑があ

り、設計図を示した上で惣川地区の２０名の農業

生産活動拡大の一方策として強い要望もあり、新

規作物として最適地でもあるため、施策実証する

ものであり、さらにＩターン、Ｕターンにも寄与

できる事業であるとの答弁があり、これを受け委

員より県事業、新ふるさと事業にソフト事業があ

るが、市が取り組めば３００万円の助成があるは

ずで、ぜひ申請してほしいとの要望がありまし

た。次に、鳥インフルエンザ対策について、数羽

飼育している個人に対する消石灰の助成について

質疑があり、対象は１００羽以上としているが、

それ以下については現在調査中で、まとまり次第

対応したいとの答弁がありました。次に、市有林

管理事業１，７２１万円の詳細について質疑があ

り、約１，０００万円は造林業務委託料である

が、１，０００万円の木材販売があり、どうにか

収支がとれているのが現状である。今後、木質ペ

レット製造施設も活用し、収入の拡大を図りたい

との答弁がありました。 

 次に、産業創出課所管分の審査について、雇用

創造推進事業の推進委員は何名かとの質疑があ

り、４名の推進委員（実質２名）で行っており、

企業・高校等を訪問し雇用推進に努めているとこ

ろであり、また面接事業には１２６万円を計画し
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ているとの答弁がありました。次に、グリーン・

ブルーツーリズム事業の方向づけに対する質疑が

あり、市内全域で体験滞在型の農家民宿の拡大を

図りたいとの答弁がありました。 

 次に、用地課所管分では、さきに平成２３年度

からの機構改革に伴い、監理用地課となり、業務

内容は用地登記係、契約監理係、工事検査官、土

地開発公社とし、１２名プラス臨時職員１名の１

３名で業務遂行に当たるとの説明があり、工事検

査官１名では不足ではとの質疑があり、検査官の

研修に努め、関係事業課等の連携を図り万全を期

したい旨の答弁がありました。 

 次に、請願第１号「四国横断自動車道開設工

事・歯長峠付近の高速道への乗り入れ道開設につ

いて」は、関係地域、野村・城川・明間・下川の

市民８，５１５名の強い要望があり、新市立病院

との連携、救急救命業務の拡充も考慮し、採択す

べきものと決しました。 

 以上、審査報告とさせていただきます。 

 平成２３年３月１６日、産業建設常任委員会委

員長兵頭学。 

 

○議長 次に、坂本西予市新市立病院建設特別委

員長の報告を求めます。 

 坂本委員長。 

 

○坂本隆重西予市新市立病院建設特別委員長 西

予市新市立病院建設特別委員会審査報告書。 

 西予市新市立病院建設特別委員会の審査報告を

申し上げます。 

 去る３月３日の本会議において、当委員会に付

託されました議案第４５号「平成２３年度西予市

病院事業会計予算」のうち、歳入歳出予算に関す

る西予市新市立病院建設特別委員会所管分につい

て、３月９日委員会審査を行いました。 

 審査結果は、議案を原案のとおり全会一致で可

決決定いたしました。なお、議案審査の過程にお

ける質疑事項についてご報告を申し上げます。 

 新病院建築費の委託料のうち、設計監理業務委

託料７，７４９万円の内訳は、基本設計２，３２

１万円、実施設計５，４２８万円との説明があり

ました。また、医療コンサル業務委託料１，００

０万円について業者選定について委員より質問が

あり、プロポーザル方式を予定しているとの答弁

がありました。 

 また、予算審査終了後において、新病院建設全

体スケジュールの進捗状況の説明と、地質調査結

果の報告がありました。 

 以上、審査報告とさせていただきます。 

 平成２３年３月１６日、西予市新市立病院建設

特別委員会委員長坂本隆重。 

 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 まず、議案第７号から議案第１１号までの５件

を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７号「西予市木質ペレット製造施設の指

定管理者の指定について」から議案第１１号「西

予市乙亥の里の指定管理者の指定について」まで

の５件は委員長報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第７号から

議案第１１号までの５件は原案のとおり決定いた

しました。 

 次に、議案第１２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１２号「西予市住民生活に光をそそぐ基

金条例制定について」は委員長報告のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１２号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１３号「西予市森林公園条例制定につい

て」は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 
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 起立全員であります。よって、議案第１３号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１４号及び議案第１５号の２件を

一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１４号「西予市公告式条例の一部を改正

する条例制定について」及び議案第１５号「西予

市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例

制定について」は委員長報告のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第１６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１６号「西予市特別会計条例の一部を改

正する条例制定について」は委員長報告のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第１７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１７号「西予市文化財保護条例の一部を

改正する条例制定について」は委員長報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第１８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１８号「西予市公共下水道事業受益者負

担金徴収条例の一部を改正する条例制定につい

て」は委員長報告のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第１９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１９号「西予市簡易水道及び愛媛県条例

水道の設置に関する条例の一部を改正する条例制

定について」は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第２０号及び議案第２１号の２件を

一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２０号「新たに生じた土地の確認につい

て」及び議案第２１号「字の区域を変更すること

について」は委員長報告のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第３４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３４号「平成２３年度西予市一般会計予

算」は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３４号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第３５号から議案第４６号までの１

２件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３５号「平成２３年度西予市授産場特別

会計予算」から議案第４６号「平成２３年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計予算」までの１

２件は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３５号か

ら議案第４６号までの１２件は原案のとおり決定

いたしました。 

 次に、議案第４７号及び議案第４８号の２件を

一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４７号「西予市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」及び

議案第４８号「西予市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例制定について」は委員長報告

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 
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 次に、請願第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 請願第１号「四国横断自動車道開設工事・歯長

峠付近の高速道への乗り入れ道開設について」は

委員長報告のとおり採択とすることに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、請願第１号は委

員長報告のとおり採択することに決定いたしまし

た。 

 次に、陳情第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第１号「児童養護施設みどり寮の耐震化改

築について」は委員長報告のとおり採択とするこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第１号は委

員長報告のとおり採択とすることに決定いたしま

した。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時３８

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時４０

分） 

 ただいま市長から提出されました議案第４９号

「新たに生じた土地の確認について」から議案第

５３号「平成２２年度西予市簡易水道事業特別会

計補正予算（第５号）」までの５件と、議員派遣

の件についてを本日の日程に追加し、追加日程と

して議題といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、６件を

本日の日程に追加し、追加日程とすることに決定

いたしました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第４９号「新

たに生じた土地の確認について」及び議案第５０

号「字の区域を変更することについて」の２件を

一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 議案第４９号「新たに生

じた土地の確認について」、議案第５０号「字の

区域を変更することについて」関連がございます

ので、一括して提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 西予市三瓶町地域における公有水面埋立免許を

得て施工しました漁港工事について、去る３月４

日に愛媛県知事による工事竣工認可が告示されま

したので、当該工事による埋め立てに伴い新たに

生じた土地の確認について、地方自治法第９条の

５第１項の規定に基づき議会の議決を求めるもの

でございます。 

 また、今回の新たに生じた土地を近接する字の

区域に編入するため、地方自治法第２６０条第１

項の規定に基づき字の区域を変更することについ

て、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案２件に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４９号及び議案第５０号は、会議規則第

３７条第３項の規定により委員会付託を省略した

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第４９号「新たに生じた土地の確認につい

て」及び議案第５０号「字の区域を変更すること

について」の２件は原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第５１号「平

成２２年度西予市一般会計補正予算（第７号）」
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を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 「平成２２年度西予市一般会計補正

予算（第７号）」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

 今回提案します主な補正予算は、歳出において

教育費、小学校費で三瓶小学校及び渓筋小学校の

アスベスト対策事業費の確定による調整、また中

学校費で三瓶中学校の耐震化事業費の確定による

調整を行っております。 

 さらに、将来の財政負担軽減を図るため減債基

金の積み立てを行っております。 

 歳入につきましては、特別交付税の交付見込み

及び国庫支出金の交付額の決定による調整額の計

上を行っております。 

 また、事業費の確定等により、学校教育施設等

整備事業債を１，１００万円、過疎対策事業債を

４５０万円増額し、その上で財政調整基金繰入金

を３億円繰り戻しております。 

 これによりまして、議決いただいております歳

入歳出予算の総額にそれぞれ１億４，７１８万円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８８

億３，１５６万８，０００円と定めるものであり

ます。 

 なお、今回の補正で地域活性化交付金事業を含

む３３事業、１２億８，３５７万８，０００円の

繰越明許費を計上しております。 

 以上、説明いたしましたが、詳細な点につきま

しては、担当課長に説明させますのでよろしくご

審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

 

○議長 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 それでは、予算書に沿いまして補

足説明をさせていただきます。 

 まず、歳出につきまして説明をいたします。 

 予算書１１ページをお開き願います。 

 ２項１目学校管理費１００万７，０００円の減

額につきましては、三瓶小学校２階放送室、会議

室等及び渓筋小学校音楽室、コンピューター室等

のアスベスト対策事業費の確定によるものであり

ます。 

 ３目学校建設費では、野村小学校、中筋小学

校、河成小学校、遊子川小学校、高川小学校の各

屋内運動場耐震補強事業に充当しておりました学

校建設費国庫補助金の確定により、同補助金６２

２万６，０００円、過疎対策事業債３９０万円の

充当がえを行っております。 

 次に、３項３目学校建設費２，３９９万円の減

額でありますが、これは三瓶中学校特別教室棟耐

震化事業の確定によるものであります。 

 １２ページをお開き願います。 

 １３款２項１目２５節積立金１億７，２１７万

７，０００円につきましては、大型事業等の起債

借入金に対する将来負担に備え、減債金の積み立

てを行うものであります。 

 次に、歳入でありますが、９ページをお開き願

います。 

 ９款１項１目地方交付税３億５，０００万円に

つきましては、特別交付税の交付見込みにより増

額計上をするものであります。 

 なお、本年度の交付見込み額は１２億６，００

０万円で、前年度比５％、６，０５３万円の増額

としております。 

 １３款２項７目教育費国庫補助金８，１６８万

円の増額でありますが、これは歳出でも申し上げ

ました小・中学校の学校建設費国庫補助金の確定

によるものであります。 

 ４ページに返っていただきたいと思います。 

 第２表繰越明許費でありますが、２款総務費で

は三瓶総合支所移転事業ほか２事業２億５８万

円、３款民生費では老人福祉施設整備事業ほか１

事業１，６９４万２，０００円、４款衛生費では

保健福祉施設整備事業ほか１事業４，５４６万

８，０００円、６款農林水産業費では林道小振鍵

山線開設事業ほか３事業２億９，３３０万８，０

００円、７款商工費では商業振興商品券助成事業

ほか２事業３，４８８万９，０００円、８款土木

費では道路維持管理事業ほか７事業３億５，４８

８万７，０００円、１０款教育費では教育活動支

援事業ほか１０事業３億３，７５０万４，０００

円、総事業数では３３事業１２億８，３５７万

８，０００円の限度額として、平成２２年度から

平成２３年度へ繰り越しをしております。 

 繰り越しの主な理由でありますが、地域活性化

交付金きめ細かな交付金事業及び住民生活に光を

そそぐ交付金事業につきましては、補正第５号及
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び補正第６号により議決をいただいたもので、年

度内完了が見込めないものであります。 

 そのほかの事業の主な理由につきましては、用

地の取得や物件補償等について地権者との交渉、

工法の選定等に不測の日数を要したものでありま

す。 

 なお、繰越明許費の詳細につきましては、お手

元に配付しております資料のとおりであり、款、

項、事業名、金額、繰越理由等を記載しておりま

すので、ご参照いただきたいと存じます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 小野議員。 

 

○６番小野正昭君 先ほどの補正予算の４ページ

の総務費のＣＡＴＶ整備事業の繰越明許ですが、

当初三瓶町の各家庭には１０月には完成する、年

度内には完成すると、そしてこの繰越明許読みま

したら２３年７月の最終的な完成見込みというふ

うになっておりますけれども、アナログとデジタ

ルとの関連性はどうなのか、その辺のいわゆる答

弁を求めたいと思いますが。 

 

○議長 宇都宮部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ただいまのご質問にお答

えいたします。 

 ご存じのとおり、三瓶地区は八西ケーブルテレ

ビのほうが既に営業しておりますので、７月にず

れ込んでも視聴者のほうは新たなデジタル対応を

しなくても今までどおりの視聴は可能でございま

す。 

 既に一部施工箇所が済んでおりますんで、旧津

布理地区については引き込み工事も可能でござい

ますけれども、三島地区、北地区の作業につきま

しては、７月中には済ませたいと、現在の見込み

でございますが、７月中には引き込み工事を完了

させたい。完了済んだ時点で順次デジタルのほう

へ八西から西予のほうへ移行していただきたい

と、このような計画でおります。 

 以上でございます。 

 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５１号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第５１号「平成２２年度西予市一般会計補

正予算（第７号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５１号は

原案のとおり決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時５５

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時０５

分） 

  （追加） 

○議長 次に追加日程第３、議案第５２号「平成

２２年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第５号）」及び議案第５３号「平成２２年度西

予市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）」

の２件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第５２号「平成２２年

度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、宇和処理区における推進工事に

おいて、関係機関との協議、設計変更に不測の日

数を要した等の理由により、年度内の施工が困難

になったことに伴い、施設管理費３００万円及び

施設整備費１億７，１５１万５，０００円の繰越

明許費を計上するものであります。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 
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○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 議案第５３号「平成２２年

度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第５

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、今年度中に供用を開始した多田

簡易水道施設に関しまして、施設譲渡の手続に長

期間を要したこと及び配水池の計測機器設置工事

の追加が生じ、設計変更に多大な時間を要したこ

となど、不測の事由により多田浄水場監視施設デ

ータ送信工事の発注が大幅におくれ、年度内完成

が見込めなくなったことに伴い、繰越明許費１，

１３９万７，０００円を計上するものでありま

す。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５２号及び議案第５３号の２件は、会議

規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第５２号「平成２２年度西予市公共下水道

事業特別会計補正予算（第５号）」及び議案第５

３号「平成２２年度西予市簡易水道事業特別会計

補正予算（第５号）」の２件は原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５２号及

び議案第５３号は原案のとおり決定いたしまし

た。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第４、議員派遣の件につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付をいたしております本件を承認す

ることにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議員派

遣の件については、本件のとおり承認することに

決定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定をいたしました議員派遣について

は、諸般の事情により変更が生じる場合には、議

長にご一任を願いたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時１０

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時１１

分） 

 ただいま市長から提出されました議案第５４号

「西予市副市長定数条例の一部を改正する条例制

定について」から議案第５６号「西予市固定資産

評価員の選任について」までの３件を本日の日程

に追加し、議題といたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

５４号から議案第５６号までの３件を本日の日程

に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第５、議案第５４号「西予市副

市長定数条例の一部を改正する条例制定につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 議案第５４号「西予市副

市長定数条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 当市では、地方自治法の改正に伴う平成１９年

度からの副市長制への移行にあわせ、その定数を
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２名とし、行政事務を分担し山積する重要課題へ

の対応を図ってまいりました。その後、平成２０

年５月の別宮副市長再任からは、行政組織のスリ

ム化、合理化を図るため副市長１名体制といたし

ましたが、条例上の定数は状況の変化等に柔軟に

対応する必要性も考慮し、２名のまま現在に至っ

ております。 

 今般、総合支所方式から本庁支所方式への移行

と、新庁舎の完成という西予市にとりまして大き

な転換期に当たり、行政組織機構の大幅な改編と

あわせ、副市長の定数を１名とするものでござい

ます。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５４号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第５４号「西予市副市長定数条例の一部を

改正する条例制定について」は原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第６、議案第５５号「西

予市副市長の選任について」及び議案第５６号

「西予市固定資産評価員の選任について」の２件

を一括議題といたします。 

 この際、地方自治法第１１７条の規定に基づ

き、九鬼則夫君の退場を求めます。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第５５号「西予市副市長の選任

について」、議案第５６号「西予市固定資産評価

員の選任について」あわせて提案理由のご説明を

申し上げます。 

 このたび本市の副市長である別宮靜氏から２期

まで１年２カ月余りを残し、平成２３年３月３１

日をもって退任したいとの申し出があり、私はこ

れを受理することといたしました。 

 別宮氏は、西予市発足後初の助役、引き続いて

副市長として現在まで２期７年にわたり勤めてい

ただき、私とともに西予市の礎を確たるものと

し、さらに発展させるためご尽力をいただきまし

た。 

 ご案内のとおり、別宮氏は温厚な人柄と卓越し

た行政手腕を発揮され、市民や職員からの信頼も

厚く、主要施策を積極的に推進いただくととも

に、諸問題の解消や解決に向けて適切に処理され

てこられました。このたびの退任に当たりまして

は、ご本人の本庁支所方式への組織機構への改

編、新庁舎の完成など、西予市の大きな節目に際

し、後進にこれからを託したいという次の世代に

かける思いと決意を受け、この申し出を受理した

次第であります。 

 長年にわたり労苦をともにし、私を支えていた

だきましたことをこの場をかりまして厚くお礼を

申し上げます。まことにありがとうございまし

た。退任後はお体を十分ご自愛いただき、趣味で

もあります農林業にいそしみながら、今後とも折

に触れ、ご指導、ご助言を賜りますようお願い申

し上げます。 

 さて、その後任について慎重に検討、熟慮を重

ねてまいりました結果、現在公営企業部長を務め

ていただいております九鬼則夫氏を選任いたした

いと存じます。九鬼氏は、昭和４８年に旧城川町

役場に採用され、以来旧町時代に企画課長、西予

市発足後は城川総合支所長、議会事務局長、そし

て現職である公営企業部長など、要職を歴任され

ております。特に、現職におきましては、新病院

建設事業や水道料金格差是正に向けての取り組み

など、本市にとって最重要課題である事案につい

て、慎重かつ的確に処理されており、その行政手

腕については疑いのないところであります。この
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ように、九鬼氏は多方面にわたり地方行財政に精

通され、温厚かつ人格高潔な方であり、今後の新

たな行政組織体制による行財政運営に的確な判断

と適切な処理をいただける適任者であると存じま

すので、その選任につきまして地方自治法第１６

２条の規定により議会の同意を求めるものであり

ます。 

 あわせまして、本市の西予市固定資産評価員に

つきましても、別宮氏の退任によるその後任とし

て九鬼氏を選任したいと存じます。 

 九鬼氏は、先ほどの副市長選任の折にも説明い

たしましたとおり、行政事務の経験が豊富で市民

の信頼も厚く、人格円満で高潔な方であり、固定

資産評価員として適任であると存じますので、そ

の選任について地方税法第４０４条第２項の規定

により議会の同意を求めるものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議を賜り、ご決定い

ただきますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５５号及び議案第５６号は、会議規則第

３７条第３項の規定により委員会付託を省略した

いと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 それでは、議案ごとに採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第５５号「西予市副市長の選任につ

いて」は、これに同意することに賛成の議員の起

立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５５号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第５６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５６号「西予市固定資産評価員の選任に

ついて」は、これに同意することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５６号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 九鬼則夫君の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時２２

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時２８

分） 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 三好市長より定例会閉会のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 平成２３年第１回西予市議会定例会

の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 ３月１１日、マグニチュード９．０という国内

観測史上最大の巨大地震が発生し、東北関東の太

平洋沿岸部に甚大な被害をもたらし、多くの尊い

人命が失われました。ここにお亡くなりになられ

ました皆様の御霊に謹んで哀悼の意をささげ、被

害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げた

いと存じます。 

 この海域では、今後３０年以内に９９％の確率

で大地震が発生すると予測されていたとはいえ、

その規模は私たちの想像をはるかに超え、テレビ

から伝えられる津波の猛威には無力感を覚えた方

もおられると思います。 

 本市では、この未曾有の大災害に対して、一昨

日被災実態支援対策会議を開催し、市としてでき

る限りの支援活動を協議し、さらに県内各消防本

部と連携し、西予市消防本部から消防士３名を派

遣したところでございます。市民の皆様におかれ

ましても、同じ日本国民として被災者支援に向け

た行動と、温かいご支援をお願い申し上げたいと

思います。 

 また、私どもの地域についても、東南海・南海

地震の発生確率が今後３０年で６０％と言われて

おりますので、今後分析発表されるであろう住民

の避難行動等を教訓として、被害を最小限度に抑
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えるための対策を真剣に検討してまいりたいと思

います。 

 さて、去る３月２日の開会以来、１５日間に及

んだ今定例議会でございますが、議員各位におか

れましては本議会及び各常任委員会において平成

２３年度一般会計予算を初め、上程いたしました

全議案について慎重にご審議を賜り、結果いずれ

も原案のとおり可決いただきました。心より厚く

お礼を申し上げます。 

 平成２３年度は、私にとりましても２期目総仕

上げの年でございますので、成立を見ました平成

２３年度予算によりまして、マニフェストに掲げ

ました、誇れる愛着の持てる西予市づくりを基本

理念として所信表明で申し上げました５つの重点

施策を着実に推進してまいりたいと思います。 

 しかしながら、地域経済は今なお厳しい状況下

にあり、困難な諸課題にも直面しておりますの

で、今後とも継続的な行財政改革を推進し、効果

的、効率的な市政運営に留意しつつ、市民生活の

発展向上に寄与してまいりたいと決意を新たにし

ているところでございます。 

 なお、本会議、あるいは常任委員会を通じ、

数々賜りましたご意見、ご指摘につきまして、予

算の執行に当たってはできる限り尊重し、市政の

運営に遺憾なきよう努めてまいりたい所存であり

ます。 

 平成２３年度には、合併後の一大事業であった

新庁舎が竣工し、行政機構を本庁支所方式へと改

編する大きな節目となる年でございますが、私ど

もの内部執行体制にも大きな節目でございまし

た。西予市誕生以来７年間市政を支え、私を補佐

いただいた別宮副市長が今議会を最後に３月末を

もって勇退され、先ほどの追加案件でご同意をい

ただいたとおりであります。４月には、九鬼新副

市長が就任ということに相なりました。新体制に

おきましても、何とぞ倍旧のご指導、お力沿えを

賜りますようお願い申し上げる次第でございま

す。 

 日差しは次第に春めいてまいりましたが、昨年

は思わぬ花冷えに戸惑ったことを思い出します。

季節の変わり目でございますので、議員各位にお

かれましては体調管理に十分ご留意をいただき、

来るべき新年度の市政運営に一層のご尽力を賜り

ますようお願い申し上げまして、閉会のごあいさ

つとさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

○議長 これをもって平成２３年第１回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

  閉会 午後３時３４分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

   同   議員 

 

   同   議員 
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平成２３年第１回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ６号 
三瓶中学校特別教室棟耐震補強工事変更請負契約に

ついて 
23.３.２ 原案可決 

議案第 ７号 
西予市木質ペレット製造施設の指定管理者の指定に

ついて 
23.３.16 原案可決 

議案第 ８号 
西予市獣肉処理加工施設の指定管理者の指定につい

て 
23.３.16 原案可決 

議案第 ９号 
西予市明浜農産物集出荷施設の指定管理者の指定に

ついて 
23.３.16 原案可決 

議案第１０号 
西予市城川高品質堆肥センターの指定管理者の指定

について 
23.３.16 原案可決 

議案第１１号 西予市乙亥の里の指定管理者の指定について 23.３.16 原案可決 

議案第１２号 西予市住民生活に光をそそぐ基金条例制定について 23.３.16 原案可決 

議案第１３号 西予市森林公園条例制定について 23.３.16 原案可決 

議案第１４号 
西予市公告式条例の一部を改正する条例制定につい

て 
23.３.16 原案可決 

議案第１５号 
西予市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条

例制定について 
23.３.16 原案可決 

議案第１６号 
西予市特別会計条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
23.３.16 原案可決 

議案第１７号 
西予市文化財保護条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
23.３.16 原案可決 

議案第１８号 
西予市公共下水道事業受益者負担金徴収条例の一部

を改正する条例制定について 
23.３.16 原案可決 

議案第１９号 
西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
23.３.16 原案可決 

議案第２０号 新たに生じた土地の確認について 23.３.16 原案可決 

議案第２１号 字の区域を変更することについて 23.３.16 原案可決 

議案第２２号 平成２２年度西予市一般会計補正予算（第６号） 23.３.３ 原案可決 

議案第２３号 
平成２２年度西予市授産場特別会計補正予算（第３

号） 
23.３.３ 原案可決 

議案第２４号 
平成２２年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第２号） 
23.３.３ 原案可決 

議案第２５号 
平成２２年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
23.３.３ 原案可決 

議案第２６号 
平成２２年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第４号） 
23.３.３ 原案可決 

議案第２７号 
平成２２年度西予市老人保健特別会計補正予算（第

２号） 
23.３.３ 原案可決 

議案第２８号 
平成２２年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

４号） 
23.３.３ 原案可決 

議案第２９号 
平成２２年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号） 
23.３.３ 原案可決 



－96－ 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第３０号 
平成２２年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第４号） 
23.３.３ 原案可決 

議案第３１号 
平成２２年度西予市上水道事業会計補正予算（第４

号） 
23.３.３ 原案可決 

議案第３２号 
平成２２年度西予市病院事業会計補正予算（第５

号） 
23.３.３ 原案可決 

議案第３３号 
平成２２年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第１号） 
23.３.３ 原案可決 

議案第３４号 平成２３年度西予市一般会計予算 23.３.16 原案可決 

議案第３５号 平成２３年度西予市授産場特別会計予算 23.３.16 原案可決 

議案第３６号 
平成２３年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 
23.３.16 原案可決 

議案第３７号 
平成２３年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予

算 
23.３.16 原案可決 

議案第３８号 平成２３年度西予市国民健康保険特別会計予算 23.３.16 原案可決 

議案第３９号 平成２３年度西予市後期高齢者医療特別会計予算 23.３.16 原案可決 

議案第４０号 平成２３年度西予市介護保険特別会計予算 23.３.16 原案可決 

議案第４１号 平成２３年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 23.３.16 原案可決 

議案第４２号 平成２３年度西予市公共下水道事業特別会計予算 23.３.16 原案可決 

議案第４３号 平成２３年度西予市簡易水道事業特別会計予算 23.３.16 原案可決 

議案第４４号 平成２３年度西予市上水道事業会計予算 23.３.16 原案可決 

議案第４５号 平成２３年度西予市病院事業会計予算 23.３.16 原案可決 

議案第４６号 
平成２３年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

予算 
23.３.16 原案可決 

議案第４７号 
西予市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
23.３.16 原案可決 

議案第４８号 
西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について 
23.３.16 原案可決 

議案第４９号 新たに生じた土地の確認について 23.３.16 原案可決 

議案第５０号 字の区域を変更することについて 23.３.16 原案可決 

議案第５１号 平成２２年度西予市一般会計補正予算（第７号） 23.３.16 原案可決 

議案第５２号 
平成２２年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第５号） 
23.３.16 原案可決 

議案第５３号 
平成２２年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第５号） 
23.３.16 原案可決 

議案第５４号 
西予市副市長定数条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
23.３.16 原案可決 

議案第５５号 西予市副市長の選任について 23.３.16 原案同意 

議案第５６号 西予市固定資産評価員の選任について 23.３.16 原案同意 

陳情第 ５号 俵津診療所存続について 23.３.16 不 採 択 

請願第 １号 
四国横断自動車道開設工事・歯長峠付近の高速道へ

の乗り入れ道開設について 
23.３.16 採  択 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

陳情第 １号 児童養護施設みどり寮の耐震化改築について 23.３.16 採  択 

 議員派遣の件について 23.３.16 承  認 

 


